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序　「天皇独白録」とは何か





「昭和天皇独白録」の発見

　一九九〇年一一月七日・八日の各紙は、元宮内省御ご用よう掛がかりの寺てら崎さき英ひで成なりの遺族のもとに、昭和天皇の「独白録」ともいうべき記録がのこされていた事実をいっせいに報道し、各テレビ局もこのニュースを大々的にとりあげた。報道によれば、この記録は、昭和天皇が敗戦直後の一九四六年三月から四月にかけての時期に、寺崎をはじめとした五人の側近たちの前で、戦争の時代を回顧して語った内容をそのまま記録した重要史料であり、「昭和史の超一級資料」などといった最大級の評価を与えている点では、いずれの報道もほぼ共通していた。だがわたしは、歴史家の一人として、そうした鳴物入りの報道の仕方に大きな違和感をおぼえたのである。

　その理由の一つは、『西園寺公と政局』『木戸幸一日記』などのすでにその存在がよく知られている昭和天皇関係の重要史料と比べるならば、この回想の史料的価値ははるかに低いといわざるをえないからである。もちろん、昭和天皇のいわば「肉声」を記録した史料はほかにほとんど例がないだけに、これが貴重な価値をもつ史料であることに異論はないが、「独白録」の内容自体によって、初めて明るみに出された歴史的事実はほとんどないといってもよい。

　違和感をおぼえたもう一つの理由は、多くの報道が、「平和のために苦悩する天皇」という文脈だけから「独白録」を読みこもうとしていたことである。しかし、「独白録」が作成された四六年の初頭は、天皇制の存続や天皇の在位そのものが危ぶまれるという危機的な政治状況のなかにあった。そうした情勢のなかでの独自の政治的文脈をまったく無視して、「独白録」の内容を論じてみてもあまり意味はない。なぜなら当時の昭和天皇はいまだ四〇代半ばの壮年期にあり、若くそして精力的な君主として、まさに、そうした政治史の渦中にあった人物だったからである。




「独白録」は回想の書か

　ところで、「独白録」のもつ微妙な政治的性格については、その全文を掲載した『文藝春秋』の編集者も気がついていたようだ。「『昭和天皇独白録』掲載にあたって」と題された同誌九〇年一二月号の一文には、「あの暗い時代に、昭和天皇がいかに苦悩し、苛いら立だち、そして和平のために努力したか。注意深く読めば読むほど、歴史的事実から受ける感動で、身の震えるのを覚える」といった類の感情移入にすぎる文章の間に、さりげなく次のような一節がもぐりこまされているからである。いうまでもなく、ここでは、「独白録」作成の動機と天皇の戦犯指名問題との関連が強く意識されている。




「独白録」は「天皇無罪論」を補強するため天皇ご自身からお話を伺う機会をもったものとも考えられる。あるいは逆に、昭和天皇みずからが昭和を回想し後世に記録をとどめようとのご熱意を抱かれたとも推察される。他から強いられたとは思えない率直なお話しぶりから、そのお気持が伺える。〔中略〕いずれにせよ、この「独白録」がいかなる目的のもとに作成されたものであるかは、昭和史研究家の分析を待たねばなるまい。




　同誌九一年一月号の座談会では、右の問題提起をうけるかたちでかなり激しい討論が行なわれている(「『独白録』を徹底研究する」)。歴史家の秦はた郁いく彦ひこ氏が「独白録」は東京裁判対策のために作成されたとする立場、歴史家の伊藤隆氏と作家の児島襄氏が「独白録」は政治的性格をもたない単なる回顧録とする立場で、両者の間に次のような興味深いやりとりがあった。すなわち、東京裁判向けの文書だとする秦氏が英文版が存在するはずだと発言したのに対し、伊藤・児島の両氏が具体的な理由をあげることなく、この発言を頭から否定してかかり、とくに伊藤氏の場合は、秦氏を揶や揄ゆしながら、「秦さんのいう英文が出てきたらカブトを脱ぎますがね」とまで言いきったのである。

　皮肉なことに、この英文版の存在は、その後すぐに明らかになるのだが、伊藤氏のような「実証主義的」な学風で知られる研究者の場合でさえ、昭和天皇に対するその人の「立場」のようなものが、天皇をめぐるさまざまな歴史的評価にも微妙な影響を及ぼす場合があることを、この事例は教えている。ともあれ、「独白録」の公表をめぐる右のような経緯をみただけでも、この「独白録」が、かなり微妙な政治的色あいをもった文書であることは否定できない。




「政治の論理」の介在

　実は、わたし自身は占領期の日米関係というまったく別の観点から、この「独白録」に注目した。ここ数年、東京裁判に大きな関心をいだくようになっていたわたしは、八九年にアメリカに留学して東京裁判関係の在米資料を調査した時の経験から、従来の東京裁判論とはことなる新しい見方が必要であると強く感じるようになっていたからである。

　在米留学中のわたしの日課は、ワシントンＤＣの国立公文書館に通って国際検察局(ＩＰＳ)の資料に目を通すことだった。直接の関心は、戦犯容疑者の尋問調書である。これは一九七〇年代半ばに初めて公開されたもので、粟屋憲太郎氏の先駆的業績を別にすれば、これを使った本格的な歴史研究はいまだに存在しない。膨大な英文資料群であるから、わずか一〇カ月間の留学期間ではとても調査しきれなかったが、この調書を調査するなかで、大きなショックを覚えたことを今でも鮮明に記憶している。それは、多くの日本人容疑者が尋問に対してきわめて協力的だっただけでなく、日本が戦ったあの戦争をいささかも弁護することなしに、逆に日本を破滅に導いた戦争責任者として、特定の人物を名指しにさえしていたからである。そこには、明らかに集団としての隠された意図のようなものが感じられた。

　日本側関係者の東京裁判への積極的協力は何を意味するのか。日本対アメリカという対立の構図だけで東京裁判をみること自体に、何か無理はないか。そうした疑問が頭をもたげてくるなかで、東京裁判を「文明の裁き」とか「勝者の裁判」とか一方的に断定するまえに、そこに日本側の「政治の論理」がいかに介在しているのかを具体的に明らかにすること、それが占領期研究の大きな課題ではないかという思いが強くなっていったのである。

　そうした経緯があっただけに、この「独白録」が公表されたときも、先の座談会で伊藤氏がいっているような、「詮索しないで」「楽しく読」むなどという、ある意味ではきわめてナイーブな読み方は私にはできなかった。むしろ、ここには明らかに「政治の影」がある、というのが「独白録」を読んだ時の最初の印象だった。そしてこの直観は、「独白録」を検証し、関連資料を読みすすめるなかで、確信へと変わっていったのである。この「独白録」は、昭和天皇の個人的な回顧談などではない。このとき天皇はまぎれもなく一個の政治的主体として行動しており、さらに天皇をとりまく側近たちの水面下におけるさまざまな政治工作とあわせ考えることによって、初めてこの文書の本質がみえてくる、わたしはそう感じた。

　以下、本書では、戦前・戦後の天皇をめぐる政治史を視野に入れながら、敗戦直後の政治情勢のなかで「独白録」がどのような位置を占めているのかを具体的に検討する。そして東京裁判とは何であったか、それが日本の戦後史に与えた刻印とは何であったか、という論点にも及びたいと思う。




なお、このいわゆる「独白録」の原本には表題がない。本書の行論が明らかにするように、「独白録」と称するのは必ずしも妥当といえないが、文藝春秋が同史料を『昭和天皇独白録』と題して翻刻・出版し、一般に通用しているので、便宜上、「独白録」とよぶことにする。

また、史料引用にあたっては、読者の便宜のため、旧仮名づかいのものは現代仮名づかいに直し、漢文的表現は訓み下した。





Ⅰ　太平洋戦争時の宮中グループ
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１　開戦をめぐる宮中グループの動向




宮中グループとは何か

　昭和天皇の政治関与の問題を考えるとき、いわゆる宮中グループがはたした役割の大きさを見落すことはできない。宮中グループとは、元老や重臣、内大臣、内大臣秘書官長、侍従長、宮内大臣などの天皇の側近者たちと、彼らに公式・非公式に結びついて行動した一群の人々をさす。もともとこれらの人々の多くは、大日本帝国憲法(明治憲法)第五五条の規定に従って天皇を「輔ほ弼ひつ」(補佐)する国務各大臣とちがって、国務に関与する権限をたてまえの上では有していない、宮中の重職を占める人々であった。だが、昭和天皇のように、明確な政治的主体性をもった君主が存在する場合には、宮中における天皇の直接の側近グループを構成することによって、事実上、一つの政治勢力を形成することになったのである。

　とくに、大正末期以降、ただ一人の元老となった西園寺公きん望もちが天皇に後継首相を推薦するのが慣例となり、さらに十五年戦争期には、首相経験者や枢密院議長などの重臣および内大臣がこの協議にくわわるようになったため、彼らは重要国務に関しても大きな発言権を有するようになる。

　この宮中グループの存在に早くから注目した岡義よし武たけは、「軍ファシズム」に対する抑止力としてこの勢力を位置づけたが、従来はこの岡説がもっともオーソドックスなものとみなされてきた。しかし、近年つぎつぎに公表されている天皇の側近関係者の日記類をみただけでも、このような理解はいまでは一面的にすぎるといわざるをえない。むしろここで重要なのは、一九三一年の柳りゆう条じよう湖こ事件に端を発した満州事変、三七年の盧ろ溝こう橋きよう事件を契機に全面戦争となった日中戦争、そして太平洋戦争という一連の戦争、すなわち「十五年戦争」の過程で、このグループが、しだいにそのスタンスを変化させ、軍部の推進する路線に同調していった側面である。

　宮中グループのこうした変化については、敗戦時の国務大臣で情報局総裁の下村宏(海南)が、すでに敗戦後かなり早い段階で、「私はまず近衛、木戸という一線が、牧野〔伸顕〕、湯浅〔倉平〕、鈴木〔貫太郎〕の一線に取って代ったということを指摘したい。近衛、木戸が軍に迎合せぬまでも軍と手を握った。軍の方からは彼等をオトリにつかったという事実は否定できない」と指摘している(『終戦秘史』)。

　つまり、軍部に積極的に同調していった政治勢力＝「革新派」に属し、軍部からも大きな期待をよせられていた近衛文麿や、四〇年六月に内大臣に就任した木戸幸一に代表される、宮中グループのなかではより若い世代に属する人々が、そうした転換をリードしたのである。太平洋戦争開戦時での年齢を例にとってみると、近衛は五〇歳、木戸は五二歳であり、当時四〇歳の天皇も、四〇年一一月に九一歳で没した元老の西園寺公望などと比べれば、はるかに、近衛や木戸に同世代人としての親近感をいだいていた。




近衛の「転向」

　ところが、太平洋戦争の開戦は、この宮中グループのなかにもある種の分化を生じさせた。そして、開戦に反対するかたちでその分化の一つの極をなしたのは、ほかならぬ近衛文麿であった。

　四〇年七月に第二次内閣を、翌四一年七月には第三次内閣を組織した近衛は、軍事的な勝算が立たないことから、対英米開戦には一貫して消極的な姿勢をとった。このため近衛は、四〇年九月の北部仏印進駐にみられるような日本の冒険主義的な南進政策の結果、英米との間に軍事的緊張がたかまると、アメリカとの妥協の道をさぐる外交交渉＝日米交渉にのり出すが、そのなかで近衛は、アメリカ側の主張する中国大陸からの日本軍の撤兵という要求を基本的にはうけ入れることで対米戦を回避しようとする。しかし、陸軍を代表する東条英機陸相が撤兵に強硬に反対したため、第三次近衛内閣は四一年一〇月に総辞職し、かわって主戦派の東条英機陸軍大将が内閣を組織することになった。

　このような経緯からすれば近衛は、伊藤隆『昭和期の政治』が指摘しているように、「軍の日米開戦論と対立して内閣を投げ出して以来、「革新」派から離脱し、「現状維持」派＝「親英米」派に転向した」とみるべきだろう。

　事実、近衛は、実際に戦争が開始され、初期作戦の成功に国中がわいていた段階でも、戦局に対する悲観的見通しを変えようとはしなかった。近衛の娘むこであった細川護もり貞さだによれば、開戦の日の四一年一二月八日、近衛は細川に、「この戦争は負ける、どうやって負けるかお前はこれから研究しろ、それを研究するのが政治家の務つとめだ」と語っている(『語りつぐ昭和史２』)。さらに、近衛と密接な関係にあった政治家の内田信也も、開戦に対して消極的な姿勢をとった重臣の岡田啓介海軍大将や鈴木貫太郎海軍大将までもが初期作戦の成功に眩げん惑わくされ、「喜色満面に溢あふれて、帝国海軍の自慢話をやった」のに対し、近衛は有利な戦況が一年も続かないことを断言していたと回想している(『風雪五十年』)。




天皇の開戦決意

　だが、こんな近衛の姿勢と比較する時、天皇は、はるかに軍部よりの姿勢をとった。もちろん、天皇がある段階までは、対米開戦と、それを強硬に主張する陸海軍の主戦派の動向に大きな不安をいだき続けていたことは事実である。しかしその天皇も、最終的には対英米開戦をやむなしとする方向に大きく傾いていった。

　たとえば、班内に強硬な主戦派をかかえていた陸軍の参謀本部戦争指導班の「大本営機密戦争日誌」は、対英米開戦を決定し武力発動の時期を一二月初頭と定めた一一月五日の御前会議の前後における天皇の言動を、「御お上かみのご機嫌うるわし、〔参謀〕総長、すでに御上は決意遊ばされあるものと拝察し安堵す」「御上もご満足にて、ご決意ますます鞏固きようこを加えられたるがごとく拝察せられたり」などと記録している。また、事情は海軍の側からみてもまったく同様であり、東条内閣の海相、嶋田繁太郎大将もその備忘録に、「陛下の御決意」として次のように書きとめている。




十月九日、伏見宮博ひろ恭やす王殿下(天皇陛下に)拝謁、時局につき、「米国とは一戦避け難く存ず、戦うとせば早き程有利にこれ有り。即刻にも御前会議を開かれたき」旨奏上せられし際に、陛下には、「今はその時期にあらず。なお外交交渉により尽すべき段あり。しかし、結局一戦避け難からんか」との御言葉を拝せらる。〔中略〕十一月五日、御前会議終了後に速そつ刻こく御裁可あらせられしことは、既に長き間の御熟慮、御決意の結果と拝せられ、恐懼きようくに堪えず。(「嶋田繁太郎大将　開戦日記」)〔傍点＝引用者、以下同様〕




天皇の東条への信任

　同時に、天皇が東条英機を信任し、その内閣を強く支持したことも、大きな政治的意味をもった。東条は組閣の当初から首相のほかに陸相・内相を兼任したばかりでなく、開戦後は軍需相や参謀総長まで兼任して独裁的な権限を自己のもとに集中させた。また、この間、腹心の部下で憲兵隊の中枢部をかため、すべての反東条勢力に苛酷な弾圧をくわえた。「東条独裁」の成立である。

　東条内閣が独裁的な権力を構築することに成功した直接の原因は、初期作戦の圧倒的な勝利によって内閣の政治的威信が強化されたからであったが、一面からいえば、天皇と天皇を直接補佐する木戸内大臣が、東条内閣を強くバック・アップしたからでもあった。

　その東条が天皇の信頼をかちえることができたのは、何よりも彼が天皇の意向を直接国政に反映させようと努力したからである。稲田周一内閣官房総務課長によれば、「東条内閣くらい、各大臣の奏上の多い内閣はな」かった。また、東条自身も「自分の出来得る限り、重要な問題はその研究の途中において奏上することを心掛けている。それ故、御上は経過を充分御承知であるから、決定案を奏上する時には時間を要せず御許しになる。中間報告を申し上げておることによって本当の御親政が行われる」と側近グループに語っている(『東条内閣総理大臣機密記録』)。

　戦前の天皇制国家にあっては、国務と統とう帥すいの両面にわたるすべての権限は、統治権の「総そう攬らん者しや」としての天皇の大権事項に属し、最終決定には天皇の承認＝裁可を必要とした。この裁可の前に行なわれる、主務責任者からの事情説明や天皇の意向の非公式な打診が、「内奏」とよばれる。たしかに天皇は、よくいわれているように、政府や軍の決定した最終案を裁可の段階ではそのままうけ入れることを原則としていたが、裁可にいたる内奏の段階では、積極的に自己の意思を表明したり、主務責任者に説明を求めるというかたちをとって(いわゆる「御下問」)、自己の意思を間接的に表示したりする場合が少なくなかった。東条内閣は、この内奏を最大限に重視することにより、天皇からの信任をゆるぎのないものにしたのである。

　こうして、太平洋戦争の開戦決定をめぐって宮中グループのなかには大きな分化が生じた。天皇やそれを背後で支える内大臣の木戸は、東条内閣と一体化して最終的には開戦を支持した。その一方で近衛は、これを契機に宮中グループのなかで孤立し、政治の表舞台からは完全に姿を消すことになる。実際、近衛は、内閣総辞職後、四五年二月の上奏にいたるまで、実に三年四カ月もの間、天皇への拝謁を許されなかったのである。




２　戦局の悪化と近衛グループの台頭




戦局の悪化と近衛の再登場

　四一年一二月八日の英領マレー半島への上陸作戦と真珠湾に対する海軍機動部隊の奇襲攻撃によって始まった太平洋戦争は、当初は日本軍の圧倒的な勝利のうちにすすみ、日本は東南アジアの広大な占領地を手中に収める。しかし、初期作戦のはなばなしい成功も、近衛が予想したように、長くは続かなかった。四二年六月のミッドウェー海戦では、日本海軍は虎の子の主力空母四隻を失うという手痛い敗北を喫し、同年八月には米軍がガダルカナル島に上陸する。以後、同島の争奪をめぐって米軍との間に一大消耗戦が展開されるが、それも日本軍の敗北に終って、翌四三年二月には日本軍は同島からの撤退をよぎなくされた。このガダルカナル島からの撤退は戦局の大きな転換を意味し、これを画期にして米軍の本格的な戦略的攻勢が開始される。

　こうしたなかで、日本の国内でも、反東条内閣・早期和平という方向でさまざまな政治勢力が、しだいにゆるやかな結集をみせはじめるが、その結集の核となったのは、有力なブレーン・グループに支えられた近衛だった。思惑のちがいをもちながらも近衛の周辺に結集しはじめたこれらの勢力を具体的にみてみると、岡田啓介・米よ内ない光みつ政まさなどの海軍系の重臣グループ、海軍内の反東条・反嶋田グループ、陸軍内の反主流派である「皇道派」系の将軍グループ、重臣の牧野伸のぶ顕あきの娘むこで外交官僚の吉田茂とその協力者である殖うえ田だ俊吉、戦時議会における反主流派を形成した鳩山一郎らの同交会系議会人などがそれである。諸勢力間の連絡・調整をはかる上で吉田と殖田が大きな役割を果たしていること、吉田・殖田・鳩山など、戦後の保守政治をになう政治家が登場していること、この二点に注目する必要があるだろう。
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東条を退陣に追いこむ

　四四年六月のマリアナ沖海戦の決定的敗北と七月のサイパン島の陥落は、政局を一気に流動化させた。サイパンの陥落によって日本本土は重爆撃機Ｂ29の行動圏内に入り、日本の戦争経済の急速な崩壊が予想されるようになったからである。岡田啓介などを中心とする重臣グループは、これを機に東条内閣の打倒工作にのり出し、最初の標的を嶋田繁太郎海相の更迭に定めた。重臣グループの動きを察知した東条は、海相の更迭、陸海軍大臣と参謀総長・軍令部総長の分離(東条・嶋田の総長兼任制の廃止)、重臣の入閣などの措置によって内閣の危機をのりきろうとした。参謀総長は陸軍の、軍令部総長は海軍の作戦面での最高責任者であり、東条と嶋田は四四年の二月にそれぞれ陸相・海相という内閣の一員でありながら、参謀総長・軍令部総長を兼任していたのである。しかし、岡田や近衛などの画策によって、重臣の米内光政は入閣を拒否した。一方、重臣の入閣に必要なポストを確保するために辞任を求められた国務大臣の岸信のぶ介すけも辞任を拒否したため、四四年七月、ついに東条内閣は総辞職においこまれた。かわって小こ磯いそ国くに昭あき陸軍大将が内閣を組織するが、この政変の過程で、木戸内大臣と天皇が重臣グループの動きを支持したことが、内閣崩壊の決定的な要因となったのである。




近衛の上奏

　四五年に入って、戦局がますます絶望的な段階をむかえると、近衛は本格的な戦争終結工作に着手する。四五年の一月二五日には、近衛は京都宇う多だ野のの別邸にある陽明文庫に重臣の岡田啓介、海軍大臣の米内光政、天皇家とゆかりの深い仁にん和な寺じの門もん跡ぜき岡本慈じ航こうの三人を招き、敗戦後の事態について協議した。協議の内容は必ずしも明確ではないが、高橋紘・鈴木邦彦『天皇家の密使たち』によれば、この場で、天皇の退位と落らく飾しよく(出家)が話しあわれ、仁和寺の側からは「落飾した天皇を裕ゆう仁にん法皇と申し上げ、門跡として金こん堂どうにお住みいただく計画」が示されたという。退位した天皇の事実上の幽閉計画である。

　ちょうどこの頃、天皇の周辺でも、なんらかのかたちで局面の転換をはかろうとする動きが具体化し、行きづまった戦局を打開するための方策について、天皇が重臣層から意見を聴取することが決まった。四五年二月には、平沼騏き一いち郎ろう・広田弘こう毅き・近衛文麿・若わか槻つき礼次郎・牧野伸顕・岡田啓介・東条英機、以上七人の重臣がおのおの天皇に拝謁して、戦局に対する見通しを上奏する。だが、このなかで明確な政治的方向性をもって天皇に上奏したのは、やはり近衛だけだった。

　この上奏に際して近衛は、吉田茂と殖田俊吉の協力をえて長文の上奏文をあらかじめ作成し、それを天皇の前で読みあげている。よく知られているように、この上奏文のなかで近衛は、「敗戦は遺憾ながら最も早はや必至なりと存じ候」として敗戦をはっきりと予言し、敗戦にともなって「共産革命」が発生し、天皇制が崩壊するという最悪の事態を回避するために、ただちに戦争の終結に踏み切ることを主張したのである。近衛のこの上奏に対し天皇は、「もう一度戦果を挙げてからでないとなかなか話はむずかしいと思う」と述べて、近衛の提案に消極的な姿勢を示した(『木戸幸一関係文書』)。天皇はまだ、戦局の挽回に期待をつないでいたのである。




３　ポツダム宣言の受諾




終戦工作に着手

　しかし、天皇の期待に反して戦局は悪化の一途をたどった。四五年二月一九日には米軍が日本本土に近接した硫黄島に上陸(三月一七日に日本軍守備隊全滅)、三月三日には米軍がマニラを完全占領した。さらに四月一日には沖縄本島への上陸が開始され、戦局打開の見通しを失った小磯国昭内閣は四月五日、総辞職する。かわって天皇の信頼のあつい鈴木貫太郎海軍大将が内閣を組織するが、五月七日にはドイツが連合国に無条件降伏し、日本の敗戦はもはや必至の情勢となった。

　こうしたなかで、天皇自身も木戸内大臣の進言を入れて、戦争終結の方向に踏み出すことをようやく決意した。六月二二日に開催された御前会議の席上で、天皇はただちに戦争終結工作に着手すべきだとの意思表示を行ない、これをうけて対日戦に参戦していないソ連を仲介にして和平交渉を開始することが決定された。ここでいう御前会議とは、天皇の臨席する最高戦争指導会議のことである。その構成員は、首相・外相・陸相・海相に、統帥部を代表する参謀総長・軍令部総長を加えた六名であった。




近衛の和平交渉案

　この対ソ交渉のための特使には結局、近衛がえらばれる。ここで見落すことができないのは、特使をひきうけた近衛がブレーン・グループとともに作成した「和平交渉の要綱」の存在である(『近衛文麿(下)』)。この「要綱」は和平交渉の基本方針として、「国体の護持」＝天皇制の維持を絶対条件とすること、やむをえない場合には領土は「固有本土をもって満足す」ること、「民本政治」への復帰のため「若じやつ干かん法規の改正、教育の革新」に同意すること、最小限度の軍備の保持が認められない場合には「一時完全なる武装解除に同意す」ることなどを決めていた。当時としてはかなり思いきった内容の和平案である。

　とくに注目に値するのは、この「要綱」には詳しい「解説」が付せられていて、そのなかでは、「国体の解釈については、皇統を確保し天皇政治を行なうを主眼とす。ただし最悪の場合には御譲位もまた止むを得ざるべし」「若干法規の改正とは、止むを得ざれば憲法の改正以下、反民本的法令に及ぶこと」と明記されていたことである。つまり近衛は、天皇の退位と明治憲法の改正をも視野に入れながら、敗戦という危機的状況に対応しようとしたのである。なお、近衛はこの「要綱」に関しては天皇の承認を得るつもりだったが、「解説」の方は木戸との合意だけですますつもりでいた。さすがに、譲位の可能性を直接天皇に示唆することについては、近衛の側にもためらいがあったのだろう。




ポツダム宣言の発表

　しかし、対ソ交渉がソ連側の消極的姿勢によって実をむすばないうちに、七月一七日には連合国首脳によるポツダム会談がひらかれ、二六日には日本の無条件降伏をもとめるアメリカ・イギリス・中国による対日共同宣言(ポツダム宣言)が発表された。その内容は、日本政府に対して、軍国主義勢力の除去、連合国軍による保障占領、植民地・占領地の放棄、軍の武装解除、戦争犯罪人の処罰、国民の間の民主的傾向の復活・強化などの厳しい要求をつきつけたものだった。日本政府は当初この宣言を「黙殺」するという態度をとったが、八月六日には広島に、続いて九日には長崎に原子爆弾が投下され、さらに八日にはソ連が日ソ中立条約を無視して日本に宣戦布告し、ただちに赤軍が満州(中国東北地方)に侵攻するなど、日本の破局はもはや時間の問題となった。

　こうした緊迫した情勢のなかで、ようやく政府の内部からもポツダム宣言受諾の動きがあらわれてくる。その中心となったのは東郷茂しげ徳のり外相、米内光政海相、鈴木貫太郎首相などであり、彼らは天皇の同意を得た木戸内大臣と連繫しながら軍の強硬派を押えこもうとした。しかし、八月九日に開催された最高戦争指導会議では、「国体護持」だけを条件にして直ちにポツダム宣言を受諾すべきだとする首相・外相・海相などと、「国体護持」にくわえて、軍隊の武装解除は日本側で自主的に行なう、戦争犯罪人の処罰も日本側で行なう、保障占領は行なわない、という四条件付き受諾を主張する阿あ南なみ惟これ幾ちか陸相、梅津美よし治じ郎ろう参謀総長、豊田副そえ武む軍令部総長が激しく対立し、続く閣議でも容易に結論が得られなかった。

　ここにいたって木戸内大臣たちは、決定を御前会議の場にもちこみ、天皇の「聖断」によってポツダム宣言の受諾を決定することを決意して、周到な裏面工作を開始した。この結果、八月九日の深夜から翌一〇日にかけての御前会議において、天皇の「聖断」によってポツダム宣言の一条件付き受諾が決定されたのである。




「聖断」による戦争の終結

　実は、この「聖断」による戦争終結という方式は、かなり早い段階から宮中グループの間で検討が行なわれていたようである。重光葵まもるの回想によれば、四三年四月に東条内閣の外相に就任した重光は、外相在任中に、必要な場合には「天皇の絶対命令」＝「鶴の一声」で一気に戦争終結にもちこむことを木戸内大臣との間で合意していた(『昭和の動乱(下)』)。また、木戸の片腕だった松平康やす昌まさ内大臣秘書官長も、小磯内閣末期の四五年三月一六日に高木惣吉海軍少将に、「次期政権は一応Ａ〔陸軍〕にやらせて戦争一本で進んで、或る限度に来たとき、ＨＭ〔His Majesty＝天皇〕表面に出られて転換を令せられる。Ａが引っこむ、事後の収拾対策にかかる、こういう方式はどうか」と具体的な提案を行なっている(『高木海軍少将覚え書』)。彼らは軍部の強硬派を押えこむために自分たちの側から積極的な行動に出ることはなかったが、情勢の推移を注意深く見まもりながら、決定的な局面で「聖断」というかねてから準備していた手段に訴えたのである。その意味では、原爆の投下やソ連の参戦は、米内海相が高木惣吉に語ったように、「或る意味では天てん佑ゆう」であった。

　ともあれ、八月一〇日の御前会議決定をうけて、日本政府はただちに、「天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含しおらざることの了解の下に」、ポツダム宣言を受諾する旨の申し入れを連合国側に対して行なった。

　これに対してアメリカ政府は、「降伏の時より天皇及び日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施のため、その必要と認むる措置をとる連合国最高司令官に従属するものとす」「日本の最終的な政治形態はポツダム宣言に従い、日本の国民の自由に表明する意思により決定されるべきである」という内容の回答を国務長官名で発した。いわゆる「バーンズ回答」である。この回答は、間接的表現を用いながらも、降伏後も天皇の地位が保証される可能性があることを示唆し、さらに占領の終了後に日本の国民が望むなら天皇制の存続がありうることを暗に認めたものだった。

　アメリカ政府が世論の反発をひどく気にしながらも、天皇制に対してこのような宥和的な態度に出たのは、降伏後の日本の占領統治の上で天皇を利用するのが有利であるとする判断が部内でしだいに有力になってきたからである。同時に、そこには、できる限り早期に日本に降伏をうけ入れさせることによって、対日戦に参戦してきたソ連の極東における影響力の拡大を阻止したいという思惑がからんでいた。

　この回答をうけとった日本側では、この回答では「国体護持」についての確信がもてないとする受諾慎重論が台頭し、一三日の最高戦争指導会議とそれに続く閣議は再び紛糾した。そのため、一四日には再度の御前会議が開催され、ここでも天皇の「聖断」によってポツダム宣言の最終的受諾が決定されたのである。




「国体護持」のための「終戦」

　ポツダム宣言受諾の経緯を今あらためてふり返ってみると、二つの事実に気づく。一つは、ポツダム宣言受諾の方向で動いた人々のなかには、これ以上戦争を継続すれば「国体」がいわば内側から崩壊するという危機感が強かったことである。

　当時、戦局の悪化と国民生活の窮乏化によって、国民の間には軍部や政府の施策に対する反感が急速にひろがっていた。また、天皇に対する国民の批判的言動も、その絶対数自体は限られたものであったとはいえ、しだいにその内容が深刻化しつつあった。四五年八月にまとめられた内務省警けい保ほ局きよくの内部文書からも、その事情がうかがわれる。この文書は、「不敬言動」については、「質的に検討するにその言動の内容及び動機において著しき悪化の傾向が窺われる」として、その内容を次のように類別していたのである。「敗戦必至を前提として陛下の御将来に不吉なる臆測をなすもの」「敗戦後、戦争の責任は当然、陛下が負い奉るべきなりとなすもの」「戦局悪化の責任を畏かしこくも陛下の無能力にありとなし奉るもの」「戦争の惨禍を国民に与えたるものは陛下なりとして、これを呪じゆ詛そし奉るもの」「陛下は戦争圏外に遊惰安逸の生活をなしおるとして、これを怨えん嗟さし奉るもの」(『日本終戦史(上)』)。

　宮中の側も、こうした治安情勢の悪化を確実に把握していたようである。この時期の『木戸幸一日記』をみると、内大臣の木戸が内務省の警保局長や警視総監といった治安関係の責任者と頻繁に接触していたことがわかる。また、『日本憲兵正史』によれば、太平洋戦争の開戦後、内大臣と憲兵司令官との間には極秘の連絡ルートが設定され、内大臣は直接憲兵司令官を通じて各種の情報を収集していたというから、治安情勢についても最新の情報を宮中は入手していたはずである。

　天皇自身も、おそらくは木戸のルートを通じて、「民心の悪化」のなかに「国体」の危機を感じとっていた。近衛によれば、七月一二日の拝謁の際、「「今や皇室をお怨み申上げる事態にさえなっております」と申上げたるところ、〔天皇は〕全く御同感にあらせられた」という(『高木海軍少将覚え書』)。

　右のような経緯をみるかぎり、天皇や宮中グループの戦争終結決意が、「国体護持」のための「終戦」という性格を色濃くもっていたことは否定できない。元海軍大佐で戦後は連合国軍最高司令官総司令部(ＧＨＱ)の歴史課に勤務して「終戦史」の編纂にあたった大井篤あつしは、敗戦時の日本の指導者のなかに、「国家の運命以上に皇室の安泰を考え」る傾向があったことを指摘しているが(「終戦史編纂の一考察」)、旧指導者からの直接の聞きとりを行ないながら「終戦史」の編纂にあたった大井の率直な実感だと思う。




宣言受諾をリードした人々

　もう一つの重要な事実は、ポツダム宣言の即時受諾を主張した人々のなかにも、しばしば大きな政治的動揺がみられたことである。

　この点については、田中伸尚が詳しく分析しているが(『ドキュメント昭和天皇５』)、ポツダム宣言の受諾に際して、木戸や天皇には、軍部などの主張する四条件付き受諾論に大きく傾いた時期があったのである。その木戸を説得して、「国体護持」だけを条件にしたポツダム宣言の即時受諾という方向に踏みきらせたのは、田中が指摘しているように、近衛であり、近衛と密接な協力関係にあった重光葵や高松宮宣のぶ仁ひとであった。いうまでもなく高松宮は昭和天皇の二番目の弟である。

　また、トップ・レベルの指導者を直接補佐する立場にあった、より若い世代の官僚グループのなかに、ポツダム宣言の即時受諾を主張して一貫した活動を展開した人々がいた。宮中では内大臣秘書官長の松平康昌、政府部内では鈴木首相を補佐した内閣書記官長の迫さこ水みず久ひさ常つね、東郷外相を補佐した外務大臣秘書官の加瀬俊とし一かず、米内海相を補佐した高木惣吉少将などがそれである。彼らは昭和天皇ともほぼ同世代の四〇代前半から五〇代初めの少壮官僚グループであり、相互に密接な連絡をとりあいながら、ポツダム宣言の受諾に向けて事実上全体の状況をリードしたのである。それだけではなく、彼らは、松平・迫水・加瀬のように、敗戦後における天皇の免責工作でも、水面下で大きな役割を果たすことになる。




「玉音放送」前後

　ポツダム宣言の受諾によって一五年にもわたる悲惨な戦争に、ようやくピリオドが打たれた。だが、状況の見通しがまったくつかないこの段階でも、「国体護持」のためにいくつかの手段が講じられていることは見逃すことができない。

　御前会議でポツダム宣言の条件付き受諾が決定された直後の八月一〇日には、従来、皇后宮職に属していた東宮(皇太子)関係の事務を分離し、新たに東宮職を設置することが宮内省から発表され、東宮大だい夫ぶに穂積重遠が任命された。続いて、一一日付の各紙には「宮内省御貸下」の皇太子明あき仁ひとの写真が、いささか唐突ともいえるようなかたちで掲載された。『朝日新聞』を見ると、「天てん稟ぴんの御資質ますますかがやかにあらせられる。御健康もいよいよ勝れさせ給い、ことのほか御立派に御成長の御由である」とのコメントが付せられており、これら一連の措置は、天皇の退位＝皇太子の即位という緊急事態をも想定したものであることをうかがわせる。

　他方、政府レベルでは、敗戦によって国民と皇室の間の精神的むすびつきにひびがはいるのを恐れて、戦争の終結があくまで天皇の「大おお御み心こころ」によるものであることが、くり返し強調された。八月一五日の正午には、天皇がみずからレコードに吹きこんだ「終戦の詔書」が、ラジオを通じて全国に流された。いわゆる、「玉音放送」である。しかし、多くの国民は、難解な詔書の内容を正確には理解できなかっただろう。むしろ、一般の国民がはっきりとその内容をつかむことができたのは、詔書と内閣告諭のあとに続いたアナウンサーのニュース解説だった。

　この解説では、「大御心に副そい奉る事もなし得ず、自ら戈ほこを納むるの止むなきに至らしめた民草を御叱りもあらせられず、かえって「朕の一身はいかがあろうとも、これ以上国民が戦火に斃たおれるのを見るのは忍びない」と宣のたまわせられ、国民への大慈大愛を垂れさせ給う大御心の有難さ、忝かたじけなさに、誰か自己の不忠を省かえりみないものがありましょうか」というかたちで、天皇の「聖断」による平和の回復という点が、居い丈たけ高だかとも思えるような口調で強調されていたのである(『玉音放送』)。

　ただ、戦争責任という問題を視野にいれた時、この「終戦の詔書」の内容には、「国体護持」派の立場からみても問題があった。この時、高松宮は、海軍省軍務局次長の高田利種少将に、「詔書の中に、天皇が国民にわびることばはないね」と語ったというが(『昭和史の天皇30』)、たしかに詔書では天皇自身の責任について何の言及もなかったのである。




近衛の戦争責任論

　戦争終結に至る以上のような政治過程をみてみると、近衛文麿が重要な役割を果たしていたことが理解できる。しかし、彼の政治的位置を正確に測定するためには、近衛の思想に関するより立ちいった分析が必要である。結論からいえば、近衛文麿は、かなり明確な戦後構想をもって行動した数少ない保守政治家の一人だった。近衛は敗戦によって戦争責任の問題が政治的にも大きな争点になることを早くから見通しており、連合国による天皇の戦争責任の追及が天皇制の廃止要求にまで発展するのを阻止するため、戦争責任のすべてを軍部、とくに陸軍に意図的に押しつけることを決意していたのである。

　東条内閣に対する非難の声がたかまりつつあった四四年の四月一一日、近衛は皇族の東ひがし久く邇にの宮みや稔なる彦ひこに次のように語っている。このなかでいわれている東条内閣の退陣を求めないという方針自体はその後すぐに撤回され、近衛自身、中間内閣をへて終戦内閣で戦争の終結をはかるという路線に転換することになるが、戦争責任問題に対する近衛のとらえ方を最もあからさまな言葉で語った発言として注目に値する。




自分としてはこのまま東条にやらせる方がよいと思う。〔中略〕それは、もし替えて戦争がうまく行くようならば当然替えるがよいが、もし万一替えても悪いと云うことならば、せっかく東条がヒットラーと共に世界の憎まれ者になっているのだから、彼に全責任を負わしめる方がよいと思う。米国はわが皇室に対し奉りいかなる態度をとるか不明なるも、〔中略〕個人の責任即ち陛下の責任は云々するかも知れぬが、皇室と云うが如き観念は彼等には少いし、加うるに東条に全責任を押しつければ幾分なりとその方を緩和することが出来るかも知れない。それが途中で二、三人交替すれば、誰が責任者であるかがはっきりしないことになる。(『細川日記』)




　戦争責任という問題が実際に大きくクローズ・アップされてくるのは、いうまでもなく第一次世界大戦後のことである。すなわち、一九一九年のベルサイユ講和条約では、その第二三一条で戦争のすべての責任がドイツ帝国の側にあることが明記され、さらに、実際には実現しなかったとはいえ、第二二七条で、「国際道徳及び条約の尊厳に対する重大な犯罪の故をもって」、ドイツ皇帝ヴィルヘルム二世を訴追することを規定していた。

　ファシズム対反ファシズムの闘争という一面をもつ第二次世界大戦の場合は、第一次大戦後に国際法の面で戦争の違法化がすすんだということもあって、連合国側の戦争目的のなかに、侵略戦争を開始した「戦争犯罪人」に対する処罰がはっきりと掲げられていたから、戦後処理のなかで戦争責任問題が大きなウェイトを占めることは早くから予想されていた。近衛は、こうした時代の大きな流れを確実に見すえながら、戦後構想を練りあげようとしていたのである。




近衛の「国体」観

　近衛の戦後構想をみる上で重要なポイントとなるのは、彼が「国体」(天皇制)と天皇個人を区別する思考方法を身につけていたことである。このことは、天皇の絶対化・神聖化が極限にまでおしすすめられることによって、トップ・レベルの指導者までもがそうした硬直した天皇観によって自縄自縛におちいっていた十五年戦争期にあっては大きな意味をもった。このことによって近衛の戦後構想は、他の指導者たちのそれがもちえなかったリアリティを確保することができたからである。

　具体的にみてみよう。近衛は、四五年四月二二日、観念右翼的な傾向をもつ重臣の平沼騏一郎の和平問題に対する姿勢に言及しながら、海軍内の早期和平派の中心的存在であった高木惣吉少将に次のように語っている。




平沼男〔爵〕は、米国が国体を否認するという報道が出てから、それが強く響いたようです。特に今上陛下の戦争に対する御責任を敵に追及されるということは、臣子の分として看かん過か出来ぬから、あくまで戦うほかないと云うのだが、私はその点は多少意見が違うので、国体の否認ということと、陛下の御責任ということとは、必ずしも同一事項ではないと思う。(『高木海軍少将覚え書』)




　このようなアプローチからは、単に戦争のすべての責任を軍部に押しつけるということだけにとどまらず、最悪の場合には、天皇個人が戦争の責任をとるかたちで退位することによって、「国体」を「護持」するという発想が生まれる。先に述べた陽明文庫での密議のなかで、天皇の退位と出家が話しあわれたというのも、おそらくは、こうした文脈のなかでのことだろう。

　またこの頃、近衛は側近の富田健治に、「敗戦の暁、どうして国体を護持できるか、私は陛下にお願いして、連合艦隊の旗艦に乗っていただいて、最後の決戦に艦と運命を共にしていただく、これこそが天皇制を護る道ではないかと思っている」と語っている(『敗戦日本の内側』)。断片的な談話なので推測をまじえるほかはないが、おそらく近衛は、一つの選択肢として、天皇が国家と民族の先頭に立って名誉ある戦死をとげることで皇室と国民との間の一体感を強め、他方で戦争責任を戦死した天皇にになわせることによって皇室の存続を確保する、ということまで考えていたのではないだろうか。少なくとも近衛が天皇個人の処遇に関しても、かなりつきつめた認識を有していたことだけは確かである。





Ⅱ　近衛の戦後構想
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１　「自主裁判」構想とその挫折




アメリカの対日占領政策

　一九四五年九月二日、日本の全権団はアメリカ戦艦ミズーリ号の艦上で降伏文書に調印した。これによって連合国による日本占領の時代が始まるが、占領統治の実際上の中心となったアメリカ政府は、どのような対日政策をもって占領に臨んだのだろうか。また、そのなかで天皇制はどのような位置づけを与えられていたのだろうか。はじめに、この問題を簡単に検討してみることにしよう。

　中村政則によれば、ポツダム宣言が公表された段階では、アメリカ政府の天皇制に対する政策は必ずしも確定的なものではなく、多分に流動的な側面を残していた。占領にあたって日本政府の行政組織をそのまま利用するという間接統治の方式が採用され、同時に天皇制をも存置させるという方針が最終的に固まるのは、四五年の八月一一日から二二日の間の時期であった(『戦後史と象徴天皇』)。

　当時、連合国の世論は、アメリカ国内の世論もふくめて天皇制に対しては厳しい見方をしており、日本の侵略政策の基盤を天皇制そのもののなかに見出すのが、むしろ一般的な理解だった。それにもかかわらずアメリカ政府がこのような政策を採用したのは、中村が指摘しているように、日本の降伏がアメリカ側の予想より数カ月早まったために充分な軍政要員を確保することができなかったこと、天皇の命令によって日本軍の武装解除が迅速に行なわれたのをみたアメリカ側が天皇の権威を再認識したこと、アメリカ国内の世論に配慮して占領コストの節約を意図したこと、などの理由による。

　こうした理由によりアメリカ政府は、「天皇制を支持はしないが、利用する」という政策を採用することになったが、そのことは、そのまま天皇の戦争責任を不問に付することを意味したわけではない。この時期のアメリカ政府の対日政策関係の諸文書を検討してみれば明らかなように、対日政策の立案者たちの間には、天皇制と天皇個人の処遇を厳密に区別する発想が存在していた。彼らは、それがアメリカの占領目的を阻害するほどの反発を日本国民の間からひき起さないかぎり、天皇の訴追や退位もありうると考えていたのである。その点からいえば、天皇制存置の方向が固まりつつあったといっても、天皇個人の処遇の問題は、依然としてきわめて流動的な状況にあった。




「自主裁判」の決定

　それでは、そうした情勢のもとで、日本の保守勢力は、どのような見通しと判断の上に立って、占領という非常事態に対処しようとしたのだろうか。彼らの具体的な対策の一つとして、いわゆる「自主裁判」構想が登場する。

　日本政府が受諾したポツダム宣言の第一〇項には、「吾われ等らの俘ふ虜りよ〔捕虜〕を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加えらるべし」と明記されており、日本政府は戦後の戦犯裁判を当然予想していた。その戦犯裁判への対策として急速に浮上してくるのが、連合国側の戦犯裁判に先手を打って、日本側で裁判を行なおうとする、この「自主裁判」構想である。いわば、おざなりの裁判によって旧勢力がこうむる政治的打撃を最小限度にとどめようという構想であり、見方をかえれば、少数のスケープ・ゴートにすべての戦争責任を肩がわりさせるというやり方でもあった。

　日本政府が最初にその方針を明確にするのは、四五年九月一二日の終戦処理会議である。この会議で、戦犯裁判が連合国側の手で行なわれる場合でも、事前に日本側の「自主裁判」を実施してその結果を連合国側に通牒すると決定され、臨時閣議と天皇の裁可をへて、この決定が日本政府の基本方針となった。そして翌一三日、リチャード・サザーランド米太平洋陸軍参謀長と会談した重光葵外相は、「天皇の平和主義者にあらせらるることを強調し、陛下におかれては戦後においても特に俘虜の取扱に関し特別の聖慮を払われたることを述べ」るとともに、「戦争犯罪人の取扱に関しこれら戦争犯罪人は、日本側において逮捕し裁判することと致したし」と、アメリカ側に実際に申し入れている(『占領史録１』)。




陸軍の戦犯処罰

　十五年戦争の推進力であった陸軍の場合は、戦犯裁判の主たるターゲットとなることが当初から予想されていたため、政府にまして裁判対策は迅速だった。早くも、ポツダム宣言の受諾をめぐって激論が闘わされた八月九日の最高戦争指導会議の席上で、梅津参謀総長が、「戦犯者を日本の手で裁判するか、あるいは一歩譲って連合国側を入れたにしたところで、相手側だけで裁判するような不公正なことにはならないように、裁判の方法についてもっと日本の立場を擁護するような主張をすべきである」と述べて、「自主裁判」構想の内容を先取りするような提案を行なっている(『最後の帝国海軍』)。

　また陸軍は、九月一二日の閣議決定との関係は必ずしも明らかではないが、部内の措置としても、いち早く「自主裁判」を実施に移している。当時、陸軍省の法務局長であった大山文雄中将によれば、「連合国側から「戦犯」として拘引されるような虞おそれのあるものは、逸早く日本の手で裁いておくことが有利であろうとの考え方から」、連合国捕虜に対する虐待事件の責任者を、「国内法上から見ても犯罪とされる疑があるとして拘禁し、軍法会議で処断すべき措置がとられた」(『東京裁判　大山文雄関係資料』)。四六年二月四日付の『朝日新聞』で陸軍内のこうした動きが報道されているところから判断すると、かなりあとの時期まで「自主裁判」の準備が実際にすすめられていたようである。

　さらに、「バターン死の行進」として有名なフィリピン攻略戦の際の捕虜虐待事件に関しては、当時の第一四軍司令官本間雅まさ晴はる中将が、事件の責任を問われるかたちで、陸軍懲罰令の規定にもとづき「礼遇停止」の処分をうけた。有末精三によれば、陸軍省の首脳部は、「アメリカの先手を打って」「日本側で本間中将を軽く処罰」することを決定し、本間中将の「礼遇停止」について天皇の裁可をえた(『終戦秘史　有末機関長の手記』)。本間は結局、アメリカの軍事裁判で死刑の判決をうけることになるが、本間の妻富士子は、下村定陸相に面会してこの「礼遇停止」処分に激しく抗議した。この時、富士子は、「軽い、重いの問題ではございません。なぜ本間が罰せられるのですか。本間はフィリピンから帰った時、天皇陛下から「朕ソノ忠勇ヲ嘉賞ス」という勅語を賜っております。あの時はおほめになったのに、日本が戦争に負けたからといって、急に処罰とはいったいどういうことでございますか」と下村につめよったという(『いっさい夢にござ候』)。

　日本の敗戦とともに、占領地行政の責任機関として、連合国軍最高司令官総司令部(ＧＨＱ)が東京に設置され、その最高司令官には米太平洋陸軍総司令官であるダグラス・マッカーサー元帥が任命されていた。当初、このＧＨＱの内部には、戦犯処罰問題での立ち遅れを指摘するアメリカ国内でのマッカーサー批判をやわらげるために、日本側の自主裁判を支持する動きが存在したようである。

　しかし、このような弥び縫ほう策さくを、国際裁判による旧勢力・軍国主義勢力の一掃をめざすアメリカ政府やその他の連合国政府がうけ入れるはずもなかった。結局、四六年の三月にいたって、ＧＨＱのアルヴァ・カーペンター法務局長から、日本の裁判所では日本人戦犯を裁判することはできないとの公式見解が日本政府に示されたことによって(『戦争犯罪裁判概史要』)、「自主裁判」構想は完全に挫折する。




２　保守勢力の敗戦への対応




「一億総懺悔」論の登場

　日本の保守勢力が、「自主裁判」という、実現の可能性が客観的には皆無に等しいような構想に活路を見出そうとしたのは、彼らが戦争責任問題の重要性を充分に認識できなかったからである。その結果、日本の保守勢力は、全体としてみた時、戦争責任を追及する内外の世論に対処するための統一的な方向性を見出すこともできなかった。

　敗戦直後の四五年八月一七日に内閣を組織した皇族の東ひが久しく邇にの宮みや稔なる彦ひこ首相は、八月二八日の最初の日本人記者団との記者会見の席上で、「国体護持ということは理屈や感情を超越した、かたいわれわれの信仰である」と言明して、あらためて「国体護持」を内閣の基本方針にすえた。同時に東久邇首相は、この記者会見で敗戦の原因にも言及し、戦力の急速な崩壊、原爆投下とソ連の参戦、戦時統制のゆきすぎを指摘した上で、次のように述べて注目された。




ことここに至ったのはもちろん政府の政策がよくなかったからでもあるが、また国民の道義のすたれたのもこの原因の一つである。この際私は、軍・官・民、国民全体が徹底的に反省し懺悔しなければならぬと思う。全国民総懺悔をすることがわが国再建の第一歩であり、わが国内団結の第一歩と信ずる。(『朝日新聞』四五年八月三〇日付)




　有名な「一億総懺悔」論である。

　しかし、新聞報道や政府発表を通じて国民が、連合国との間の圧倒的な戦力の格差やそのもとでの絶望的な抗戦の実態を急速に知りはじめたこの段階では、指導者の責任を事実上たなあげにした「一億総懺悔」論は、もはや大衆的な説得力をもちえなかった。東久邇首相は、九月四日に開会した第八八回臨時帝国議会の施政方針演説でも、具体的な数字をあげて「敗戦原因」を説明したが、このような説明の仕方はむしろ、そうした無謀な戦争を開始した指導者の責任の問題を国民に自覚させる契機となった。

　たとえば愛媛県下では、東久邇演説に対して、「我々は戦勝のためにあらゆる無理を我慢して来たが、国力の真相を知って指導者の欺ぎ瞞まん政策であった事が判わかりました」「最後まで国民を欺だまして来た指導者は万死に値すべきものだ」「従来の指導当局は国民が総懺悔する前に自ら責任を負うべきだ」等々の声があがったと報告されている(『資料日本現代史２』)。アジアに対する侵略戦争の自覚が基本的に欠落しているという重大な問題が残されているにせよ、多くの国民は無謀な戦争に国民をかりたてた指導者の責任を明確に認識したのである。

　また、九月一一日からは、ＧＨＱの命令で戦犯容疑者の逮捕がいっせいにはじまるが、国民の多くはこの逮捕に対しても大きな反発をみせず、むしろ消極的な形にせよ、それを受容した。とくに、逮捕直前に自殺を試みて失敗した東条元首相に対しては反感の方が一般的な反応であり、当時の警視庁の報告にも、「東条元首相這しや般はんの行動〔自殺未遂〕に対し同情的意い嚮こうを洩らす向き極めて寥りよう々りようたるものあり。他はことごとく非難攻撃に終始し四面楚歌の感を呈しおれる情況」と記録されている(同右)。こうして「一億総懺悔」論は、国民の反発のなかでみごとに破綻したのである。




天皇の責任問題

　こうしたなかで、戦争責任問題は、しだいに天皇個人の責任問題にまで波及する傾向を示しはじめた。

　九月一八日、日本人記者団との記者会見に続いて、東久邇首相は外国人記者団との記者会見を行なう。その席上で外国人記者グループから、「天皇陛下その他責任者等は真珠湾の奇襲に関して事前に知っていたか」「民主主義国の中の一部では天皇陛下も犯罪者の一部と見ているが所見如何いかん」「日本の制度としては天皇陛下が知ること無くして戦争を始める事が出来るか」などといった天皇の戦争責任にかかわる手厳しい質問が相次いだ。

　これに対する東久邇首相の答弁は、混乱と矛盾に満ちたものだった。この記者会見に対する各界上層部の反応を内偵した警視庁の報告のなかにも、「大部に在りては、今次会見は記者団側において我が国の急所とも称すべき所を大胆に質問せるに対し、総理宮殿下の御答弁は確信と自信に満ちたるものとは解せられずとし、失望の念を表明しおれる状況」とある(『資料日本現代史２』)。このことは、この段階では、天皇の戦争責任を追及する動きに対抗するための、しっかりした意思統一が政府部内でもなされていないことを示していた。




幣原内閣の閣議決定

　東久邇内閣がＧＨＱの特別高等警察(特高)廃止指令に大きな衝撃をうけて総辞職をしたあとをうけて、満州事変前の対英米協調外交の立役者であった古参の外務官僚幣しで原はら喜き重じゆう郎ろうが四五年一〇月九日に内閣を組織した。この内閣が直面していた重要問題の一つは、右にみたように、天皇の戦争責任問題をクリアするための「論理」をいかに確立するかということだった。同内閣の書記官長であった次つぎ田た大だい三ざぶ郎ろうによれば、一〇月二〇日の終戦処理会議の幹事会で、「真珠湾事件の釈明方について協議し」、続いて二四日の同幹事会でも、「開戦当時の模様につき取調べられたるものが如い何かに答弁すべきかの案文」が議題となり、「ことに事柄が天皇の御責任に触れることがあるので、なお慎重に考えること」を申しあわせた。明らかに、ここでは戦犯容疑者に対する取調べの際に、天皇の立場をいかに擁護するかが強く意識されている。

　さらに、二六日にはＧＨＱとの連絡にあたっていた原口初太郎陸軍中将から、「真珠湾攻撃に対する天皇の御責任の問題が米側では most important and critical〔最も重要かつ決定的な〕問題である」との、マッカーサー元帥の軍事秘書ボナ・フェラーズ准将の意向が伝えられる(『次田大三郎日記』)。原口中将はアメリカ大使館付武官の経歴をもつ知米派の軍人で、ＧＨＱのなかに多くの知人をもっていた人物である。また、フェラーズ准将もあとで詳しくみるように、天皇の免責工作に深くかかわった軍人だった。

　こうした動きをうけて、幣原内閣は一一月五日に、「戦争責任等に関する件」を閣議決定する。この閣議決定は、戦争責任問題、とくに天皇の戦争責任問題に対処するための内閣としての統一見解を定めたものであり、「左の諸点に準拠しこれを堅持すること」として、「大東亜戦争〔太平洋戦争〕は帝国が四囲の情勢に鑑かんがみ已やむを得ざるに出いでたるものと信じおること」「天皇陛下におかせられては、あくまで対米交渉を平和裡に妥結せしめられんことを御ご軫しん念ねん〔心配〕あらせられたること」「天皇陛下におかせられては開戦の決定、作戦計画の遂行等に関しては憲法運用上確立せられおる慣例に従わせられ、大本営、政府の決定したる事項を却下遊ばされざりしこと」「日米交渉継続中に攻撃を加うることを避けんがため、日米交渉打切りの通告の通達方努力せること」などを強調したものである(『資料日本現代史２』)。文中の「大本営」とは、有事における陸海軍の作戦指導機関をさし、最後の項の通告問題は、日米交渉打ち切りの対米通告をアメリカ側に手交する前に日本海軍の真珠湾への奇襲攻撃が開始されたという外交上の失策、いわゆる「だまし討ち攻撃」の問題をさしている。




閣議決定の限界

　この閣議決定のなかに示されている論理、すなわち天皇は立憲君主であるがゆえに、内閣や陸海軍が一致して決定した事項に対しては、たとえ異論があったとしても従うことを原則としていたという論理は、その後、現在に至るまで、天皇の戦争責任を否定する際の中核的な論理となっている。そのことの当否はあとで詳しく検討することとして、少なくとも、当時にあっても、東京裁判で木村兵太郎被告の弁護人をつとめた塩原時三郎が指摘しているように、この統一見解が「国際的に通用するかどうか、ということになるとかなり心もとない」状況にあったのは確かであった(『東条メモ』)。

　また、この閣議決定の原案作成にあたった官僚のなかにも、天皇の戦争責任問題をめぐって微妙な見解が存在していた。たとえば当時、外務省の政務局長としてこの協議にくわわっていた田尻愛あき義よしは、天皇には戦争に対する法律上の責任はないが道義上の責任まで回避することはできないとして、天皇の退位と皇室財産の民間への下付を主張していたのである(『田尻愛義回想録』)。

　さらに、この閣議決定にいう「戦争責任」とは、あくまで対米開戦責任のことだけを意味していた。幣原内閣は、組閣の当初にも閣僚から「戦争責任者」を排除するとの基本方針を発表しているが、その場合の「戦争責任者」の解釈は「戦争をはじめることに賛成した者」であって、「一旦、宣戦の大詔が渙かん発ぱつせられた以上は戦争完遂に努力するのが日本国民の道である」とされた(『朝日新聞』四五年一〇月八日付)。つまり、その後の戦争遂行に積極的に関与したかどうかはもとより、宣戦の詔書が発せられていない満州事変や日中戦争への責任の問題はまったく視野の外におかれていたのである。

　このことは、幣原内閣が一一月二四日に設置した「大東亜戦争調査会」の場合にも完全にあてはまる。この調査会は、「大東亜戦争敗戦の原因及び実相を明らかにすることは、これに関し犯したる大なる過誤を、将来において繰返さざらしむるがために必要なりと考えらるるが故に、内閣に右戦争の原因及び実相調査に従事すべき部局を設置し、政治、軍事、経済、思想、文化等あらゆる部門にわたり、徹底的調査に着手せんとす」という一〇月三〇日の閣議決定にもとづき設置されたものであった(『幣原喜重郎』)。本来ならば、太平洋戦争の遠因をなした満州事変や日中戦争の「原因及び実相」こそが、まっさきに解明されなければならないはずなのに、この閣議決定は、先行する二つの戦争から太平洋戦争を切り離して、しかも、その「敗戦の原因及び実相」だけを問題にしたのである。

　もちろん、先のフェラーズ准将の発言に代表されるように、ＧＨＱの内部にも対米開戦責任、なかでも真珠湾に対する奇襲攻撃の責任だけを問題にしようとする人々がいた。しかし、彼らの見解と、日本の戦争責任に対してはるかに厳しい評価をくだしていた国際世論との間には、大きな溝が横たわっていたことを確認しておく必要がある。

　以上みてきたように、この時期の日本の保守勢力は、戦争責任の問題をめぐって常に受動的な対応に終始しており、情勢に対する的確な見通しを欠いたまま、むしろ状況にふりまわされている感が強い。そうしたなかにあって、はっきりとした見通しをもって行動していたのは、やはりここでも近衛文麿であった。




３　占領期の近衛




保守勢力の分化

　渡辺治が強調しているように、敗戦後、日本の保守勢力のなかには大きな政治的分化が生じていた(『戦後政治史の中の天皇制』)。幣原首相や、東久邇・幣原両内閣の外相に就任した吉田茂などの主流グループは、米ソの対立の激化という見通しのもとに、アメリカ政府やＧＨＱが共産主義勢力への対抗のために日本に対しては宥和的な政策に出てくることを予想し、明治憲法を基本的には維持したままで、また天皇の退位がなくても現在の事態をのりきれると楽観的に判断していた。彼らは、日本の非軍事化と民主化を求める国際世論の動向を、基本的には読み誤っていたといえる。同時にこのグループは、天皇の退位が天皇制廃止論の呼び水となることをおそれて、その立場からも、退位にはきわめて慎重な姿勢をとった。

　これに対して近衛を中心とするグループは、敗戦によって「国体」は危機に瀕しており、この危機をのりきるには天皇制自体の思いきった改革が必要であると判断していた。そこから彼らは、「国体護持」のためにこそ、明治憲法の改正と天皇の退位が必要であると主張したのである。

　右のような情勢判断のもとに、副総理格の国務大臣として東久邇内閣に入閣した近衛は、以後、この問題をめぐって精力的な活動を展開する。四五年一〇月四日にマッカーサー元帥と会談した近衛は、その席上で、「軍閥と極端なる国家主義者が世界の平和を破り、日本を今日の破局に陥れたことについては一点の疑いもない」と述べて、軍部の戦争責任を明確にした。その上で近衛は、「皇室を中心とする封建的勢力と財閥」は、「常に軍閥勢力の向上を抑制する「ブレーキ」の役割」を果たしたのであって、「日本の赤化を防止し建設的な「デモクラシー」国家」をつくりあげるためには、「軍閥的勢力の排除」だけではなく、皇室を中心にした勢力と財閥の温存が必要であると力説した(『占領史録３』)。ここでは近衛は、戦争に対するすべての責任を軍部に押しつけ、なおかつ、反共主義を前面に押し出しながら、皇室とビッグ・ビジネスの温存を主張しているのである。

　さらに、この会見でマッカーサー元帥から憲法改正問題を政治的にリードするよう示唆を与えられた近衛は、一〇月一一日には内大臣府御用掛に任命され、ブレーン・グループの協力をえながら、早速、憲法改正案の作成に着手することになる。




天皇退位構想の具体化

　憲法改正案の準備をすすめる一方で近衛は、当時の皇室典範(皇室に関する基本法)に天皇の退位に関する規定がないことから、皇室典範の改正にも大きな意欲を示した。一〇月二一日に、近衛はＡＰ通信東京特派員ラッセル・ブラインズのインタビューに応じ、その記者会見の内容が二三日付の『朝日新聞』に掲載された。同記事によれば近衛は、「天皇の御退位に関する規定は、現行の皇室典範には含まれていない。〔中略〕憲法改正にあたる専門家は近く、改正皇室典範に退位手続に関する条項を挿入する可能性を検討することになろう」と述べて、皇室典範の改正と天皇の退位の可能性を事実上示唆したのである。

　もっとも、幣原首相の抗議や「近衛公の行動」に対する天皇の木戸幸一への「御下問」もあって、近衛は二四日に釈明のための記者会見を行なうことをよぎなくされるが、近衛が天皇退位の方向に一歩を踏み出したことは疑いの余地がない。

　続いて一一月六・七の両日、近衛はアメリカ政府駐日政治顧問部のマックス・ビショップと接触した。この会談の席上で近衛は、一九四一年の日米交渉をめぐる政治情勢について説明し、日本軍の中国からの撤兵によって日米戦争を回避できる可能性があったにもかかわらず、東条陸相の強硬な反対によってその可能性が絶たれたとして、東条の責任をはっきりと指摘した。さらに近衛は、彼が日米交渉妥結のために熱心に実現させようとしたフランクリン・ローズヴェルト米大統領との直接会談についても言及し、ここで重大な発言を行なっている。

　すなわち、ビショップの報告書によれば、近衛は、天皇が軍に中国大陸からの撤兵を命じるというかたちをとることによって会談での合意事項を実行に移すことを狙っていたとしながら、もしかりにポツダム宣言受諾の際の「聖断」と同じようなかたちでの天皇の直接介入があれば、日米間の懸案事項は解決できたはずであると言明したのである(Foreign Relations of the United States, 1945, Vol.VI.)。

　近衛・ローズヴェルト会談自体が実現しなかったのだから、あくまで仮定の話ではあるが、近衛の言明の政治的含意は明白である。つまり近衛は、天皇の決断があれば対米開戦を阻止できたと言外に匂わせているのである。




近衛の蹉跌

　しかし、日本の政治情勢は、近衛が期待した方向には動かなかった。内大臣府御用掛として大きな意気込みをもって憲法改正の準備作業に着手した近衛ではあったが、十五年戦争下に三度にわたって内閣を組織した近衛が憲法改正作業の中心になることについては、戦争責任問題とのからみで厳しい批判が存在したし、幣原内閣も、内閣の権限の及ばないところで近衛が独自の動きを示すことに警戒的だった。

　また、天皇との関係を修復できなかったことも近衛にとって大きなマイナス要因となった。太平洋戦争の開戦問題をめぐって天皇と意見の対立をきたして以来、近衛と天皇との関係は微妙なものとなっていたが、敗戦後の近衛の言動も天皇の不興をかったようだ。一一月二四日には、従来、後継内閣の選定の際に大きな役割を果たした内大臣の制度が廃止されるが、天皇は、一一月三〇日に、今後の首相選定方針について木下道雄侍従次長に自分の意見を述べている。そのなかで天皇は、公式には枢密院議長、衆議院・貴族院の両院議長の意見を聴取するかたちをとりながら、実際には、岡田啓介・米内光政・木戸幸一・牧野伸顕・阿部信行、以上五人の重臣の意見を重視したいとしているが、そこには近衛の名前がぬけているのである(『側近日誌』)。




逮捕、そして自殺

　さらに、近衛にとってショックだったのは、一一月九日にアメリカ戦略爆撃調査団の手によって行なわれた尋問である。この尋問のなかでアメリカ側は、近衛の予期に反して、首相としての近衛の日中戦争に対する政治責任を厳しく追及した。他方、ＧＨＱの内部では、対敵情報部(ＣＩＣ)の調査分析課長で日本近代史の専門家として知られるＥ・ノーマンが、日本のファシズム化の過程で近衛が果たした重要な役割を強調した覚書を、一一月五日付でＧＨＱの政治顧問Ｇ・アチソンに提出していた。この覚書はアチソンによって採用され、近衛は戦犯容疑者のリストに加えられる。その結果、一二月六日にはついに近衛に対する逮捕命令が発せられるが、近衛は巣鴨拘置所への出頭予定日の一六日未明、自宅で服毒自殺した。

　近衛の死について、財界のトップ・リーダーで大蔵大臣や商工大臣の経歴をもつ池田成しげ彬あきは、「あの人は、〔中略〕最初は自分が戦犯になるとは思っていなかったようだ。だからよく私を捉まえて、「池田さん、あなたは戦犯になるおそれがある。危ないぞ」などと言ってた」と回想している(『故人今人』)。おそらく近衛は、アメリカ側は対米開戦責任だけを追及してくるものと予想し、太平洋戦争に反対の立場をとった以上、自分の政治責任が追及されることはないと判断していたのだと思う。

　ところが、日本の侵略戦争に対して厳しい態度をとる国際世論に押されるかたちでＧＨＱの側も近衛の対アジア責任を問題にしたのである。ここにおいて、近衛の戦後構想は完全に破綻することになるが、保守勢力のなかで最もリアルな政治感覚をもっていた近衛でさえ、アジアに対する戦争責任の問題に関してはまったく無自覚であった事実は記憶されてよい。その意味でも近衛の最大の「つまずきの石」は、アジアの問題だったといえるだろう。




近衛手記の公表

　近衛の死後、彼がひそかに書き残していた手記が新聞に公表され、大きな反響をよんだ。一二月二〇日付の『朝日新聞』から一一回にわたって掲載された「近衛公手記」がそれだが、そのなかで近衛は、日米交渉の経過をふりかえりながら、次のように結論づけていた。婉曲的な表現ではあるが、ここでも近衛は、天皇が対米戦回避のためにもっと積極的に行動すべきだったと、明らかに主張しているのである。




しかるに日本憲法というものは天皇親政の建前であって、英国の憲法とは根本において相違があるのである。ことに統とう帥すい権の問題は、政府には全然発言権なく、政府と統帥部との両方を抑え得るものは、陛下ただ御一人である。しかるに陛下が消極的であらせられる事は、平時には結構であるが、和戦いずれかというが如き、国家生死の関頭に立った場合には障しよう碍がいが起り得る場合なしとしない。英国流に、陛下がただ激励とか注意を与えられるとかいうだけでは、軍事と政治外交とが協力一致して進み得ないことを、今度の日米交渉において特に痛感したのである。(『朝日新聞』四五年一二月三〇日付)




　近衛のこの手記は、天皇のもとにもその写しが届けられたが、当時の侍従長藤田尚ひさ徳のりは、そのときの天皇の反応について、「これには陛下も心外に思おぼし召めされたらしい。ただ一言ではあったが、側近の者に、「近衛は自分にだけ都合のよいことを言っているね」、こう申された」と回想している(『侍従長の回想』)。




手記の虚と実

　たしかに、天皇の指摘をまつまでもなく、この手記にはいくつかの虚偽がある。とくに、「統帥権」の独立という制度のもとでは、政府は軍をまったくコントロールできないかのように書かれているが、この点は十五年戦争下の政―軍関係の現実をあまりに単純化している。統帥権とは陸海軍の作戦計画や用兵にかかわる事項のことをさし、戦前の明治憲法体制のもとでは、この統帥権は政府の直接関与することのできない天皇の大権事項に属していた。また、統帥大権の行使に際しては、参謀本部と軍令部の両統帥部がそれぞれ政府から独立して天皇を補佐するものとされた。しかし、現実には統帥部に対する内閣の政治的統制が実際に機能した事例も決して少なくなかったのである。

　一例をあげるならば、日中戦争の初期には、ドイツを仲介国にした中国との和平交渉＝トラウトマン工作が行なわれているが、戦争の長期化を恐れてこの交渉の継続を強く主張した参謀本部の要求を押えて、大本営・政府連絡会議の場で交渉の打ち切りを強引に決めたのは、ほかならぬ近衛内閣だった。

　また、近衛が日米交渉の妥結を強く希望したのは事実であるが、もっとも重要な局面で近衛がみずからの責任を回避したことも見逃すことができない。よく知られているように、四一年九月六日の御前会議の場で、対米戦の見通しに対して確信のもてない天皇は、「よもの海みなはらからと思ふ世になど波風のたちさわぐらむ」という明治天皇の御ぎよ製せいを読み上げて、軍部強硬派の戦争政策に対して、はっきりとした不安の念を表明した。もしこの時、近衛にすべての責任をひきうけるだけの決意と覚悟があれば、この絶好の機会をとらえて局面を大きく転換させることも可能であったはずである。しかし、実際には近衛は、重光葵が指摘しているように、「日米交渉に熱意を持ちながら、九月六日の御前会議の決定において戦争決意をなすことを黙過」したのである(『重光葵手記』)。

　しかし、だからといって、近衛の主張に何の根拠もないと断定するのにも、やはり無理がある。開戦決定の経緯をみるかぎり、天皇がしだいに対米開戦やむなしとする方向に傾いていったことは否定できないし、側近の回想などをみても、日米交渉の妥結をめざしていた近衛が天皇からの積極的な支援を得られなかったと感じていたことも事実だったからである。





Ⅲ　宮中の対ＧＨＱ工作
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１　宮中グループによる政治工作の開始




天皇・マッカーサー会談

　前章でみてきたように、波瀾にみちた年、一九四五年が暮れようとする頃、日本の保守勢力は、戦争責任問題への対応をめぐって、政治的な方向感覚を喪失しつつあった。また、この頃から労働運動をはじめとしたさまざまな社会運動が大きな高揚をみせはじめ、そのなかで天皇制の打倒を正面から掲げる日本共産党が急速に影響力を拡大していった。宮中グループもまた、このような情勢に翻弄されたばかりでなく、宮内省の機構の縮小、皇室財産の凍結などの一連の宮中改革をもよぎなくされていた。しかし、彼らもただ手をこまぬいて情勢の変化を傍観し、息をころしてＧＨＱの出方をうかがっていたわけでは決してない。この間、宮中グループは、「国体護持」のための足がかりを築くために水面下で必死の活動を展開していたのである。

　そうした活動の最初の成果は、四五年九月二七日に実現した天皇・マッカーサー会談である。従来、この会談に関しては、政治的な潤色があることで有名なマッカーサーの回想記などを根拠にして、天皇が戦争のすべての責任をみずから負うことを明言してマッカーサーをいたく感動させたということだけが必要以上に強調されてきたきらいがある。しかし、最近では豊下楢彦や松尾尊たか兊よしのすぐれた研究によって、天皇発言の真偽や会談自体の政治的意味あいについても、歴史学者による冷静な分析のメスがくわえられつつある。会談に関する諸資料を丹念に検討した松尾は、この会談の席で天皇がマッカーサーに語ったことの内容を次のように推定している(「考証　昭和天皇・マッカーサー元帥第一回会見」)。




開戦についていえば、宣戦布告に先立って真珠湾攻撃を行うつもりはなかった。私は戦争回避のため極力努力したが、結局は開戦のやむなきにいたったことは、まことに遺憾である。その責任は日本の君主たる自分にある。




　これによれば、天皇は自己の責任を認めつつ、実際には対米開戦問題に対する釈明を行なったと考えられる。いずれにしろ、天皇やその側近たちにとって、この会談の成果は決して小さなものではなかった。マッカーサーは天皇の戦争責任の問題を深くは追及せず、天皇を終始日本の元首として取り扱い、占領政策に対する助言まで求めた。会談に同行した元宮内省総務課長の筧かけい素もと彦ひこが、「お帰りの車中、陛下はいつになく朗ほがらかに、いろいろお言葉も多くお話になったと後刻侍従長〔藤田尚徳〕から承った」と書いているように(『今上陛下と母宮貞明皇后』)、天皇自身もマッカーサーの対応のなかに一すじの光明を見出したのである。




GHQ関係者との接触

　同時に、四五年の末頃から、宮中グループはＧＨＱ関係者との直接のコンタクトを求め始める。そうした動きの中心になったのは、一一月二四日の内大臣府の廃止にともない内大臣秘書官長から宮内省内記部長に転じた松平康昌である。松平は福井藩主松平春しゆん嶽がくの孫にあたり、京都帝国大学卒業後、明治大学教授・貴族院議員などをへて、三六年六月に内大臣秘書官長に就任して宮中入りした生きつ粋すいの宮廷官僚である。この松平が得意の語学力をいかして、宮中に昔から伝わる鴨猟などのパーティーにＧＨＱ関係者をさかんに招待し、各種の情報の収集にあたったのである。当時の侍従次長、木下道雄の『側近日誌』の一二月一一日の項に、「本日、聖上に拝謁の際、松平内記部長の交際費ないし侍従職が情報蒐集の為の経費として御内儀費を支出する件、御許しを得たり」とあるところをみると、こうした「接待攻勢」は松平の個人プレーではなく、かなり早い時期から組織的に行なわれていたようである。




宮中の右翼人脈

　ここで見逃すことができないのは、この時期、宮中に右翼人脈が深く食い込んでいて、彼らが宮中グループの重要な情報源となっていた事実である。なかでも、戦時中、運送業や土建業で大きな財をなした任俠右翼の安藤明からの情報はきわめて重要だった。たとえば、四六年一月一日、木下侍従次長は、ＧＨＱの民間情報教育局(ＣＩＥ)のケン・ダイク局長が天皇の地位を実際の政治から切り離した上で天皇制を存置させるという意向をもっていると天皇に報告しているが、この重大情報は安藤を通じて宮中にもたらされたものである(『側近日誌』)。

　安藤は、ＧＨＱの要人から情報を収集するために、早くも四五年の一〇月に東京の築地に「大安クラブ」を設立、ＧＨＱ関係者を招いて派手な饗応をくりひろげていた。「大安クラブ」の女中頭だった北村トクの証言によれば、安藤からは、「金はいくら使ってもよいから、背の高いべっぴんを揃えろ」と指示され、彼女たちがＧＨＱ関係者の接待にあたった。ＧＨＱ関係者からはいっさい料金をとらなかっただけでなく、「クラブにきたお客にはきまって安藤さんが、日本の紋付袴や刀剣、真珠、カメラなどをプレゼントして」いたという。この「大安クラブ」を通じて安藤は、ケン・ダイクＣＩＥ局長やマッカーサー元帥の軍事秘書ボナ・フェラーズ准将などとの交遊関係をつくりあげたのである。また、「安藤は、木下侍従次長から、「天皇制護持につかわれた資金は、いずれ皇室財産の一部を処分してお支払いする」という話をうけていた」という(『秘録　わが命天皇に捧ぐ』)。真偽のほどは確認することができないが、安藤の情報収集活動が宮中の暗黙の支持のもとに行なわれていたのは確かなことのようだ。




田中清玄の拝謁

　さらに右翼関係者では、田中清玄が四五年一二月二一日に天皇に異例の拝謁をしているのが目をひく。田中は非合法時代の日本共産党の指導者の一人で、「武装メーデー」などの冒険主義的な方針を採用したことで知られる。逮捕後は獄中で転向し、戦後は右翼の黒幕として活躍した。『週刊朝日』の四五年一二月二日号には田中へのインタビュー記事が掲載されているが、そのなかで田中は、「天皇帰一という信念に到達」したとして、天皇制廃止論者とはあくまで闘うという強い決意を語っている。

　この記事が側近たちの目にとまって、とくに大金益次郎宮内次官の熱心な主張で田中の拝謁が実現するが、その拝謁の際に田中は、天皇の退位に反対であることを強く主張したようだ。田中自身の回想によれば、拝謁後、側近たちから、「我々が言えないことを本当によく言ってくれた」とねぎらわれたという(『陛下の御質問』)。田中の拝謁がなぜ実現したのか、側近たちの狙いが何であったのかは、いまひとつ判然としないが、右翼人脈がなかば公然と機能しているところに、この時期の宮中の特徴があるようだ。




２　高松宮の政治活動




戦時中の高松宮

　天皇との間に微妙な緊張関係をはらみながらも、この時期、宮中グループのなかでもきわだった動きをみせているのは高松宮宣仁である。太平洋戦争の開戦時には海軍中佐として軍令部に勤務していたこの高松宮が、そもそも開戦決定に対してどのような態度をとったのか、という問題には相異なる二つの見解が存在している。

　たとえば、高松宮の伝記『高松宮宣仁親王』は、高松宮が主戦派であったとする説と開戦に反対していたとする説の両説を併記しながら、「論議はあるにしても、殿下の全人間像を知る人々は、高松宮は最後まで戦争を避けるために全力を尽くされたと、確信している」と、かなり苦しいまとめ方をしている。

　たしかに高松宮が対米戦の見通しに対する確信を失って、開戦決定に対して慎重になった時期があったのは事実のようである。しかし、高松宮自身が四四年五月一〇日に細川護貞に、「大体日米戦争と云うものは、あの状態では必然のものであって、一部の者が云うように、支那の撤兵をすればよかったと云うようなものではなかったと思う」と語っているところをみても(『細川日記』)、基本的には対米戦やむなしとする立場に立っていたという疑いは否定できない。

　その高松宮も、その後の戦局の悪化のなかで、反東条・早期和平派に転じ、近衛文麿の娘むこである細川護貞を政治秘書として用いながら、活発な政治工作を展開するようになる。とくに近衛との関係は密接で、近衛は一時、高松宮首班の皇族内閣で戦争終結にあたることを考えている。また、天皇のすぐ下の弟、秩父宮雍やす仁ひとが肺結核で療養中ということもあって、高松宮は、天皇の退位、皇太子の即位という事態が発生した場合の摂政の候補に擬せられていた。

　四五年の一月二五日に、近衛が岡田啓介・米内光政・岡本慈航の三人と天皇の退位問題について協議したことについてはすでに述べたが、その翌日に高松宮は近衛の招きで、御付武官も伴わないまま、近衛の別邸にある陽明文庫を訪れている。この会談の内容は明らかでないが、摂政就任問題について協議が行なわれたと考えるのが自然だろう。




天皇と高松宮の対立

　戦時下における高松宮のこうした行動は、輔弼の責任をもたない皇族の政治関与を天皇自身がきらったということもあって、天皇の不興をかった。四五年一月六日、細川護貞は近衛から、「御お上かみと高松宮殿下と最近ますます御工合悪」く、「御上は高松宮様御参内の日は、朝から何となく御興奮のようにも拝察される」という木戸内大臣の内話を聞かされている(『細川日記』)。

　さらに、このような感情的対立は戦後にまでもちこされることになる。天皇の初の訪米が決定され、戦争責任問題の取り扱いが微妙な政治問題となりつつあったちょうどその頃、『文藝春秋』に、評論家の加瀬英明によるインタビュー記事「高松宮かく語りき」が掲載された(七五年二月号)。その主な内容は、反東条・早期和平派としての高松宮自身の行動を強調したものだった。また、翌年の同誌二月号に掲載された皇族の座談会「皇族団欒」のなかでも、高松宮は皇族のあり方などについてかなり自由な発言をしている。これら一連の高松宮の発言は天皇の激しい怒りをかい、天皇は側近たちの前で再三にわたって高松宮の発言を問題にした。当時の侍従長、入江相すけ政まさによれば、「御自分〔高松宮〕は根っからの平和論者であり、太平洋戦争を止めたのも自分であるという意味」の高松宮発言が天皇の逆鱗にふれたらしい。このため、側近たちは天皇の怒りを鎮めるために天皇に自由に戦争の時代の出来事を語らせて、それを記録に残すことにした。入江によれば、この結果、「拝聴録計九冊と結語」が七六年中に完成している(『入江相政日記５』)。

　このエピソードが示しているように天皇と高松宮の対立の背景には、戦争責任の問題が介在していた。実際、天皇も四六年の三月六日には、退位問題に関連して木下侍従次長に、「高松宮は開戦論者でかつ当時軍の中枢部にいた関係上摂政には不向き」と語っている(『側近日誌』)。また高松宮の側も、親しい者の前では事実上、天皇の責任に言及していたようだ。高松宮と親交のあった加瀬英明は、高松宮が「あの戦争は陛下がお停めになろうとすれば、お停めになれたはずだった」と語っていたという「秘話」を、天皇の死後、初めて明らかにしている(「天皇は日米開戦を停め得た！」)。




高松宮と安藤との関係

　このように、天皇との間には微妙な緊張関係がはらまれていたとはいえ、「国体護持」のための政治工作という点では、高松宮の行動はきわだっていた。高松宮はかなり早い時期から高輪の高松宮邸をそうした政治工作の場として提供し、ＧＨＱ関係者をさかんに招待して、ＧＨＱとの間に情報のネットワークをつくりあげようとしていたのである。

　そうした高松宮の活動を支えていた人物の一人に、前述した右翼の安藤明がいた。安藤が逓てい信しん院いん総裁の松前重義の仲介で高松宮との会見を許されるのは、四五年の九月のことだが、以後、安藤は頻繁に高松宮邸に出入りし、高松宮のよき協力者となる。ややあとの時期の見聞ではあるが、『シカゴ・サン』の特派員マーク・ゲインは、四六年の六月一〇日に安藤の紹介で高松宮と会見した際の状況を、次のように書きとめている。




私たちの質問に殿下が当惑しそうになるたびに、安藤がすばやく横合から「殿下はこうこうお考えになっておられる……」と口をはさんだ。あるときは殿下の答をなかばからひったくり、あるときは殿下が口を開く機会をうる前に彼が答えてしまった。これは半神格の皇族方の面前にいる敬虔なる臣下の姿ではなかった。彼らは対等、おそらくは友達同士だった。(『ニッポン日記』)




　また、ＧＨＱとの関係では、鎌田銓一陸軍中将が高松宮の重要な情報源となっている。陸軍では、敗戦直後の時期に、進駐してくる米軍との交渉のために、アメリカ駐在の経験をもつ将校を、急遽中央に呼びあつめていたが、アメリカ工兵第一連隊に勤務した経験をもち、ＧＨＱ関係者に知友の多い鎌田中将もその一人だった。鎌田中将は東部復員連絡局渉外部長などをつとめながら、週に一度は高松宮邸を訪れて、ＧＨＱ関係の情報を高松宮に直接提供することになる。




「人間天皇」のアピール

　この時期の高松宮の活動で重要な意味をもったのは、「人間天皇」の世論へのアピールだったが、その直接のきっかけとなったのは、日本生まれの米海軍将校で敗戦後は戦略爆撃調査団やＧＨＱのＣＩＥに勤務したオーテス・ケーリとの接触である。

　四五年の一二月一六日に、ケーリは精神医学者の式場隆三郎の仲介で高松宮と会見するが、その場で高松宮は、「天皇は戦犯容疑者に入るでしょうか？」とケーリに尋ねている。これに対してケーリは、「従来通りの天皇制はもちろんいけませんが、今のまま成り行きにまかせておいては、世界の世論に退位させられる可能性があります」と答え、そして具体的な事例をあげながら、国民と天皇との間の距離をちぢめ、もっと天皇が国民にとって身近な存在となる必要があることを強調した。いわば、「ひらかれた皇室」の提言である(『日本開眼』)。

　ケーリのこの提言は、高松宮に大きなサジェスチョンを与えた。高松宮は、四六年一月一日付の『朝日新聞』のインタビューの中で天皇の人となりについて語っているが、「「御兄君」天皇陛下」という見出しがよく示しているように、その内容はさまざまなエピソードを紹介しながら、天皇の「人間性」を強調したものである。この記事が、のちに述べる天皇の「人間宣言」が発せられたその日の新聞に掲載されているところからみても、その政治的含意は明白だといえるだろう。




３　ＧＨＱの対天皇政策




天皇の処遇に関する情報

　こうした必死の情報収集活動のなかで、宮中グループは、ＧＨＱの対天皇制政策に関するいくつかの断片的な情報をつかみはじめていた。四五年の一一月末にマッカーサー元帥と会談した米内光政海相は、マッカーサーから天皇の退位が必要であるとは考えていない旨の発言を引き出した(『米内光政』)。続いて、前述したように、四六年の一月一日には、「日本天皇の存続確立」を明言したＧＨＱのケン・ダイクＣＩＥ局長の意向が安藤明を介して天皇のもとに伝えられた。

　しかし、この間、米内情報の直後の四五年一二月二日には皇族の梨本宮守正が戦犯容疑者として逮捕され、宮中に大きな衝撃を与えた。皇族の逮捕は、天皇の逮捕がありうることを示すものとして一般には受けとめられたからである。梨本宮夫人の伊都子によれば、巣鴨拘置所に入所する直前に梨本宮は天皇に拝謁し、「私としては疑われることはなに一つありません。陛下の御ご名みよう代だいと思って参ります」とその決意を語った。これに対して、天皇は、「顔を曇らせ、弱々しく」「一日も早く帰られるようにとりはからうから、身体には充分気をつけて下さい」と語ったという(『三代の天皇と私』)。

　また、安藤情報の直後の四六年一月四日には、ＧＨＱが、「公務従事に適せざる者の公職よりの除去に関する件」を指令し、これによって軍国主義者や極端な国家主義者が公職から追放されることになった。いわゆる「公職追放」である。この時、天皇は侍従長の藤田尚徳に、「これは私にも退位せよというナゾではないだろうか」「マッカーサー元帥が、どう考えているか、幣原総理大臣に聞かせてみようか」などと尋ねている(『侍従長の回想』)。必死の活動によって「国体護持」に関するある程度の感触は得つつも、天皇個人の処遇問題では、天皇自身もＧＨＱの真意をつかみかねていたのである。その意味では、情勢は宮中グループにとっていまだに混沌としていた。




マッカーサーの極秘電報

　この間、ＧＨＱの側は、戦争責任問題で天皇を訴追せずに、その権威を利用しながら占領統治を行なうのが得策であるとの判断を最終的にかためていた。すでに四五年一一月二九日にアメリカ統合参謀本部は、国務・陸軍・海軍三省調整委員会の決定にもとづき、マッカーサー元帥に天皇の戦争責任問題に関する証拠資料の収集を指示していたが、これに対して、マッカーサー元帥は、翌四六年一月二五日に、ドワイト・アイゼンハワー陸軍参謀総長あてに、次のような極秘電を発したのである。




過去一〇年間に、程度はさまざまであるにせよ、天皇が日本帝国の政治上の諸決定に関与したことを示す 〔中略〕 明白確実な証拠は何も発見されていない。可能なかぎり徹底的に調査を行なった結果、終戦時までの天皇の国事へのかかわり方は、大部分が受動的なものであり、輔ほ弼ひつ者の進言に機械的に応じるだけのものであったという、確かな印象を得ている。(『資料日本占領１』)




　さらにこの電報は、もしかりに天皇が訴追されるならば、日本の国内で大規模な騒乱状態が発生するであろうと警告を発していた。しかしこの当時、ＧＨＱが天皇の戦時下の行動に関する資料を本気で収集しようとした形跡はまったくない。マッカーサーのこの極秘電が、天皇の利用という「高度な政治判断」にもとづくものであったことはあまりにも明らかである。




天皇の「人間宣言」

　しかし、ＧＨＱのこうした方針は、大きな矛盾をはらんでいた。アメリカ国内の世論もその他の連合国の世論も、依然としてこの段階では天皇の戦争責任を厳しく追及しており、安易な天皇への宥和政策はＧＨＱにとっても命とりになりかねなかったからである。そうした国際世論の厳しい監視のなかで天皇制と天皇の温存をはかるためには、ＧＨＱの側としても天皇制が完全に民主化され、再び軍国主義勢力の温床になる可能性がないことを、強く国際世論にアピールしなければならなかった。

　このようななかで、四六年の一月一日には、天皇の詔書、いわゆる「人間宣言」が発せられている。この詔書で天皇は、「朕ちんと爾等なんじら国民との間の紐ちゆう帯たいは、終始相互の信頼と敬愛とによりて結ばれ、単なる神話と伝説とによりて生ぜるものに非ず。天皇をもって現あきつ御み神かみとし、かつ日本国民をもって他の民族に優越せる民族にして、ひいて世界を支配すべき運命を有すとの架空なる観念に基くものにも非ず」というかたちで、自己の神格性を否定したのであった。

　この「人間宣言」は、右に述べたような政治的文脈のなかで、初めてその意味が理解できる。実際、木下道雄の『側近日誌』に付せられた高橋紘の詳細な解説、「昭和天皇と『側近日誌』の時代」によれば、この原案を書いたのはＧＨＱのＣＩＥ顧問ハロルド・ヘンダーソンであり、ＧＨＱと宮中とのパイプ役を果たしていた学習院の英国人教師レジナルド・ブライスもその作成に深く関与していた。もちろん、最終案決定にいたる過程では、日本政府の関係者や天皇の側近グループもその検討にあたっているが、この詔書の作成にＧＨＱ側の意向が強く作用していたことは否定できない。天皇の利用方針をかためていたＧＨＱとしては、「民主化された天皇」のイメージを、国際世論とくにアメリカ本国の世論に強くアピールする必要性にせまられていたのである。

　しかし、ＧＨＱのこうした政策は、それが軌道に乗りはじめたかにみえた直後に大きな打撃を蒙ることになる。そして、その一撃は思わぬ方向からやってきたのである。





Ⅳ　「天皇独白録」の成立事情
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１　東久邇宮発言の波紋




東久邇宮の退位論

　一九四六年二月二七日付の『読売報知』に、ＡＰ通信東京特派員ラッセル・ブラインズの東久邇宮に対するインタビュー記事がのった。この記事のなかで東久邇宮は、「宮内省の某高官」というかたちで名前を伏せて登場し、天皇の退位問題をめぐって宮中に意見の対立があることを指摘しながら、次のように天皇の退位の可能性を示唆したのである。




宮内省の某高官によれば、天皇御自身は適当な時機に退位したいとの御意志を洩もらされている。これは――もし御退位が実現するとして――天皇が御自身で自己の戦争責任を引受けられるためであって、決して、在位中に万一ありうる戦争犯罪容疑者としての逮捕に先手をうとうとされるためではない。退位に賛成するものは、天皇は戦争にたいし〝道徳的、精神的な〟責任があるとしている。




　東久邇宮のこの退位論は、天皇の意向を受けてのものというよりは、むしろ、彼の早くからの持論だった。これについては、外務省の政務局長であった田尻愛義が次のような証言をのこしている。田尻は、第Ⅱ章でふれたように、四五年の九月頃、天皇の退位と皇室財産の民間への下付を、当時首相だった東久邇宮に進言しているが、その時、「全く驚いたことには、総理自身もそう思うということをハッキリ述べられた」というのである(『田尻愛義回想録』)。

　東久邇宮が首相在任中に唱えた「一億総懺悔」論は、たしかに戦争責任の所在を曖昧にする狙いをもっていた。しかし、天皇個人にとっては、この「一億総懺悔」論は両刃の剣となりうる可能性をはらんでいた。なぜなら、すべての国民が天皇に対してその責任を「懺悔」すればするほど、ただ一人、なんの責任も明らかにしない天皇自身の「無責任」性が浮きぼりになる可能性があったからである。その意味では、「一億総懺悔」論は、「国体護持」の論理としては、天皇自身がなんらかのかたちで――たとえば退位――自己の責任を明らかにすることによって、初めて完結する性格のものだったのである。




三笠宮発言の衝撃

　皇族のなかには、天皇退位論の支持者がほかにもいたようである。四六年二月二七日の枢密院本会議では、「公職追放」を命じる勅令が審議されたが、枢密顧問官の桜内幸雄が、「かかる法令の出るのも政府があらかじめ前手を打って一定の戦争責任者を処分すれば、これ程には至らなかったものと思われる」などと発言した直後、天皇の三番目の弟である三笠宮崇たか仁ひとが異例の発言を行なった。その場の情況を、当時厚生大臣だった芦あし田だ均ひとしは、日記に次のように書きしるしている。




三笠宮が起上って紙片を披ひらかれた。〔中略〕現在天皇の問題について、また皇族の問題について、種々の論議が行われている、今にして政府が断然たる処置を執られなければ悔いを後に残す虞おそれありと思う、旧来の考えに支配されて不徹底な措置をとる事は極めて不幸である、との意味であった。聞く人は皆深い思に沈んだ顔色をしていた。陛下の今日の御様子はいまだかつてない蒼白な、神経質なものであった。(『芦田均日記１』)




　のちの閣議で幣原首相が、東久邇宮発言とともにこの三笠宮発言をとり上げているところからみても、この場で三笠宮が天皇の退位を示唆した可能性が強い。

　ちなみに、この会議の様子がいまひとつ正確にわからないのは、この時期の枢密院本会議の記録が公開されていないからである。枢密院本会議の記録は国立公文書館に保存されており、一九七四年三月から公開されているが、一八八八年の創設時から敗戦に至る時期までの記録についてはすべて閲覧することができるのに、敗戦から四七年五月の廃止にいたる時期の記録だけは、いまだに公開されていない。私自身、本書の執筆中に、国立公文書館に非公開の理由を問いあわせてみたが、要領をえない返事がかえってくるだけであった。

　この記録非公開の時期は、親王が本会議に出席していた時期と一致している。本来、枢密院の本会議には、成年の親王(天皇の兄弟などの皇族)が出席し、表決にくわわるとされていたのだが、実際には明治憲法および皇室典範制定時に出席があっただけで、その後は親王が会議に出席することはなかった。それが敗戦後になって親王側から出席の希望が出され、本会議の場に親王が出席することになった。そして、この時期は三笠宮の発言にみられるように、直じき宮みや(天皇の子や兄弟である宮)がかなり自由に発言をしていたようである。おそらく記録の非公開は、直宮をはじめとする皇族の政治的発言を「封印」するための措置だろうと思われる。




GHQへの打撃

　東久邇宮や三笠宮の発言が示しているように、天皇の戦争責任の問題をめぐって、この時期、宮中グループの内部でも微妙な亀裂が生じはじめていたが、この東久邇宮発言はＧＨＱにとっても大きな打撃となった。

　四六年三月五日の閣議で幣原首相は、東久邇宮発言に言及し、「皇族の多数が陛下の御退位に賛成であるとか、摂政は高松宮に極きまるであろうとか、退位反対は幣原と宮相〔松平慶民宮内大臣〕のみだとか申されたことは MacArthur に一大打撃である」とくり返し発言した(『芦田均日記１』)。たしかに、天皇を温存して占領統治に利用する方針をかため、さらに戦犯として天皇を起訴するにたるだけの証拠は何も発見されなかったと本国に打電した直後に、宮中グループの内部から、戦争責任問題とリンクしたかたちで天皇の退位論が浮上してきたのだから、ＧＨＱのうけた衝撃は大きかったにちがいない。

　くわえて、時期の問題も微妙だった。日本の侵略戦争を指導したＡ級戦犯を裁くために開廷される極東国際軍事裁判、いわゆる「東京裁判」のため、四五年一二月六日にアメリカ検事団が来日し、八日にはＧＨＱに国際検察局(ＩＰＳ)が設立されて、アメリカ人のジョセフ・キーナンが主席検察官に任命された。さらに、四六年二月二日にはイギリス検事団も来日して、検察側の準備活動もようやく軌道に乗りはじめていた。そして、三月からいよいよ、実質的な被告選定作業に入ろうとしていた矢先に東久邇宮発言があったのである。

　キーナン首席検察官自身は、かなり早い段階から天皇の免責と不起訴を決意しており、この問題では常にマッカーサー元帥の意向にそうかたちで行動していた。だが、ソ連を含む一一カ国の検察チームから構成された国際検察局の全体がその方向で意思統一されていたわけではなかった。現に四月八日の参与検察官会議では、オーストラリアのアラン・マンスフィールド検察官が、結局は却下されたとはいうものの、天皇の訴追を正式に提議している。また、検察局の中で多数を占めたアメリカ人スタッフのなかにさえ、天皇を証人として喚問すべきだとする意見が存在していた。そうした微妙な時期であっただけに、東久邇宮発言はＧＨＱにも大きな衝撃を与えたのである。




２　ＧＨＱの対応




フェラーズ准将の示唆

　しかしＧＨＱの対応は迅速だった。四六年三月六日、ボナ・フェラーズ准将は、重臣の米内光政と会見して次のように語った。長文ではあるが、重要な史料であるのでそのまま引用する。




自分は天皇崇拝者ではない。したがって十五年二十年さき日本に天皇制があろうがあるまいが、また天皇個人としてどうなっておられようが関心は持たない。しかし連合軍の占領について天皇が最善の協力者である事を認めている。現状において占領が継続する間は天皇制も引続き存続すべきであると思う。

ところが困った事に、連合側の或る国においては天皇でも戦犯者として処罰すべしとの主張非常に強く、ことに「ソ」は其の国策たる全世界の共産主義化の完遂を企図している。したがって日本の天皇制とＭＣ〔マッカーサー〕の存在とが大きな邪魔者になっている。

加うるに米においても非亜米利加アメリカ式思想が当局の相当上の方にも勢力を持つに至って、天皇を戦犯者として挙ぐべきだとの主張が相当強い。

右に対する対策としては、天皇が何等の罪のないことを日本側が立証してくれることが最も好都合である。そのためには近々開始される裁判〔東京裁判〕が最善の機会と思う。ことに、その裁判において東条に全責任を負担せしめるようにすることだ。

即ち東条に、次のことを云わせて貰いたい。

「開戦前の御前会議において、たとい陛下が対米戦争に反対せられても、自分は強引に戦争まで持っていく腹を既に決めていた」と。(「新出史料からみた『昭和天皇独白録』」)




　つまり、フェラーズは、戦争責任――厳密にいえばアメリカに対する戦争責任――のすべてを東条に押しつけることによって、天皇の免責をはかることを示唆するとともに、天皇が「シロ」であることを、日本側で「論証」してくれるように要望したのである。

　このフェラーズの示唆に対して米内は、「全く同感です。東条・嶋田に全責任をとらすことが、陛下を無罪にするための最善の方法と思います。しかして嶋田に関する限り、全責任をとる覚悟でおることは自分は確信しておる」と応じている。海軍内の「良識派」として知られる米内の非情な政治性が透けてみえるような、きわだった応答ぶりである。

　なお、東条がすべての責任をひきうけることで天皇を救おうと決意していたことはよく知られているが、東条内閣の海相であった嶋田繁太郎も、米内の発言にあるように、たしかに対米開戦責任をひきうける覚悟でいたようである。四五年九月、嶋田は終戦連絡横浜事務局長の鈴木九萬に、「海軍として真珠湾の責任を一身に引受くべきものを要する次第にて、自分がそれに当るべきものにて、自分が右責任を取らざるにおいては他に迷惑をかくべく、その意味にて自重しおれり」と語っているからである(『木戸幸一関係文書』)。




クラックホーンの記事

　ところで、東条に戦争責任を押しつけることによって天皇を救うという発想は、かなり早い段階からＧＨＱの内部で共有されていた可能性がある。四五年九月二五日に、『ニューヨーク・タイムズ』の記者、フランク・クラックホーンは天皇に拝謁し、あらかじめ提出しておいた質問への回答を文書で受けとるというかたちで、天皇との単独インタビューを実現させた。彼の記事は、その日の『ニューヨーク・タイムズ』にのり、さらに九月二九日には、ニューヨーク特電というかたちでほぼ同様の記事が『朝日新聞』などに掲載された。このうち、戦争責任の問題にかかわる質問と回答を『朝日新聞』の記事から引用すれば、次の通りである。




次に東条大将は真珠湾に対する攻撃、ルーズヴェルト大統領の言葉をかりるならば「欺だまし討ち」を行うために宣戦の大詔を使用し、その結果、米国の参戦を見たのであるが、大詔をかくのごとく使用することが陛下の御意図であったでしょうか、という質問に対し、「宣戦の大詔は東条のごとくにこれを使用することはその意図ではなかった」という意味の簡単な御返事があった。




　ここでは明らかに天皇によって東条の責任が示唆されているのである。ところが、この記事を内閣情報局が問題にし、それを掲載した各紙を発禁処分とした。その理由を情報局のスポークスマンは、「天皇は決して個人を名指しで非難することはない。その必要があれば、それは首相その他の官吏の仕事である」「〔この記事が掲載されれば〕日本の民衆は、天皇自身が東条を非難したと思うかも知れない。そうなれば安寧秩序が乱れるもととなる」などと説明した。しかし、ＧＨＱはこの措置を認めず、ただちに発禁処分の取り消しを日本政府に命じた。

　ここで問題なのは、クラックホーン記者の質問に対する天皇の回答の正文には、「陸・海軍の配備、攻撃の時間や場所など戦争の個々の作戦については、天皇はほとんど相談を受けない。それらは最高司令官だけが、ほとんどの場合、決定する。ともかく、陛下は、戦争開始の前に、正式の宣戦布告をなさるおつもりであった」とだけあって、そこには東条の責任を明示する文言はまったく含まれていなかったことである。それが、『ニューヨーク・タイムズ』に掲載された段階では、どうして事実上、東条を非難する内容の文章に変ったのだろうか。




日本側のジレンマ

　以上の過程を詳細に検討した松尾尊兊は、結局、天皇に対して厳しい態度をとっていたアメリカ国内の世論を緩和するため、ＧＨＱが東条の責任を明示する方向での記事の書き替えをクラックホーン記者に指示したのではないかと推定している(「考証　昭和天皇・マッカーサー元帥第一回会見」)。前後の状況からみて首肯しうる推定だと思われる。

　ただ、ここでは次の点にも注意をはらう必要があるだろう。すなわち、ＧＨＱの側が東条の責任を明示することによって天皇の免責をはかろうとしているのに対し、日本政府や天皇の側近グループの側は、まだそこまで踏みきれていないということである。本来、天皇制は、丸山真男が「自らの地位を非政治的に粉飾することによって最大の政治的機能を果す」と指摘しているように(「戦争責任論の盲点」)、天皇自体は非政治的もしくは超政治的存在であるというイメージが、国民の間に広範に定着することによって、初めて国民の支持を調達しうる政治システムである。そのことは、情報局のスポークスマンの談話にあるように、天皇が公けの場で公然と特定の人物を非難するようなことがもし起るならば、「政治的中立性」というイメージに大きな亀裂が入る可能性があることを意味している。後述するように(第Ⅵ章参照)、東久邇内閣に外相として入閣していた重光葵は、このことを明確に意識していた。

　だが、天皇を守るためには東条の責任を明示し、戦争責任のすべてを彼に押しつけるという方針は、堅持されなければならない。このジレンマを解決するために、天皇免責のためのその後の政治工作は、ＧＨＱや国際検察局との接触の場という、いわば「密室」のなかで、それも天皇自身の発言というよりは、むしろ重臣や側近の発言を通して具体化してゆくことになる。




３　宮中グループの動き




東京裁判対策の具体化

　他方、宮中では、四五年の末頃から天皇の側近グループたちの間で、戦犯裁判への対策が練られはじめていた。木下道雄の『側近日誌』から、その動きを追ってみると次のようになる。




　四五年一二月四日――

10時30分～11時、聖上に拝謁。〔中略〕なお戦争責任者について色々御話あり。右は非常に重要なる事項にして、かつ外界の知らざる事あり。御記憶に加えて内大臣日記〔『木戸幸一日記』〕、侍従職記録を参考として一つの記録を作り置くを可と思い、右御許を得たり。松平〔康昌〕内記部長を相手とし、予自ら作成の考えなり。




　四五年一二月七日――

午前、侍従長室に侍従長、内記部長と三人、木戸侯の文書の事につき協議。とにかく松平君相手に側近の時局に関する文書を纏まとめる事とす。




　四六年二月二五日――

７時50分～９時10分、御文庫にて拝謁。〔中略〕戦犯審判開始が漸次遅るる訳は、Ｍ司令部〔マッカーサー司令部〕に甲乙に議論ある由、厚彦王よりお話ありたる由。とにかく側近としても、陛下の御行動につき、手記的のものを用意する必要なきやにつき御下問あり。これは発表の有無は別として、内記部長をもっぱらこれに当らしむべきことを申し上ぐ。




　これをみると、フェラーズ准将と米内の会談の前にも、戦犯容疑者の逮捕や東京裁判の準備の進行を強く意識して、戦時下の天皇の行動に関する記録をまとめておこうとする動きが天皇の周辺にあったこと、天皇自身もそれに積極的であったことがわかる。




「独白録」の作成

　先にみたように、三月六日の会談でフェラーズ准将から重大な示唆を与えられた米内は、その日の手帳に、「最后における同氏〔フェラーズ〕所見は意味深長にて示唆に富むものありと感ぜり」と書きしるした。米内のこの手帳には、その日その日の面会者の名前などが簡単に記されているだけだが、フェラーズとの会談から一日おいた三月八日の欄には、「松平」と記されている。この「松平」はおそらく、内記部長から宮内省宗そう秩ちつ寮りよう(皇族等に関する事務を扱う部局)総裁に転じていた松平康昌か宮内大臣の松平慶よし民たみであり、彼を通じてフェラーズ情報はただちに宮中に伝えられたものと思われる。

　こうして、フェラーズ情報が宮中に伝えられると、天皇の行動に関する「手記的のもの」をまとめる動きは一気に具体化される。引き続き『側近日誌』によって、その動きを追ってみよう。




　四六年三月一八日――

10時30分～12時、陛下、御風邪いまだ御全快に至らざるも、かねての吾々の研究事項進しん捗ちよくすべき御熱意あり。よって御政務室に御寝台を入れ、御仮床のまま、大臣、予、松平総裁、稲田内記部長、寺崎御用掛の五人侍して、田中〔義一〕内閣よりの政変その他、今般の戦犯裁判に関係ある問題につき、御記憶をたどりて事柄を承わる。




　四六年三月二〇日――

３時～５時10分、御文庫、御政務室の御床のままお話の続き(三月十八日)を承る。大臣、松平総裁、稲田、寺崎、木下。




　四六年三月二二日――

２時20分～３時30分、松平大臣、松平総裁、稲田、寺崎、及び予、五人、第二回御前研究会を開く。




　四六年四月八日――

〔葉山御用邸にて〕午後より夜にかけて、東京より来りたる大臣、総裁、稲田、寺崎と共に陛下の御記憶を承る。




　四六年四月九日――

昨夜の継続。五人にて承る。




　この結果、作成されたのが、いわゆる「昭和天皇独白録」である。「独白録」の前言にあたる部分にあるように、それが最終的に文章化されたのは、四六年の六月一日のことだった。侍従の入江相政が三月九日の日記に、「お上は昨日より御風気、今日は御発熱で御気先もお悪いらしい。陽気も悪いし、やはり何と申上げても御心労の為であろう」と書いているように(『入江相政日記２』)、この時期の天皇は心身ともに最悪の状態にあった。それにもかかわらず、『側近日誌』にあるように、政務室にベッドを入れることまでして、自分の記録をまとめようとしているのである。やはり天皇は、東京裁判の開廷を目前にひかえた切迫した情勢のなかで、フェラーズの示唆に自己の運命を賭けようとしたとみるべきだろう。

　なお、右の前言部分では、三月一八日・二〇日・二二日各一回、四月八日二回、計五回の聞きとりを文章化したとあって、『側近日誌』にある四月九日の聞きとりには言及がない。




「五人の会」

　この「独白録」の作成に際して、天皇からの聞きとりにあたっているのは、侍従次長の木下道雄、敗戦時の宗秩寮総裁で四六年一月には宮内大臣となった松平慶民、宗秩寮総裁の松平康昌、宮内省御用掛の寺崎英成、松平康昌のあとをうけて四六年二月に内記部長に就任した稲田周一の五人だが、この五人は、天皇からの聞きとりの会を「五人の会」と称したようである。「独白録」の政治的意味あいを知るためには、この「五人の会」の活動がポイントとなるが、そのなかでも、とりわけ重要な政治的役割を果たしていたのは、寺崎英成と松平康昌であった。




４　寺崎英成の虚像と実像




『マリコ』のイメージ

　寺崎は、一九〇〇年生まれの外務官僚で、上海・北京などで勤務した後、四一年三月にはワシントンに着任して、駐米日本大使館の一等書記官として、もっとも困難な時期の対米交渉にあたった人物である。この寺崎に関しては、その娘の数奇な半生をえがいた柳田邦男の『マリコ』によって、あるイメージがつくりあげられている。そのイメージとは、アメリカ人の妻をもち日米の平和のかけ橋になろうとした知米派の外交官、あるいは対米開戦に反対した気骨ある自由主義者というものである。しかし、寺崎にはいくつかの「別の顔」があったことを、柳田は完全に見落している。
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　一つには、駐米日本大使館時代の寺崎の活動の実態である。日米交渉の際の日本の外交電報(暗号電報)がアメリカ側によってほぼ確実に解読されており、日本政府が、手の内を見すかされた状態で外交交渉をすすめていたことは、今日ではよく知られている。その解読文書などを分析した浅井信雄の興味深い研究によれば、寺崎は公式上は、野村吉三郎大使の指揮下にあったが、実際には近衛首相に直属するという特異な地位にあって、野村大使の承認なしに行動する自由と権限を本国政府から与えられていた。また、彼の実際の活動の中心は、南北アメリカ大陸を通じて設定されていた、日本側の諜報網の統轄にあり、アメリカ国内の世論の分裂を狙って、反ローズヴェルト勢力や労働団体、黒人団体などともひそかに接触を続けていたのである(「日米開戦前夜における寺崎英成の役割」)。

　戦後、ＧＨＱの内部で寺崎の公職追放が検討されたのも、寺崎がアメリカにおける日本のスパイ活動の責任者とみなされていたからであった。事実、寺崎の部下の一人として当時、日本大使館に勤務していた藤山楢なら一いちも、ポトマック河畔における秘密文書の受け渡しなど、「寺崎氏から頼まれる仕事は、いつも謎めいた部分が多かった」と回想している(『一青年外交官の太平洋戦争』)。




国粋主義者としての一面

　さらに、「自由主義者」「平和主義者」という寺崎のイメージにも、一定の修正が必要である。現に藤山楢一も、『側近日誌』の「解説」によれば、「寺崎さんは太っ腹で親分肌のところがありました。頭とう山やま満みつるを中心とした右翼団体、玄げん洋よう社しやの影響を受けており、大変な尊皇家でした」と、寺崎の国粋主義的な一面を明らかにしている。寺崎の妻グエンが書いた『太陽にかける橋』をみても、寺崎は明らかに満州事変を容認する立場に立っていたし、グエンに、「彼がロシアに対して抱いた深い恐れを、私はどうしても理解できなかった」と書かせるほどに、その反ソ反共主義にはきわだったものがあった。対米開戦の問題にしても、寺崎が当初これに消極的な姿勢を示したことは事実のようだが、ある段階からは戦争回避を断念し、浅井信雄が示唆しているように、「日本の平和意図を偽装する」ための外交活動に関与していた可能性すらあったのである。




御用掛への就任

　太平洋戦争の開戦と同時に、寺崎はアメリカ政府によって抑留され、四二年八月の交換船で帰国した。その後は病気のせいもあって、あまり重要なポストにはつかず、四四年一二月には休職となっている。その寺崎が復職し、外務省政務局勤務をへて、宮内省御用掛という重要ポストにつくのは四六年二月二〇日のことだった。御用掛への就任を要請した際、吉田茂外相は寺崎に、「宮中のＧＨＱとの連絡係は、英語は出来るが米国の事は知らず、鴨猟をやったり「ケーター」〔宴会〕ばかりしていかぬので人選をした。〔中略〕陛下の「スポークスマン」となり、天皇制護持に全力を尽してくれたまえ」と依頼している。ここでいう「ＧＨＱとの連絡係」とは明らかに松平康昌のことだが、この吉田外相の発言から、寺崎が宮中とＧＨＱとの間の政治的パイプを強化するために、政府によって宮中に送りこまれたことがわかる。

　御用掛としての寺崎の強みは、何といっても在米経験が長く、また妻がアメリカ人であるということもあってＧＨＱ関係者のなかに多くの友人をもっていたことである。なかでも、四六年一月に来日した国際検察局の捜査課長ロイ・モーガンとは旧知の間柄だった。戦時中にＦＢＩに勤務していたモーガンは、ホワイト・サルファー・スプリングスに抑留されていた日本人外交官の警備を担当しており、その時から寺崎家とは親交があった(『マリコ』)。

　寺崎の日記によれば、寺崎は御用掛に正式に就任する前の二月二日に、すでにこのモーガンと接触し、その後、「五人の会」のメンバーによる天皇からの聞きとりが始まる三月一八日までの間に、五回もモーガンと面談している。寺崎の主たる任務が東京裁判対策にあったことは、このことからも明らかだろう。

　また、フェラーズ准将とは、妻のグエンがフェラーズの遠縁にあたるということもあって、来日後、急速に親しくなった。同じく彼の日記によれば、フェラーズ准将とは御用掛に就任した二月二〇日に初めて接触し、その後、やはり三月一八日までの間に七回も面談している(『昭和天皇独白録　寺崎英成・御用掛日記』)。




「極秘の情報提供者」

　さらに、重要なのは、寺崎がＧＨＱに対する「極秘の情報提供者コンフイデンシヤル・インフオーマント」であった事実である。そのことを初めて明らかにした粟屋憲太郎の研究によれば、寺崎は、戦争を推進したと目される人物に関する具体的な情報を、国際検察局に積極的に提供していた(「東京裁判への道」)。このため、早くも四六年三月七日付の検察局の文書のなかで、寺崎は「極秘の情報提供者」として位置づけられており、いかなる人物も捜査課長の承認なしに寺崎と接触してはならないと指示されていたのである。ちなみに筆者の調査によれば、四六年五月に外務次官となる、英成の兄の寺崎太郎も、三月六日付の検察局文書のなかでやはり「極秘の情報提供者」として位置づけられており、二月二一日のモーガン捜査課長との会見のなかでも、元外相の松岡洋よう右すけを「領土拡張主義者」として名ざしで非難しているのが目をひく。

　なお、宮中記者の経験が長い藤樫凖二も、この時期、宮内大臣や侍従長などは「寺崎太郎氏と同英成氏の兄弟を顧問として」、ＧＨＱからの情報収集にあたっていたと指摘しており、英成だけでなく兄の太郎もやはり重要な役割を与えられていたようだ(『天皇とともに五十年』)。




５　松平康昌の役割




GHQとの接触

　「五人の会」のもう一人の重要人物は、松平康昌である。

[image: ]

　松平が四五年中からＧＨＱ関係者との接触を開始していたことはすでに述べたが、四六年五月に東京裁判が開廷すると、その活動にいっそうの拍車がかかった。外務官僚の加瀬俊一によれば、高松宮は、「天皇と裁判を分離するために」、ＧＨＱの幹部を夫人同伴で高松宮邸の晩餐にさかんに招待したが、その人選には松平と加瀬があたっている(「高松宮の昭和史」)。また、前掲『天皇家の密使たち』が明らかにしているように、松平はキーナン首席検察官と来日早々から頻繁に接触していただけでなく、自邸にも東京裁判の関係者やＧＨＱの幹部を招待して派手な饗応をくりひろげた。その晩餐会では宮内省大膳寮のコックが直接料理を担当したというから、このような「接待攻勢」は、まさに宮内省ぐるみの活動だった。

　ちなみに、当時、主厨長として、「天皇の料理番」をつとめていた秋山徳蔵も、ＧＨＱ要人の接待の際には、自分が直接料理を担当しただけでなく、彼らへのさまざまな付け届けなども欠かさないようにしていたと回想している。秋山によれば、この時代は、「太鼓もち同様のことをやった」という意味で、「一生のうちで最も屈辱的な時代であった」(『秋山徳蔵選集１』)。

　同時に松平は、国際検察局の尋問にも積極的に協力して、戦争を推進したと目される人物についての彼自身の人物評を供述している。たとえば、四六年五月二〇日の尋問のなかでは、すでにＡ級戦犯容疑者として起訴されている人物について言及している。その内容は、橋本欣五郎・星野直樹・永野修おさ身み・大島浩・嶋田繁太郎・鈴木貞一は対英米開戦を支持し、広田弘毅はなすべき時に何もなさずみずからの責任を回避した、また、松岡洋右は最もドグマティクな人物で、大アジア主義を実現するための戦争と三国同盟を強く支持した、などというものである。「独白録」の内容と比較してみると、東条英機に関する言及がなく、松岡・広田に対する評価が厳しいという点で共通していることに注目する必要があるだろう。




田中隆吉との関係

　さらに、松平の人脈で重要な意味を持っているのは、元陸軍省兵務局長の田中隆吉との関係である。粟屋憲太郎の先の研究によれば、牛場友彦・岩淵辰雄・殖田俊吉などの近衛人脈に連なる人々、なかでも殖田俊吉、さらには元内大臣の木戸幸一と右の田中隆吉が最も積極的に国際検察局に協力し、軍部の中心人物に関する情報などを提供することによって、東京裁判の被告の選定作業や検察側の立証に大きな影響を及ぼしている。

　少し具体的にみてみると、吉田茂の協力者でもあった殖田俊吉の場合は、陸海軍の軍人や政府高官など合計七八名の人名を記した戦犯リストをアメリカ側に提出しているし、木戸の場合は自分の日記を検察側に提供している。『木戸幸一日記』として知られるこの日記は検察側の有力な証拠書類となり、その提出は、とくに陸海軍の軍人被告にとって大きな打撃となった。そして、田中隆吉の場合は、尋問に協力して陸海軍の中心人物に関する情報を提供しただけではなく、公判廷の場にも検察側の証人として出廷し、陸軍の「内部告発者」としての役割を演じたのである。

　これらの人物のうちでとくに田中は、公判廷の場における派手なパフォーマンスと内部告発の激しさのゆえに、日本側関係者からは蛇だ蝎かつのようにきらわれた。「日本のユダ」などとして、「裏切り者」のレッテルをはる者も少なくない。しかし、東京裁判で大島浩被告の弁護を担当した島内龍起が、「田中隆吉のことを人はいろいろ悪く言いますが、あれの証言は大体本当のことを言っていますね」という河辺虎四郎元参謀次長の述懐を紹介しているように(『東京裁判』)、その証言自体のなかに大きな虚偽があったわけではない。

　また、田中は弁護側の証人としても証言台に立っており、重光葵の弁護人ジョージ・ファーネスが田中証言を、「俘虜虐待の訴因に対して非常に有効な証言でした。これは重光さんと東郷さんの弁護に非常に有効だった」と回想しているように(「東京裁判の舞台裏」)、重光や東郷茂しげ徳のり元外相などの弁護でもかなりの役割を果たしている。




田中の真意

　それでは、田中の激しい内部告発の真意はどこにあったのだろうか。田中と親交のあった新聞記者の江口航によれば、田中と江口は早くから戦犯裁判への対策を協議し、次のような結論に達していたという。




理論的にはともかく、実際上かれら〔連合国側〕が戦争犯罪の範疇をどの線にきめるかわからないが、少数の事実については最小限度誰かが責任をとらざるを得まい。〔中略〕従ってこの際出来るだけ少数の人に重い罪を背負ってもらって、その範囲をしぼるように努めるよりほかはない。またそれが多数の容疑者を救う唯一の途でもあるし、誰も罪をかぶらないと、お上に責任が及ぶことになりかねない。(『田中隆吉著作集』)




　つまり、田中の真の狙いは、戦争責任のすべてをできる限り少数の人々に押しつけることによって、天皇の訴追を回避することにあった。事実、田中の行動を難詰した元陸軍中将の池田純すみ久ひさに対して、田中は、もっと端的に、「おれの真意がわからぬのか。おれは天皇を裁判にかけないことに努力しているのだ」と反論している(『日本の曲り角』)。




松平=田中の連携

　田中自身がその手記のなかで松平のことを「私と共に、天皇の無罪に努力して来た人」と書いているように(「かくて天皇は無罪になった」)、松平康昌は、天皇の免責工作ではこの田中と密接な協力関係にあった。その二人の関係をもっともよく象徴しているのは、天皇の戦争責任問題に関する東条証言をめぐって行なわれた松平=田中の連繫プレーである。

　四七年一二月三一日の東京裁判の法廷で、東条英機被告は、「日本国の臣民が、陛下の御意思に反してかれこれするということはあり得ぬことであります。いわんや、日本の高官においてをや」と証言した。東条は自分の証言の政治的含意についてあまりに無自覚だったが、ウィリアム・ウェッブ裁判長は、この証言の重要性についてすぐに法廷の注意をうながした。なぜなら、この東条の論法でいけば、太平洋戦争の開戦は天皇の意思だったということになるからである。

　すでに天皇の免責を決めていたキーナン首席検察官は、この証言のもつ危険性に気づいてすぐに行動をおこした。キーナンは田中隆吉を通じて松平康昌に働きかけ、松平は拘禁中の木戸幸一を訪ねて東条への説得を依頼した。この結果、翌四八年一月六日の法廷で東条は、「それは私の国民としての感情を申し上げておったのです。責任問題とは別です。天皇の御責任とは別の問題」と述べて、前回の証言を事実上撤回したのである。

　田中隆吉の息子で、田中の秘書的な役割を果たしていた田中稔によれば、この東条工作のあとで田中は松平に招待され、その場で非公式に、「今回のことは結構であった」という天皇の「お言葉」を伝えられるとともに、「御下賜品」として、「ジョニーウォーカー、レッドラベルのウィスキー一本」をもらっている(『田中隆吉著作集』)。




松平と加瀬俊一

　松平の人脈で重要な役割を果たしているもう一人の人物は、すでに何回か言及した加瀬俊一である。

　加瀬はすぐれた語学力をもったエリート官僚で、戦前は松岡洋右外相の秘書官などをつとめ、敗戦後は内閣情報局第三部長と外務省弘報部長を兼任して、ＧＨＱとの折衝にあたった。この間、松平康昌や高松宮と連携しながら、水面下で天皇の免責工作に深くかかわり、四六年五月三一日には、「マッカーサー元帥の依頼を受けて」(『加瀬俊一回想録(下)』)、[image: ]A Brief Account of the Critical Period Preceding the Termination of the War, with Particular Emphasis upon the Role Played by H.I.M., the Emperor[image: ](「戦争終結直前の決定的な時期において天皇が果した役割についての簡単な説明」)をまとめている。

　この報告書は、ポツダム宣言受諾の経緯を日本政府の立場から説明したものだが、とくに、天皇の確固とした導きがあって初めて戦争の終結が可能になったこと、同様のイニシアチブを開戦時に発揮して開戦を阻止できなかったのは、憲法上の制約があったためであること、以上の二点を強調しているのが注目される。なぜなら、ここでは、「戦争を終結させるだけの力が天皇にあったのなら、開戦を阻止することもできたのではないか？」という批判が明らかに念頭に置かれているからである。

　なお、ＩＰＳ文書中に残されている加瀬ファイルのなかには、右の報告書のほかに、加瀬は松岡外相の秘書官として戦犯の疑いがあり、信頼すべき情報源とはみなせない、あるいは、加瀬は「よどみのない噓をつく人物」などと断じた尋問担当官の報告があり、ＧＨＱの加瀬に対する認識にも複雑なものがあったようだ。

　以上、寺崎と松平の動きを中心にして、「五人の会」の活動を追ってみたが、この時期の「五人の会」が、「宮中戦犯問題対策室」とでもいうべき特殊な役割を与えられていたことが理解できよう。そして、こうした「五人の会」の活動の実態からみても、「独白録」の政治的性格は明白だと言うべきだろう。すなわちそれは、東京裁判対策を強く意識しながら、直接的にはＧＨＱに対して、天皇に戦争責任がないことを「論証」するために作成された政治的文書である。




フェラーズ情報

　この間、天皇からの第二回目の聞きとりが行なわれた直後の三月二〇日の夜、木下侍従次長から天皇の退位問題に関するマッカーサーの意向を探ってほしいとの依頼を受けた寺崎は、フェラーズ准将と会談している。寺崎はその場で、きわめて重要な内容の情報を与えられた。寺崎の書いたメモによれば、この時、フェラーズは次のように語っている。




余も率直に御答え致すべし。『マ』元帥は陛下の親友なり。御退位について、自分は元帥と論議したること無きも、天皇を戦犯とする考え方に対し(極東委員会参加国にありと付言せり)元帥は反対の意見を表明し、天皇にして戦犯と指名せられんか、日本は混乱に陥り、占領軍の数は多量に増強せらるるを要すべしと華府〔ワシントン〕に報告したることあるを自分は承知す。御退位の場合には、誰が後継者となるかにつき、種々困難なる問題を生ずべく、戦犯の場合と同じく日本は混乱に陥るべし。叙上の理由により『マ』元帥は陛下の御退位を希望せずと信ず。(『側近日誌』)




　つまり、フェラーズは、アイゼンハワーにあてた一月二五日のマッカーサーの極秘電報の存在についてもふれながら、マッカーサー元帥が天皇の訴追も退位もともに希望しない意向であることを明らかにしたのである。戦争責任問題でゆれる宮中にとって、これは大きな朗報だった。また、戦犯容疑者として拘禁中の木戸幸一も、四月一八日に、外務省の太田三郎公使から、「陛下は被告または証人としては絶対に扱わぬ」という内容の「キーナン氏方面の情報」を聞いているから(『木戸幸一日記　東京裁判期』)、この頃までには日本政府もキーナン周辺の意向をつかんでいた。そして、四月三〇日に公表された検察側の起訴状には確かに天皇の名前はなかったのである。

　しかし、くり返し述べたように、国際検察局のなかには天皇を証人として喚問すべきだとする見解が依然として存在していた。ただ、天皇の側近たちが、なぜそれほどまでに天皇の証人としての出廷を恐れたのかについては少し説明がいる。

　それは、かりに天皇が出廷した場合、生なま身みの天皇の姿が公衆の面前にさらされることによって天皇の権威に傷がつけられるだけでなく、基本的には天皇自身が大きなジレンマに直面することになるからである。もし、天皇が戦争責任を免れようとするならば、東条被告などの旧指導者に戦争責任があることを明言しなければならない。しかし、そうした行為は、少なくとも結果的には天皇が「臣下」を公然と非難することを意味し、クラックホーン記者の記事が発禁となった事件の際に情報局のスポークスマンが憂慮したように、天皇と国民との間の精神的紐帯が断ち切られる可能性がある。かといって、自分にすべての責任があることを法廷で明言すれば、天皇と国民との間の一体感は強められるにはちがいないが、その場合には、天皇自身が継続裁判のなかで訴追される可能性が出てくる。いずれの場合でも天皇・天皇制がうけるダメージは深刻であり、天皇の証人喚問はなんとしても阻止しなければならなかったのである。




国内の天皇退位論

　他方で、日本の国内でも、戦争責任問題と関連したかたちでの天皇の退位論がくすぶり続けていた。四六年四月二九日の「天長節」(天皇誕生日)の記念式典で東大の南なん原ばら繁総長は、「天長節に際して」と題した講演を行ない、そのなかで、「今次の大戦において陛下に政治上、法律上の責任のないことは明白である。しかしその御聖代においてかくの如き大戦が起り、しかも肇ちよう国こく以来の完全なる敗北で国民を悲惨な状態に陥れたことについては、宗祖に対し、また国民に対し道徳的、精神的な責任を最も強く感じていられるのは、けだし陛下であろうと私は拝察する」と述べて(『朝日新聞』四六年四月三〇日付)、事実上天皇に退位をうながし、大きな注目をあびた。南原自身は、のちにこの講演について次のように回想している。




すなわち、この講演は当時の保守派の言っていた一億総懺悔ということに対する、私の批判でもあった。われわれ大学に職を奉じておるものでも、国民のどういう階層におろうと、国をあげての戦争に際して、だれ一人責任のないものはない。しかし、そうかといって一億総懺悔ということでは、結局だれも責任をとらない、責任回避です。責任にはおのずから順序がある。小学校の先生は先生で、大学の教師は大学の教師として、ことに国を代表した天皇には、おのずから道徳的・精神的な責任がある。(『聞き書　南原繁回顧録』)




　南原は、十五年戦争の末期には、高木八や尺さかとともに、「国体護持」だけを条件にした戦争の即時終結論を木戸内大臣などに献策した経験をもち、皇室に対する敬愛の情を終始失わなかった知識人でもあった。また、四六年の一月に幣原内閣の文部大臣に就任した安倍能よし成しげも、当初は南原と同様の退位論者であり、二月二〇日には牧野伸顕を訪れて、「陛下は御退位あるべきではないか」との自説を述べて、牧野の見解を質している。安倍の場合には牧野の意見をいれて、退位論を撤回しているが(『戦後の自叙伝』)、南原や安倍のような「国体護持」の立場に立った退位論が浮上してきたところに、この時期の特徴があった。その点では、天皇の戦争責任をめぐる情勢には依然として流動的なものがあったのである。

　なお、この章では、東久邇宮の天皇退位発言と「独白録」の関係だけを論じてきたが、実はこの東久邇宮発言は日本国憲法の制定にも大きな影響を及ぼしていた。連合国の対日政策決定機関である極東委員会が本格的な活動を開始することによって、占領行政が拘束されることをきらったマッカーサー元帥が、新憲法の制定を急いだこと、そのため、ＧＨＱみずからが作成した憲法草案を日本政府に強引にうけ入れさせたことは、今日ではよく知られている事実である。しかし、当初の予定では、このＧＨＱ案を基礎にした日本政府の案を四六年三月一一日までに完成させることになっていたのである(『憲法成立の経緯と憲法上の諸問題』)。

　ところが、この期限をＧＨＱ側はさらにくり上げることを日本政府に要求するようになるが、その直接の原因が東久邇宮発言だった。幣原首相などから状況の説明をうけた木下侍従次長は、この間の事情について、三月五日の日記に次のように記している。




右は憲法改正の事ながら、かくも急なるは、先日出た読売の記事、これは東久邇宮が外人記者に談かたられた御退位の問題に関すること。即ち、天皇には御退位の意ある事、皇族こぞってこれに賛成すると云う事。これが折角いままで努力したＭ〔マッカーサー〕の骨ほね折おりを無にする事になるので、Ｍ司令部はやっきとなり、一刻も早く日本をして民主化憲法を宣言せしめ、天皇制反対の世界の空気を防止せんとし、一刻も速かにこれを出せと迫り来るによる。(『側近日誌』)




　つまり、東久邇宮発言が天皇の戦争責任問題を再燃させることを恐れたＧＨＱは、天皇制が民主化され非軍事化されたことの「証し」として日本国憲法の制定を急ぐ一方で、「独白録」によって天皇の「無罪」を「論証」しようとしたのであった。

　それでは、その「独白録」のなかで、天皇はどのようなかたちで戦時下の自己の行動を説明したのだろうか。次にこの問題をみてみよう。





Ⅴ　天皇は何を語ったか
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１　二つの参考資料




「独白録」の原本

　「独白録」の内容の検討に入る前に、前提となる事項を二、三確認しておかなければならない。

　まず第一に、「独白録」はおそらく、天皇からの聞きとりをそのままのかたちで文章化したものではない。そのことを考える際の手がかりになるのは、木下道雄の『側近日誌』に収録されている「聖談拝聴録原稿」と題された資料である。この資料は菊の紋章入りで「貴春」と書かれた原稿用紙に清書されており、最初の二枚だけが残されている。これを「独白録」の冒頭にある「大東亜戦争の遠因」という小見出しのついた文章と比較してみると、後者が前者の要約であることがわかる。念のため「大東亜戦争の遠因」を引用しておけば次の通りである。




この原因を尋ねれば、遠く第一次世界大戦后の平和条約の内容に伏在している。日本の主張した人種平等案は列国の容認する処とならず、黄白の差別感〔白色人種の黄色人種に対する差別感〕は依然残存し、加州〔カリフォルニア州〕移民拒否の如きは日本国民を憤慨させるに充分なものである。また青島チンタオ還附を強いられたことまた然りである。

かかる国民的憤慨を背景として一度、軍が立ち上った時に、これを抑えることは容易な業ではない。




　ただ、全体として文章が簡略化されていることのほかに、「聖談拝聴録原稿」のなかにはあった、次のような文章のほとんど全部が削除されていた。




のみならず、私が英国を訪問して相互の親善に努力したにかかわらず、その直後において日英同盟は廃棄せられ、また軍備縮小に関する列国の対日圧迫は年に月に強化し、青島は還付を強いられ、かつ支那における排日教育は列国の弱者に対する同情の下にその根底すこぶる固く、ために日支の関係は悪化の一途をたどるの外なきに至った。




　つまり、天皇の発言のなかで、欧米列強の対日政策や対中国政策を非難している箇所が大幅に削除されており、明らかに、「聖談拝聴録原稿」の方が、十五年戦争を日本の立場から正当化する「大東亜戦争肯定論」的な色彩が強い。おそらく、この方が天皇の「本音」であろう。

　このことは、「独白録」の性格を考える上で重要である。「独白録」は天皇からの聞きとりをそのまま文章化したものではなく、もとの聞きとり原稿を簡略化し、さらにそこにさまざまな政治的配慮を働かせながら推敲しなおした文書ではないかという推測が成り立つ。




迫水手記の存在

　次に検討しておかなければならないのは、「独白録」の前言にあたる部分で、「近衛公日記及び迫水久常の手記は、本篇を読む上に必要なりと思い、これを添付す」と言及されている、二つの資料の性格である(なお、今回公表された「独白録」には、この二つの資料が添付されていない。ある段階で、資料そのものは紛失してしまったものであろう)。

　まず「迫水久常の手記」だが、これは、おそらく迫水久常が『朝日新聞』紙上に四六年一月一三日から七回にわたって連載した、「降伏時の真相」と題する手記のことをさしていると思われる。迫水はこのなかで、ポツダム宣言受諾の過程で天皇が積極的な役割を果たしたことを指摘し、とくに八月一〇日と一四日の二回の御前会議における天皇の「御言葉」を詳しく紹介しながら、天皇の「平和国家再建の大おお御みこ心ころ」を強調していた。

　迫水は重臣である岡田啓介の娘むこで、鈴木貫太郎内閣の内閣書記官長をつとめた人物だが、この時期の迫水は、次にみるように、おそらくは岡田啓介の了解のもとに、宮中と連絡をとりあいながら、天皇の免責工作に関与していた。そうしたなかで、迫水の手記は「独白録」の論点を補強する材料として利用できる、そう判断した「五人の会」のメンバーが、これを参考資料として添付したものだろう。




「聖断」の語り部

　実際、この時期の迫水の動きは活発であり、とくにさかんにＧＨＱ関係者と接触しているのが目立つ。四五年の一一月九日には、駐日政治顧問部のマックス・ビショップと会見し、ポツダム宣言受諾の経緯について説明するなかで、天皇がポツダム宣言の受諾に際して重要な役割を果たしたことを強調している(Foreign Relations of the United States, 1945, Vol.VI.)。続いて四六年二月六日には再びビショップに接触し、今度は天皇が太平洋戦争の開戦に反対していたことを示唆した。ビショップは、国務長官あての報告書のなかで迫水の言動について、「迫水氏が、天皇の戦争責任の免罪に役立つ証拠提出に寄与したいと考えたのは疑問の余地がありません」とコメントしている(『資料日本占領１』)。

　さらに、四六年に入ると迫水がたびたび木下侍従次長と接触している事実も確認することができる。『側近日誌』によれば、一月二八日に木下は迫水の来訪をうけて、「時々会見を約」し、さらに翌二九日には、迫水のような「若き四十台の各方面の士に賜茶のこと」について、天皇から「御許を得」ている。続いて二月四日には再び迫水の来訪をうけ、二月八日には迫水の天皇への拝謁が実現した。その後、二月一五日にも迫水は木下を訪れている。

　なお、その後、迫水は衆議院議員に当選し、六〇年には池田勇はや人と内閣の国務大臣に就任している。そうした政治活動の一方で迫水は、『機関銃下の首相官邸』『大日本帝国最後の四か月』などの著作をあらわし、八月一〇日と一四日の二つの御前会議の数少ない出席者の一人として、「聖断」の際の天皇の「御言葉」の「有難さ」を語り続けた。六一年頃のものと考えられる講演のなかでは、八月一〇日の御前会議に言及して、「陛下のお姿には後光がさしていたと申すほかはありません。もし絵に写すのならその尊い有難いお姿は、後光を書きそえて表わすほかはないでありましょう。私は陛下におすがりすることによって、そのお力によって救われると思いました」とまで語っている(『終戦の真相』)。

　しかし、こうして「聖断」の「語り部」となった迫水も、水面下で行なわれていた天皇の免責工作への関与については、死に至るまでふれることはなかったのである。




「近衛公日記」の意味

　では、もう一つの参考資料である「近衛公日記」とは何か。これは第Ⅱ章でとりあげた、四五年末に『朝日新聞』に公表された「近衛公手記」をさすのではないかと思われる。近衛が日記風の口述記録を作成していたのは事実だが、その大部分は戦災によって焼失し、その一部、それも東条内閣の退陣工作に関与していた時期のものが発見されたのは、六七年のことだからである。

　しかし、これが「近衛公手記」の誤記であるとした場合、それを添付したことの意味が問題となる。なぜならこの手記は、「陛下の御意図はあくまで太平洋の平和維持」にあったとしながらも、すでに述べたように、天皇の開戦責任を事実上告発する内容をもっていたからである。つまり、「近衛公手記」は、迫水の手記のように、「独白録」の主張を裏づけるための補強材料としては使えない。

　それではなぜ、添付したのか。「独白録」を読んでみると、近衛の言動に関する批判的言及が多いことに気づく。たとえば、三国同盟について言及した箇所では、「近衛の手記中において、近衛は及川を責めているが、これはむしろ近衛の責任のがれの感がある」とあり、第三次近衛内閣の総辞職についてふれた箇所では、「確乎たる信念と勇気とを欠いた近衛」とあるなど、近衛の言動は終始批判すべき対象として位置づけられているのである。

　つまり、同じく参考資料とされているとはいえ、迫水と近衛の記録ではまったく意味が違っていた。後述するように、「独白録」は天皇の開戦責任に対する弁明を目的としているが、「反証」をあげるべき重要な対象の一つとして、おそらく、この「近衛公手記」が想定されていたのだろう。それだけ天皇やその側近たちは、「近衛公手記」における天皇の開戦責任論を強く意識せざるをえなかったのである。

　以上の前提を踏まえて、それでは「独白録」の内容の具体的な検討に入ろう。




２　「独白録」の論理構成




天皇の政治関与

　「独白録」が対象としている時期は、具体的には、一九二八年の張作霖爆殺事件から四五年八月一五日の「終戦」までのほぼ一七年間である。つまり十五年戦争の全期間がカヴァーされている。では、この歴史の歩みについて、「独白録」はどのような解釈を与えているのだろうか。その論理構成を大づかみに整理してみると、次の三点が重要な論点を構成しているといえそうだ。

　第一の論点は、天皇の政治への関与の仕方をめぐる問題である。ここでは、一九二八年の張作霖爆殺事件に大きな位置づけが与えられている。関東軍参謀の河こう本もと大作大佐が満州の軍閥・張作霖を爆殺したこの事件の処理をめぐって、天皇は田中義一首相を厳しく叱責し、天皇自身の語るところによれば、田中に「辞表を出してはどうかと強い語気で云った」。その結果、田中内閣は総辞職に追いこまれる。その経過を回顧しながら、天皇は「独白録」のなかで、この事件の影響を次のように整理してみせる。




田中内閣は右のような事情で倒れたのであるが、田中にも同情者がある。久く原はら房之助などが、重臣「ブロック」と云う言葉を作り出し、内閣の倒こけたは重臣達、宮中の陰謀だと触れ歩くに至った。〔中略〕この事件あって以来、私は内閣の上奏する所のものはたとい自分が反対の意見を持っていても裁可を与える事に決心した。




　天皇は、別の箇所ではこの問題を、「この時以来、閣議決定に対し、意見は云うが、「ベトー」〔veto. 君主による拒否権の行使〕は云わぬ事にした」とも表現している。つまり天皇は、閣議決定に対しては内心異論があっても従うというのが、十五年戦争期の自分の基本的スタンスだったとしている。

　天皇のこの論理が再び登場するのは、太平洋戦争の開戦段階である。そこでは、開戦決定に反対しなかった理由について、「私は立憲国の君主としては、政府と統帥部との一致した意見は認めなければならぬ、もし認めなければ、東条は辞職し、大きな「クーデタ」が起り、かえって滅茶苦茶な戦争論が支配的になるであろうと思い」云々と説明している。

　全体を通してみると、天皇が、対米開戦決定の際になぜ拒否権を行使しなかったのか、という問いを強く意識しているのがわかる。そして、天皇は、この問いに対して、内閣の決定に従う慣行の存在を強調し、さらに拒否権を行使すれば、「米国に屈伏すると云うので」、軍によるクーデターが発生しただろうという新たな論点を付加して、全体の論理を補強しているとみるべきだろう。




天皇による拒否権の行使

　しかし、閣議決定に対して拒否権を行使できないとする天皇の主張は、形式的にすぎる見解である。第Ⅰ章で述べておいたように、天皇は「内奏」や「御下問」を通じて自分の意思を政策決定過程に反映させることが実際に可能だった。この点については木戸も、戦後の法務省官房司法法制調査部によるインタビューのなかで、「国政を総そう攬らんされるに当って、天皇がその内閣の上奏事項に対し意見を異にされることは当然あり得ることであり、立前として天皇は国務大臣の輔ほ弼ひつによって国政をなさるのではあるが、時には強い御意見を述べられることもある」とした上で、そのような時には、内閣の側が、「天皇の御意見を充分考慮した上もう一度考え直す」場合があったことを認めている(『木戸幸一日記　東京裁判期』)。

　さらにいえば、田中内閣の総辞職の時のように、天皇自身の積極的な意思表示によって内閣が総辞職に追いこまれることすらあったのである。「独白録」のなかで天皇は、「田中に対しては、辞表を出さぬかといったのは、「ベトー」を行ったのではなく、忠告をしたのである」としているが、いささか苦しい弁明である。最近、公刊された『牧野伸顕日記』をみても、この時は、天皇と牧野伸顕内大臣、鈴木貫太郎侍従長などの側近グループが、事前に田中内閣を総辞職に追いこむという意思統一をとげた上で、田中首相の叱責に踏み切っていることが実証できるからである。




松岡洋右の戦争責任

　第二の論点は、戦争に関しては誰に責任があるのか、という問題である。ここでは、軍部に直接の戦争責任があることは自明のこととされ、むしろ全体の論理の流れは、軍部に同調した政治家は誰か、あるいは、軍部の戦争政策を阻止できなかったのは誰の責任か、という方向を向いている。具体的にいえば、松岡洋右と近衛文麿の戦争責任である。

　このうち松岡に関しては、四〇年九月に締結され日本の対外政策を武力南進・英米との対決という方向に決定的に転換させた日・独・伊三国同盟に対する責任が問題とされている。その場合、「独白録」の基本的なトーンは、三国同盟の主唱者であった松岡外相が、同盟の締結が日米関係を決定的な破局に導く可能性はないという見通しで、反対派や消極派を押しきったというものであった。具体的にいえば天皇は、自分自身が三国同盟の締結を最終的には承認した理由について、「松岡の言がまさか噓とは思えぬし、半信半疑で同意した」と説明している。

　また、松岡に関しては、「吉田善吾〔海相〕が松岡の日独同盟論に賛成したのは、だまされたと云っては語弊があるが、まあだまされたのである」とか、「松岡は〔一九四一年の〕二月末に独乙ドイツに向い、四月に帰って来たが、それからは別人のように非常な独逸ドイツびいきになった。恐らくは「ヒトラー」に買収でもされたのではないかと思われる」といった、いささか「過激な」表現がめだつ。

　なお、三国同盟の問題に関連して天皇は、太平洋戦争の開戦直後に独伊との間で単独不講和協定が締結されていたために、日本の側から連合国に対する和平工作を開始することはできなかったとして、「三国単独不講和確約は、結果から見れば終始日本に害をなしたと思う。〔中略〕これには大島大使の責任が大きい」と述べている。しかし、四一年一〇月一三日の時点で天皇自身が木戸に、「対米英戦を決意する場合には、〔中略〕独の単独和平を封じ日米戦に協力せしむることにつき外交交渉の必要あり」と語っている以上(『木戸幸一日記(下)』)、Ａ級戦犯として起訴された大島浩駐独大使の責任だけを問題にするのは、いささか酷な見方であるといわざるをえないだろう。




天皇の近衛批判

　もう一人の人物、近衛についても、すでに指摘しておいたように、批判的な言及が多い。とくに、日米交渉を妥結させることによって戦争を回避させることができなかった原因が、「確乎たる信念と勇気とを欠いた近衛」という表現に示されるように、近衛の政治家としての資質や能力だけに求められている。

　その反面、近衛の「平和への努力」をまったく無視するかのような、冷やかな表現も目につく。たとえば、政府も天皇自身もすでに開戦を決意していた四一年一一月二九日の段階で、天皇は重臣グループからの意見聴取を行なっているが、近衛はその場で次のように主張して開戦に反対の意思表示を行なっていた。




午前中、政府の説明により、遺憾ながら外交交渉の継続は此上見込なしと判断するのほかなきが、外交交渉決裂するもただちに戦争に訴うるを要するや、此のままの状態、即ち臥が薪しん甞しよう胆たんの状態にて推移する中、また打開の途を見出すにあらざるかとも思われ、此の点はなお後刻当局に質したいと思って居ります。(『木戸幸一日記(下)』)




　「独白録」のなかで、天皇は、この近衛発言に対して、「「外交ではすでに平和の途がなくなった。しかしそれでもなんとかして、平和が求められないだろうか」という、極めて抽象的なもの」という否定的な評価をくだしている。また、戦争の即時終結を求めた四五年二月の近衛上奏についても、天皇は、「極端な悲観論」と決めつけている。いずれの場合にも言外に近衛に対する天皇の反感がにじみ出ているようである。

　ところで、戦争責任者の問題と関連してここで重視する必要があるのは、「独白録」のなかでは満州事変や日中戦争に対しては誰に責任があるのか、という問題がまったくといっていいほど、とりあげられていないことである。満州事変の場合は、三二年の第一次上海事変で天皇が白川義則上海派遣軍司令官に停戦を命じたというエピソードが紹介され、さらに、二・二六事件に言及した箇所で、「満州事件の張本人」というかたちで、謀略により軍事介入の口実をつくった石原莞かん爾じ関東軍参謀の名前があげられているにすぎない。また、驚いたことに、日本の国際的な孤立化への第一歩となった三三年三月の国際連盟からの脱退については、まったくふれられていない。日中戦争の場合も同様で、板垣征四郎中将を陸相に起用して戦争の終結をはかろうとした、近衛の判断ミスがとりあげられているだけである。

　このことは、三国同盟と日米交渉の問題では、松岡と近衛の責任にはっきりと言及している事実と著しい対照をなしている。こうした相違が生まれるのは、「独白録」では、後述するように中国に対する侵略戦争の責任問題がまったく視野の外に置かれているからであった。




東条に対する積極的評価

　第三の論点は、東条英機に対する天皇の信任にかかわる問題である。ここでは、日米交渉に大きな力を注いだ第三次近衛内閣を倒壊させた当の張本人である東条陸相に、なぜ組閣を命じたのかという問題がとりあげられている。

　この点について天皇はこう説明する。「東条という人物は 〔中略〕よく陸軍部内の人心を把握したので、この男ならば、組閣の際に、条件をさえ付けて置けば、陸軍を抑えて、順調に事を運んで行くだろうと思った」。つまり、第三次近衛内閣倒壊の原因についてはふれることなく東条の部内統制力だけが、ここでは強調されている。

　また、四四年の七月に至るまで東条内閣を更迭しようとはしなかった理由についても、天皇はくり返し説明しようとしている。たとえば、「東条にも多少の「ファン」があるから、倒閣は宮中の陰謀だと云われる事を避けたかったのが第一。次には東条を退けても、彼よりも更に力のある人物が得られるならば格別、その見込が無かったことが第二」などという説明がそれである。

　さらに、「元来東条と云う人物は、話せばよく判る」「東条は一生懸命仕事をやるし、平素云っていることも思慮周密で、なかなか良い処があった」という人物評にみられるように、敗戦後のこの段階でも、天皇は依然として東条に好意的だった。

　実は、天皇やその側近グループにとって、東条との関係をどう説明するのかという問題は、最大のウィーク・ポイントだった。ＧＨＱの側は、全責任を東条にになわせることによって、天皇の訴追や退位を阻止するつもりでいたが、東条内閣を天皇が強く支持していたという否定することのできない歴史的事実があり、天皇が個人的にも東条を信頼していたという事情がある以上、天皇の側から簡単に東条を切りすてることもできなかった。実際、「独白録」のなかでは、東条の実名をあげてその責任を明言することは慎重に避けられている。かといって、いまや日本軍国主義の象徴的人物となった東条を、あまりに公然と弁護することもできない。そこに「独白録」の大きなジレンマがあり、その分だけ「独白録」の論旨は歯切れの悪いものとなった。「私は東条に同情しているが、強いて弁護しようと云うのではない。ただ、真相を明かにして置きたいから、これだけ云って置く」という天皇のいい方のなかにも、天皇自身の微妙な心理のゆれを読みとることができる。

　結局、「独白録」では、天皇は立憲主義的な慣行を尊重したために開戦を決めた閣議の決定を承認せざるをえなかったというかたちで、首相であった東条の責任を間接的に示唆するとともに、天皇が東条内閣を支持したことについての釈明を行なうというやり方がとられている。




「聖断」の陥穽

　最後に、ふれておかなければならないのは、「独白録」の全体を貫く「問題意識」とでもいうべきものである。

　「独白録」のなかで常に強く意識されているのは、対米開戦の際の天皇の行動様式と、ポツダム宣言受諾の際の天皇の行動様式とを、どのような統一的な論理によって説明するのかという問題である。敗戦以来、天皇の側近グループは、ＧＨＱや国際検察局に対する接触のなかで、天皇が常に平和を望んでいたことの証しとして、ポツダム宣言受諾の際の天皇の「聖断」についてしばしば言及してきた。また、政府の当局者たちも、「国体護持」の立場から、平和の到来が天皇の決断によるものであることを、折にふれて強調してきた。

　しかし、天皇の戦争責任という問題を考える時、「聖断」論は両刃の剣となりうる。なぜなら、そうした主張は、「天皇に戦争を終結させるだけの力があるのなら、なぜその力を発揮して開戦を阻止できなかったのか？」という疑問を必ず引き出すからである。

　先に言及した加瀬俊一のＧＨＱへの報告書の場合と同様に、「独白録」のなかでも、この問いは常に意識されていた。事実、結論にあたる箇所では、これに関して次のような回答が与えられている。




開戦の際、東条内閣の決定を私が裁可したのは、立憲政治下における立憲君主として已やむを得ぬ事である。もし己が好む所は裁可し、好まざる所は裁可しないとすれば、これは専制君主となんら異る所はない。終戦の際は、しかしながら、これとは事情を異にし、廟びよう議ぎがまとまらず、鈴木総理は議論分裂のまま、その裁断を私に求めたのである。そこで私は、国家、民族の為に私が是なりと信ずる所によりて、事を裁いたのである。




立憲主義の実態

　しかし、この立憲主義の制約という論理には、論理構成上いくつかの無理がある。

　第一には、ここでいわれている立憲主義の概念が、国務各大臣の輔弼にもとづいて天皇がその大権を行使するという、きわめて限定的な意味での解釈を前提としていることである。本来、近代的な意味での立憲主義の原理を念頭に置くならば、君主が国務大臣の輔弼にもとづいてその大権を行使するという政治システムを採用しているからといって、そのことだけで、その君主制を立憲君主制とよぶことはできない。それが立憲君主制の名に値するのは、国務大臣によって構成される内閣が国民代表議会に基礎を置いている場合だけである。

　ところが、明治憲法のもとでは国務大臣の任免は、あくまで天皇の大権に属する事項であって、議会の権限とは何の関係もなかった。たしかに、大正デモクラシー運動の高揚のなかで、議会で多数を占める政党の党首が内閣を組織するという、いわゆる「憲政の常道」という政治的慣行が成立するが、そうした原理がまがりなりにも機能していたのは、二四年六月の加藤高明内閣の成立から三二年五月の犬養毅つよし内閣の崩壊までの、限定された期間にしかすぎなかった。つまり、少なくとも、太平洋戦争開戦時の天皇を、厳密な意味での立憲君主とよぶことはできないのである。




「大元帥」としての天皇

　第二に、戦前の政治システムのもとでは、限定された意味での立憲主義の原理すら機能していない領域が存在していたことである。その最大のものは、陸海軍の動員や作戦に関する、いわゆる「統帥事項」である。この統帥事項に関して天皇を補佐する位置にあるのは、陸軍の場合、国務大臣である陸軍大臣ではなく参謀総長であり、海軍の場合も、海軍大臣ではなく軍令部総長である。しかも、家永三郎によれば、この両者は天皇を補佐する単なる幕僚長であって、国務大臣のような憲法上の輔弼責任者ではない。家永はこの点を次のように論じている。




国務大臣は、天皇の意思が違法または国家のために不利と考える場合には、天皇の意思を変えさせる努力を尽す任を帯びているのであって、君命に藉しや口こうして責任を免れることのできない特別の職責を有する。〔中略〕これに対し、参謀総長・軍令部総長は、大元帥としての天皇を頂点とし、兵卒を底辺とする上命下服(絶対服従)の規律の一環をなす最高幕僚長にすぎないのであるから、天皇と意見を異にすることがあっても、その命令には服従する義務を有する。つまり、軍に関しては、天皇は輔弼者として代わって責任を負う機関をもたぬ専制君主であることを免れなかったのである。(『戦争責任』)




　つまり、統帥事項に関して実際に天皇を補佐している両総長は、憲法でいう意味での輔弼責任者ではないのだから、統帥命令たとえば真珠湾に対する攻撃命令の責任者は、天皇以外には存在しないということにもなる。

　もちろん、両総長による補佐を広義の輔弼行為とみなす見解も存在するが、少なくとも実態面でみるかぎり、国務大臣が輔弼する国務にかかわる領域以上に、この統帥の領域で「専制君主」としての天皇の行動が目立っているのは確かである。この問題を正面から論じた山田朗の最新の研究によれば、天皇の下には重要な軍事情報のすべてが集中していただけでなく、天皇自身も陸海軍の作戦に対して積極的な意思表示を行ない、軍の作戦計画に大きな影響を与えていた(『昭和天皇の戦争指導』)。つまり、統帥事項に関するかぎり天皇は「立憲君主」ではありえず、文字通りの「大元帥」だったのである。




対米開戦責任への傾斜

　「独白録」の論理構成について具体的に検討すればするほど、「独白録」とは天皇の戦争責任についての「弁明の書」であることが明確になる。またそうとらえないと、全体の論理構成を統一的に把握できない。そして、その場合の戦争責任とは、あくまでアメリカに対する責任だけを意味していたことにも注意しておかなければならない。「独白録」のなかで天皇が、「宮中が極力親英米的であったという事」を強調しているのも、そのことを間接的に明らかにしているといえるだろう。




３　「独白録」のなかの天皇像




天皇の非立憲的言動

　それでは、この「独白録」は、「弁明の書」以上の意味をまったくもたないか、といえば決してそうではない。戦争責任問題を意識した作為があることに留意しなければならないとはいえ、このようなかたちでの天皇自身の回想は、公表されているものにかぎっていえば、ほかに例がない。また、天皇の「肉声」が記録されているため、そこに天皇自身の価値観が明瞭なかたちであらわれているのも事実である。ここでは重要だと思われる点を、二点だけ指摘しておこう。

　第一に、天皇の人物評。これは、「立憲君主」という、天皇自身の自己規定とはまったく矛盾する要素をふくむさまざまな言動が記録されている。

　まず目につくのが、官僚や軍人の人事に関する天皇の積極的発言である。たとえば、三九年八月に阿部信行陸軍大将が組閣した際には、陸相の選定に関して、「私は梅津〔美治郎〕または侍従武官長の畑〔俊六〕を陸軍に据える事を阿部に命じた」とあるし、四〇年一月の米内光政内閣の成立の際にも、「米内はむしろ私の方から推薦した」として、後継首相の選定に天皇自身の意思が反映していることを認めている。これらの事実は、従来からさまざまなかたちで知られてはいたが、ここであらためて天皇自身の発言によって確認されたわけである。

　この発言とも関わって興味深いのは、天皇がかなりの「情報通」であり、全体の政治情勢を的確に把握していたことである。阿部内閣の組閣にあたって、陸相人事に積極的に介入した理由については、「当時政治的に策動していた板垣系の有末〔精三〕軍務課長を追払う必要があった」からだと説明されている。有末はイタリア・ファシズムの信奉者であり、典型的な政治的軍人の一人だが、天皇は幕僚クラスの軍人の政治的傾向まで知ち悉しつしていたことになる。

　また、石原莞爾を「満州事件の張本人」といっているところからもわかるように、天皇は満州事変が日本の軍人の謀略によって開始されたことも知っていた。いつの段階で天皇がそのことを知ったのかはよくわからないが、関東軍参謀の片倉衷ただしの回想によれば、三二年九月に満州から帰還した本庄繁関東軍司令官の拝謁の際に、天皇から、「満州事変は、一部の者の謀略との噂もあるがどうか」という「御下問」があったというから(『戦陣随録』)、十五年戦争のかなり早い段階で、天皇はその事実を知ったのだろう。ともあれ、こうした事実は、確度の高い高度な政治情報が天皇のもとに集中していたことを、はからずも教えてくれている。




好悪の情の激しさ

　さらに驚かされるのは、天皇が政治家や軍人、重臣などの人々に対してはっきりとした好悪の感情をもっているだけでなく、それを隠そうとさえしていないことである。たとえばそれは、「このような人は総理大臣にしてはならぬと思う」という宇垣一かず成しげに対する評価や、「巧猾〔狡猾〕」「結局二股かけた人物と云うべきである」という平沼騏き一いち郎ろうに対する辛辣な評価などに典型的にあらわれている。

　平沼騏一郎は、観念右翼のリーダーと目された人物であり、三九年一月に首相に就任して以降は現実主義的傾向を強めたとはいえ、天皇がその右翼的性格に一貫して大きな警戒心をいだいていたことは、よく知られている。

　もう一人の人物、宇垣一成陸軍大将は、軍人出身の政治家であり、十五年戦争下の政治史のなかでは「現状維持派」、あるいは「穏健派」とよばれるグループに属していて、「軍部独裁」を危惧する人々から何度も首相候補に擬せられた人物である。この宇垣に対する天皇の評価がなぜこれほど辛いものなのか、いまひとつ判然としないが、宇垣のもつむき出しの「政治性」が天皇から忌避されたようである。宮廷記者の藤樫凖二は、「〔天皇が〕ある将軍に対しても「あれは政治的野心があって――」と、率直に評されたことを側近から耳にしたことがある」と書いているが(『天皇とともに五十年』)、ここでいう「ある将軍」とは、藤樫の一連の著作を照合してみると、宇垣のことのようである。

　宇垣自身は、四五年一〇月に敗戦の責任を痛感するという理由で、官位勲等の「拝辞」を下村定陸相を通じて天皇に上奏しているが、天皇は、「宇垣が今後一切の公職を辞して謹慎する決意(例えば少くも一年間とか)ならば、許しても宜しいかとも思うが、間もなく代議士になるとか、会社の社長に就任するとかいうような考があっては許し難い」という理由で、この申し出を拒否している(『秘録宇垣一成』)。これを聞いた宇垣は日記に、「意外千万、〔中略〕微び衷ちゆうのお上に徹せざるは遺憾也。君くん側そくの奸かん聖明を蔽おおいあることは推測に余りあり」とその忿ふん懣まんを書きつけているが(『宇垣一成日記３』)、天皇の宇垣ぎらいには相当なものがあったようだ。




高松宮への反感

　天皇の人物評はこれにとどまらない。外相・首相経験者の広田弘こう毅きに対する評価も、やや意外の感があるほど手厳しい。だが、さらに興味深いのは、高松宮に対する天皇の次のような評価である。




高松宮はいつでも当局者の意見には余り賛成せられず、周囲の同年輩の者や、出入の者の意見に左右され、日独同盟以来、戦争を謳おう歌かしながら、東条内閣では戦争防止の意見となり、その后は海軍の意見に従われた。開戦后は悲観論で、陸軍に対する反感が強かった。




　この人物評には、明らかにある種の「毒」が感じられるが、そこには戦時下における天皇と高松宮の対立という問題だけではなく、「独白録」が作成されたちょうどこの頃、高松宮が天皇退位の際の摂政候補に擬せられていたという事情も、微妙に反映しているようだ。

　なお、天皇自身のこうした微妙な意識を反映してか、天皇側近の高松宮に対する評価はきわめて厳しい。例えば、侍従の入江相政は四七年三月一九日の日記に、その日の高松宮の発言について、「例によって例の如く、主旨は御自身の聡明さを一同に誇示しようというのに尽きている。〔中略〕どうしてこうもお違いになるものか」と記し(『入江相政日記２』)、四八年八月二九日に天皇の退位問題で芦田均首相と協議した田島道治宮内府長官も、『芦田均日記２』によれば、芦田に、「高松宮については今後も心配だ、何しろ頭がよくて＊＊＊＊＊＊＊＊と述」べている(＊印の箇所は、芦田の日記が公刊される段階で遺族の希望により削除された部分である)。




天皇観の亀裂

　ところで、こうした好悪の感情をむき出しにした天皇の人物評は、天皇個人に畏敬と親愛の情をいだいてきた人々の間に、少なからぬ波紋をなげかけることになった。経団連会長の平岩外がい四しは、次のような、印象的な読後感を九一年一月号の『文藝春秋』に寄せている。




いずれにせよ、この独白の記録は、昭和史を語る第一級の資料でございます。〔中略〕しかし、私の個人的な気持ちを言えば、昭和史のロマンが失われたという感じであります。微妙な話題が多く含まれております。現実的で、余りにも生々し過ぎます。傷つく向きへの配慮も欲しいのです。その公開には、昭和の御み代よが完全に歴史として扱われるようになるまで、十分な時が必要だったと思います。




　一般の国民が天皇に対していだくイメージは実にさまざまだが、天皇自体を「非政治的存在」とみなす、漠然とした意識は多くの人々によって共有されている。そして、その意識を共通の土台にして、あるタイプの人々は天皇に対して、「公正無私の人」という、より積極的なイメージをいだく。

　ところが、「独白録」のなかの天皇は、はっきりとした政治判断と政治的な嗜好をもって行動する存在である。そこには、「立憲主義者」といった、多分に非政治化され価値的に中立化されたイメージとは異なる、強烈な政治的主体性をもった人物の存在が暗示されている。つまり、「独白録」が微妙な波紋をよんだのは、それが多くの人がいだき続けてきた天皇のイメージにある種の亀裂を生じさせたからにほかならない。事実、「狡猾」と名指しにされた平沼騏一郎の息子である自民党の平沼赳たけ夫お代議士も、週刊誌のインタビューにこたえて、「天皇陛下が本当に人を名指して非難するようなことをされたのでしょうか。とてもお人柄に合わない、下世話な感じがするな」と複雑な胸のうちを語っている(「彼らにも「言い分」はある」)。




天皇の満州事変観

　「立憲主義者」という自己規定と矛盾する天皇のさまざまな言動について少し詳しくみてきたが、「独白録」のもう一つの意義は、それが、満州事変や日中戦争に対する天皇の考え方をかなりの程度まで浮きぼりにしていることである。

　すでに指摘したように、「独白録」の最大の関心は、対米開戦をいかに弁明するかという点にあった。そのため、満州事変や日中戦争の問題では、中国に対する加害者意識の希薄さという事情もあって、ガードがきわめて甘く、意外に「本音」が語られているように思う。

　具体例をあげるならば、天皇は日中戦争勃発直前の段階で日中両国の妥協の方策を考えたとして、その理由を、「これは、満州は田舎であるから、事件が起っても大した事はないが、天津・北京で起ると、必ず英米の干渉が非ひ道どくなり、彼我衝突の虞おそれがあると思ったからである」と説明している。重大な発言である。この発言の意味するところは、満州における軍事行動は欧米列強の干渉をまねく恐れはないが、列強の権益が錯綜する北京・天津地方での軍事行動は列強の介入をまねく可能性が大きい、このため軍事行動は極力、回避すべきだ、というものだからである。いうまでもなく、ここには、対英米関係を悪化させる可能性が少ない満州での軍事行動を容認する論理がはらまれている。

　事実、満州事変の当初は政府の「不拡大方針」を支持していた天皇も、欧米列強が対日宥和政策をとって満州の軍事占領を事実上黙認するようになると、しだいに満州事変そのものを容認するようになった。三三年一月一六日に天皇は、閑かん院いん宮のみや載こと仁ひと参謀総長に、「今日までのところ満州問題は幸によくやって来たが」、今後も、「充分慎重に事に当り、九きゆう仞じんの功を一いつ簣きに欠かぬように」と指示している(『木戸幸一日記(上)』)。明らかに、ここで天皇は、満州における既成事実の積み重ねを肯定的にとらえているのである。




日中戦争への態度

　また、日中戦争の問題でも、天皇は驚くほど率直に、石原莞爾参謀本部作戦部長などの「不拡大方針」と対立した自己の立場を語っている。「その中に事件は上海に飛火した。近衛は不拡大方針を主張していたが、私は上海に飛火した以上、拡大防止は困難と思った」「二ヶ師〔二箇師団〕の兵力では上海は悲惨な目に遭あうと思ったので、私は盛に兵力の増加を督とく促そくしたが、石原はやはりソ聯を怖れて、満足な兵力を送らぬ。私は威嚇すると同時に平和論を出せと云う事を、常に云っていた」という言明がそれである。

　この天皇の回想は、日中両国が全面的な戦争状態に移行した直後の三七年八月一八日に、天皇が、伏見宮博ひろ恭やす軍令部総長と閑院宮載仁参謀総長に、「かくの如くにして諸方に兵を用うとも戦局は永引くのみなり。重点に兵を集め大打撃を加えたる上にて、我の公明なる態度をもって和平に導き、すみやかに時局を収拾するの方策なきや。即ち支那をして反省せしむるの方途なきや」と下問したという、軍令部の記録と完全に符合している(『戦史叢書　支那事変陸軍作戦１』)。

　なお、中国問題に対するガードの甘さという問題は、三二年の第一次上海事変についての天皇の発言にもあらわれている。その発言は、「上海で戦闘地域をあの程度に喰い止め、事件の拡大を防いだのは、白川〔義則〕大将の功績である。三月三日に停戦したが、あれは奉ほう勅ちよく命令によったのではなく、私が特に白川に事件の不拡大を命じて置いたからである」というものである。天皇は、この話を自分の「平和志向」を示すエピソードとして紹介しているようだが、実はこの発言は、戦争責任問題とのからみでは両刃の剣となりうる可能性をはらんでいた。

　奉勅命令とは天皇が参謀総長・軍令部総長を通じて発する作戦命令をいうが、この場合はそれによらず、天皇が直接、軍司令官に不拡大を指示し、軍司令官がそれを実行したというのだから、天皇には戦争の拡大を阻止するだけの実際上の権限があったということにもなりかねないからである。後述するように、少なくとも側近の松平康昌は、このエピソードのもつ危険性に気づいていた。




４　「独白録」・その後




ウィロビーの回想

　これまで、「独白録」の性格や内容の問題を中心にして検討をくわえてきたが、この「独白録」の内容が実際にＧＨＱに伝えられていたのかという問題の解明が依然として残されている。結論からいえば、少なくとも「独白録」の重要な部分は、たしかにＧＨＱの側に伝達されていたと判断できる。その根拠について次に説明しよう。

　まず一つは、寺崎英成の日記である。その四六年一二月一三日の項には、「二時半、アチソン大使訪問。小生の役柄及び官名説明。同時、陛下及び皇室の事に言及す。陛下よりメモアルを伺いたる事を云う。「ア」〔アチソン〕、いつか伺いたしと言う」とある(『昭和天皇独白録　寺崎英成・御用掛日記』)。寺崎は、ＧＨＱ外交局のＧ・アチソン局長に、天皇の「メモアル」の存在を積極的に示唆しており、アチソンも興味を示している以上、渡さないまま終ったとは考えにくい。

　もう一つの、そして、より決定的な根拠は、ＧＨＱの参謀第二部(Ｇ２)の部長であり、徹底した反共主義者として知られるチャールズ・ウィロビー少将の回想録のなかの次の一節である。




東京の私の情報部は、公的に圧力をかけるという手段ではなしに、私的ルートを通じて天皇側近のある最高官吏から機密書類を入手し、さらに彼の考えを述べさせて、文書化することに成功した。〔中略〕これらの文書はきわめて重要な歴史文書といえる。大日本帝国が崩壊に瀕しているまぎわにおける、天皇の奇妙なまでに生々しい姿や、降伏時における天皇の役割が、くっきり浮き彫りされているのである。(『知られざる日本占領』)




　この記述のすぐあとで、ウィロビーは、その文書の一部をかなり長く引用しているが、その内容は、「独白録」とまさに一致していた。「独白録」の核心部分はたしかにＧＨＱ側に伝えられていたのである。

　だが、ウィロビーが引用している文書は、「独白録」そのものかといえば、実はそうではない。ウィロビーが引用しているのは、「独白録」をいわば底本にしてまとめられた松平康昌の手記、「天皇陛下と終戦」だった。この重要文書は、最近、勝田龍夫がその英文版とともに、ペンシルバニア州ゲティスバーグ・カレッジ図書館に保存されていたのを発見している(『「昭和」の履歴書』)。これによって、ウィロビー回想録の内容が完全に裏づけられたのである。




松平手記の政治的作為

　ところで、勝田が発見したこの「天皇陛下と終戦」は、「独白録」の要約版といえるものだが、いくつかの点で重大な政治的作為がくわえられている。

　一つには、この松平手記が側近の回想というかたちをとっていることもあって、「独白録」以上に、平和主義者としての天皇のイメージが強調されていることである。たとえばそれは、「陛下は信念に忠実な御性格であり、平和は陛下の御信念でありますから、二十年の御治世を通じ、陛下の総ての御努力は平和保持の一点に集注されたと申しても、決して過言ではありません」という表現のなかに端的に示されている。

　もう一つは、この手記では、「独白録」以上に「近衛公手記」に対する反論という点が明確にされており、近衛批判のボルテージもはるかに高い。とくに日米交渉の問題では、「近衛公手記には、陛下の消極的な御態度のために政府が戦争を阻止することが出来なかったかのように書かれていますが、これは総理大臣としての輔弼の責任を忘れた、公の惜むべき過誤であると言わなければなりません。〔中略〕近衛首相に平和の熱意がありましたならば、陛下の御支持により軍部を抑えて平和の保持に邁まい進しんすることが出来た筈であります」とまで言いきっている。

　また、戦争責任者の問題と関連して、東条に対する評価も、「私は東条首相が陛下に忠誠な人であったことを疑いませんが、惜むらくは矢張り軍人であり、国際政治に対する見識が狭く、陛下の平和政策の真精神を理解することが出来なかったのであると思います」となっており、「独白録」とちがって、むしろ批判的な評価が前面に押し出されている。

　ただし、東条の評価を述べたこの箇所には原本では×印が大きく付されていて、抹消しようとした形跡がみられる。東条に対する評価の問題では、依然として側近グループの側にも若干のためらいが残されていたようだ。




事実の歪曲

　いまひとつは、松平手記の場合、「独白録」以上に歴史的事実の歪曲が目立つことである。一例をあげるならば、四五年二月の重臣たちの上奏である。この時、近衛だけは敗戦を予想して即時戦争を終結することを天皇に訴えたわけだが、松平は、「〔天皇は〕戦局の見透につき意見を徴されましたが、誰も明確な御答をした者はありませんでした」として、近衛上奏の存在をまったく無視している。四五年二月の段階では、天皇はいまだ陸海軍による決戦に大きな期待をかけていた。そのことを隠すために、近衛上奏の存在そのものを隠蔽したのだろう。

　さらに、松平は、天皇が立憲君主としての制約のもとに置かれていたため開戦決定に対して拒否権を発動できなかったという点を強調して、次のように述べる。




いやしくも憲法が施行され、議会制度が維持されている一国の元首として、議会の支持を有する政府が、全閣僚統帥部主脳を網羅する、御前会議全会一致の議を経て決定しました開戦の廟議を拒否すると云うが如きは、到底考え得ない所であります。




　松平は、ここで、戦前の日本の政治システムがあたかも完全な議会主義的君主制であるかのようないい方をしている。しかし、すでに三二年の五・一五事件によって「憲政の常道」が崩壊し、さらに四〇年一〇月の大政翼賛会の成立によって、すべての既成政党が解党し議会が徹底的に形骸化されている以上、松平のこの主張は完全なフィクションである。

　また、先に述べた第一次上海事変の際の天皇の指示の問題でも、松平は、「陛下は特に大将〔白川義則〕を御前に召され、国際情勢を御説明になって、全く個人としての希望だと仰せになり、租界の安全を回復する目的を達したならば、すみやかに兵を撤収して決して長駆奥地に進撃することのないようにと、親しく御話しになり」と説明している。英文版では傍点の部分は、[image: ]as a personal request[image: ]と訳されている。

　つまり松平は、このエピソードが、天皇には軍司令官に直接停戦を指示できるだけの実際上の権限があったというように解釈されるのを恐れて、天皇は指示を与えたのではなく、あくまで個人的な見解を表明したにすぎないと、「独白録」の内容を言いかえたのであった。




底本としての「独白録」

　このように、「独白録」と松平手記を比較してみると、松平手記の方がより直截に天皇の平和志向を強調しており、内容に関しても弁明のための政治的作為が顕著である。実は「五人の会」のメンバーは、松平康昌を除けば、十五年戦争の時期に、天皇の間近にあって直接天皇を政治的に補佐した経験をもっていない。その松平にしても、内大臣秘書官長に就任するのは、二・二六事件後の三六年六月のことである。松平は右の手記のなかで、「私の記憶を辿たどって、陛下の平和に対する御信念がよく現われていると思われる二、三の御事蹟を申し述べることに致しましょう」などとして、満州事変期の出来事にまで言及しているが、ここで述べられていることは明らかに松平の直接の見聞ではなく、あくまで「伝聞」である。

　こうした点を考えあわせてみるならば、松平たちの側近グループは、それ自体独特の政治的バイアスをもつ「独白録」のなかのさまざまな情報を取捨選択しながら、天皇の戦争責任に関する弁明の論理をさらに練り上げ、その内容を手記のかたちで、時には口頭で、ＧＨＱの側に伝えていたという推理が成り立つ。その場合には「独白録」は、いわば「底本」、あるいは「種本」の役割を果たしており、「独白録」それ自体はＧＨＱ側に手渡されていない可能性もある。

　また、松平の手記にしても、それがいつの段階でＧＨＱの手に渡ったのかという点は判然としない。松平手記の英文版には、ＧＨＱのＧ２から翻訳を指示された連合軍翻訳通訳部(ＡＴＩＳ)が同手記を受け取った日付、四八年八月二三日が記載されているが、なぜ四八年というかなりあとの段階でＧ２が翻訳を命じたのか、あるいは、果たしてこれが最初の翻訳なのかといった点もはっきりしない。これらの問題については、今後、関連資料の発掘や公開を待つほかないだろう。




５　「独白録」をめぐる人脈




フェラーズの反共主義

　では、「独白録」の作成にさまざまなかたちで関与した人々の政治的な系譜とはどのようなものだったか。

　まず、ＧＨＱを代表するかたちでこの問題に関与したフェラーズ准将。彼の場合、四六年三月六日の米内光政への談話にもあるように(第Ⅳ章２節「フェラーズ准将の示唆」)、米ソの全面的対決を当然の前提としながら、共産主義に対する防波堤として天皇制を政治的に利用しようとする意識がきわめて強い人物であった。フェラーズは、四六年二月一六日の安倍能成文相との会談でも、通訳をつとめた神谷美恵子によれば、「ロシアに対して共同戦線をはってくれ」と「ほとんど哀願」し、「日本の若い世代が共産主義にはっきり対立して自由主義運動を起し、天皇御自らその先に立ち給う事、そのために天皇の御側近に誰か米国・西洋の事情に明るい有力な自由主義者を置く事」を希望している(『神谷美恵子著作集10』)。

　次に、「独白録」の直接の当事者ではないが、天皇の免責に深くかかわったキーナン首席検察官。彼も、池田純久などの日本人弁護団との懇談のなかで、「私は日本の天皇を裁判にかけないこと、また証人として法廷に出廷させないことに努力するのが第一の目的だ。いま一つは、日本の再軍備を勧めることだ。アメリカは戦いに勝った。しかし勝ちに乗じて日本の軍備を全廃すれば、アジアの赤化は火を見るより明らかである」と語って、日本側関係者を驚かしている(『日本の曲り角』)。

　実は、こうした意味での反ソ反共主義は、アメリカにおける「親日派」「知日派」の思想的特質の一つであって、彼らは占領政策を効果的・効率的に実施するために天皇制を利用しようとしただけでなく、共産主義の浸透に対する防壁という点でも、天皇制を温存しようとしたのである。戦前、駐日アメリカ大使を長くつとめ、四四年一二月には国務次官に就任したジョセフ・グルーはその典型である。

　ただし、ここで注意を要するのは、このような反ソ反共主義は当時のアメリカの対日政策の立案者のなかでは決して主流ではなかったことである。この点について藤村信は、「ルーズヴェルトの時代、そしてトルーマン政権の草創期において、アメリカの最高政策グループのなかでは、戦後アメリカの世界政策は老いたる大英帝国主義の跡を追ってはならない、米英の友好関係に米ソの友好関係を優先的に重ね合わせてまずいことはひとつもない、という考え方が支配的であったことを思えば、グルーのソ連に対する一本気の憎悪は《異様》でさえあります」と書いている(『ヤルタ―戦後史の起点』)。

　「東西対立」を当然の前提とする時代を生きてきた現代の私たちは、あまりにも冷戦的思考にとらわれすぎて、その《異様》さをともすれば見落しがちになるが、彼らの路線がアメリカの対日政策の中心にすえられるようになるのは、四八年に入ってからのことだった。そのメルクマールは四八年一〇月九日の国家安全保障会議の決定であり(ＮＳＣ文書一三／二)、これによって冷戦体制への移行を前提とした対日占領政策の転換が、公式に承認されたのである。




日本側の反共主義

　同様の政治哲学は、やはり日本側関係者のなかにも見出すことができる。寺崎英成の反ソ反共主義についてはすでに述べたが、ＧＨＱの外交局長であったウィリアム・シーボルトも、寺崎英成＝「テリー」について、「戦後日本の土壌に共産党は急速に成長したが、これに対抗する手段は何もとられなかったといって、テリーはたびたび憂慮していた。彼は、〔中略〕総司令部が日本共産党に対して余りにも寛大な態度をとり過ぎるのは危険だ、との信念を強調していた」と回想している(『日本占領外交の回想』)。

　天皇自身にとってもまた、このような冷戦型の思考方法の方がなじみやすかったようだ。そもそも天皇が戦争の即時終結という方向になかなか踏み切れなかったのは、ソ連の出方に対する警戒心が人一倍大きかったからである。四五年五月五日、木戸内大臣はこうした天皇の判断とその変化を、次のように近衛に説明している。




従来は、〔日本軍の〕全面的武装解除と責任者の処罰は絶対に譲れぬ、それをやるようなら最後まで戦うとの御言葉で、武装解除をやれば蘇聯〔ソ連〕が出て来るとの御意見であった。そこで陛下の御気持を緩和することに永くかかった次第であるが、最近(五月五日の二、三日前)御気持が変った。二つの問題も已やむを得ぬとの御気持になられた。(『高木海軍少将覚え書』)




　また、四七年九月二〇日、天皇は寺崎英成を通じて、沖縄に対するアメリカの軍事占領を継続するよう要望した覚書を、マッカーサー元帥あてに提出している。いわゆる「沖縄メッセージ」がこれだが、そのなかで天皇は軍事占領の継続を必要とする理由を、「このような措置は、日本国民の間で広範な賛成を得るであろう。彼らは、ロシアの脅威を懸念しているだけでなく、占領が終わったのちに右翼および左翼勢力が台頭し、日本の内政に干渉するための根拠としてロシアが利用しうるような「事件」を引き起こすのではないか、と懸念しているのである」と説明している。

　進藤栄一が「分割された領土」で指摘しているように、この「沖縄メッセージ」の段階では、ソ連側に対米協調路線が存在し、それに呼応する対ソ協調路線がアメリカ国務省内にも存在していた。それにもかかわらず、ここで天皇は、米ソの全面的対決とアメリカの世界戦略への日本の全面的協力を前提とした提言を行ない、のちの「片面講和」の内容を事実上、先取りしているのである。




G２との関係

　さらに、宮中とＧＨＱとの間のパイプにも独特のかたよりがあった。皇室担当の記者として長い経歴をもつ岸田英夫の『侍従長の昭和史』によれば、当時、ＧＨＱと宮中との間には二つのパイプがあったという。一つは「松平ライン」で、これは松平康昌が、東京裁判対策のためにキーナン首席検察官と連絡をとっていたものである。もう一つは大金益次郎の「大金ライン」で、大金は四六年五月まで宮内次官をつとめたのち、藤田尚徳のあとをうけて侍従長に就任した人物であり、先に述べた右翼の田中清玄の拝謁も、この大金が強力に後押ししている。

　この「大金ライン」でＧＨＱとの窓口になっていたのが寺崎英成であり、この大金=寺崎のラインは、主としてＧＨＱの参謀第二部(Ｇ２)と接触を保っていた。ＧＨＱのなかにあって占領初期の民主化政策を強力に推進したのはＧＳとよばれた民政局であるが、このＧＳと対立関係にあったＧ２と「大金ライン」は接触していたわけである。そして、そのＧ２の部長はナチスの礼讃者で徹底した反共主義者として知られるウィロビー少将である。

　このように、「独白録」をめぐる人々の政治的系譜をたどってみると、宮中グループはＧＨＱ内部の反ソ反共主義と結びつくことによって、天皇の免責をはかろうとしていたことがわかる。換言すれば、宮中グループは冷戦への転換という情勢の変化に大きな期待をかけ、その転換を促進し推進する陣営に積極的に身を置くことによって、天皇の訴追と退位とを阻止しようとしたのである。

　以上、作成の経緯やその内容に即しながら、「独白録」のもつ政治的意味について考えてきた。しかしこの「独白録」は、アメリカの対日占領政策と戦後日本の保守体制の形成という、より幅広い政治的・歴史的文脈のなかで位置づけることも可能である。そのためには、旧勢力の戦争責任の追及を目的とした東京裁判についての分析がどうしても必要となる。





Ⅵ　東京裁判尋問調書を読む
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１　ニュルンベルク裁判との相違




当・不当論争の限界

　一九四六年五月三日に開廷し、四八年一一月一二日に刑の宣告を行なった極東国際軍事裁判いわゆる東京裁判は、その開廷の当初から現在に至るまで、多分に政治的・イデオロギー的な色彩をおびた激しい論争の対象となってきた。その論争の争点をあまりに単純化して整理することは慎まなければならないが、少なくともその論争の最大の焦点の一つが、「文明」の名において日本の「重大戦争犯罪人」を裁いたこの裁判の、正当性をめぐるものであったことは確かである。

　しかし、敗戦後すでに半世紀ちかい歳月が流れ、裁判に関する諸資料の公開によって裁判の実態がかなり明らかになってきている今日、こうした当・不当論争の枠組だけにこだわり続けることには、あまり意味がない。なぜなら、近年公開がすすんでいるアメリカ側の諸資料が教えているように、東京裁判は、一面では日本の保守勢力の水面下における積極的な協力をえながら行なわれた、その意味での「国際裁判」であり、そこでは、「アメリカ対日本」「連合国対日本」という単純で硬直した対立の図式は、ほとんど意味をもたないからである。




冷戦との関連

　ところで、日本の保守勢力の東京裁判への対応をみる上で、前提として確認しておく必要があるのは、ナチス・ドイツの指導者を裁いたニュルンベルク裁判との相違である。

　この点で第一に指摘しなければならないのは、四五年一一月二〇日から四六年一〇月一日までニュルンベルク市裁判所で開かれたニュルンベルク裁判の場合、第二次世界大戦後の比較的早い時期に行なわれたということもあって、米ソ英仏四大国の協調がまがりなりにも保たれたことである。実際、裁判官や検察官の任命の仕方などをみても、裁判長や検察委員会議長の輪番制など、ニュルンベルク裁判の場合には、四大国の平等という原則が確立されており、四大国の協調に大きな配慮が払われていた。

　これに対して東京裁判の場合には、裁判の進行と冷戦への転換の過程がほぼ並行していたため、裁判の主導権を握ったアメリカの対日宥和政策が裁判の性格に少なからぬ影響を及ぼすことになった。国際法に違反する細菌戦の研究・開発にあたっていた七三一部隊の戦争犯罪が、アメリカの軍事的必要性から免責されたり、当初、第二、第三の継続裁判を想定して拘禁されていたはずの多数のＡ級戦犯容疑者が、つぎつぎに不起訴処分となり、釈放されていったことなどは、そのことを象徴的に示している。

　また、裁判長や首席検察官の任命自体が連合国総司令官としてのマッカーサー元帥の権限に属しているなど、ニュルンベルク裁判と比較した場合、はるかにアメリカ一国の国益が反映しやすいシステムを採用していることも重要である。なお東京裁判の場合、裁判官はアメリカ・イギリス・フランス・中華民国・カナダ・オーストラリア・オランダ・ニュージーランド・ソ連・インド・フィリピンの各国から計一一名が任命されている。




機密文書の湮滅

　もう一つの重要な相違点は、証拠書類の有無である。ニュルンベルク裁判の場合、検察側は、ドイツ国内に侵攻した連合軍が各地で押収したドイツ側のドキュメントのなかから、ナチスの犯罪を立証する重要な証拠書類を数多く入手することができたのに対し、東京裁判の場合にはそうした文書資料の入手には大きな限界があった。

　なぜなら日本の場合、ドイツと異なって、連合軍の日本本土への侵攻の直前に「終戦」が実現した。そのため、ポツダム宣言の受諾決定から、最初の米軍先遣隊が厚木飛行場に到着する八月二八日までの間に、ほぼ二週間の「空白期」があり、この期間を利用して軍関係文書を中心にした機密文書は徹底して焼却されたからである。陸軍の場合、元陸軍大佐の服部卓四郎によれば、「終戦の聖断直後、参謀本部総務課長及び陸軍省高級副官から、全陸軍部隊に対し、機密書類焼却の依命通牒が発せられ、市ヶ谷台〔陸軍中央官かん衙がの所在地〕上における焚書の黒煙は八月十四日午後から十六日まで続いた」という(『大東亜戦争全史』)。

　こうした焼却命令の徹底さをよく示しているのは、憲兵司令部からの通牒である。すでに憲兵司令部は八月一四日・一五日の両日にわたって「秘密書類の焼却」を各憲兵隊に指示していたが、八月二〇日には再度通牒を発し、「従来左の如き所に〔秘密書類の〕残紙あり。思わざる失態を演じたる事例多」しとして、残紙の再調査と焼却を指示している。ここで例示されている場所は、「机、抽ひき斗だしの奥に附着せるもの」「机その他の動揺止めのため脚下等に挟みたるもの」「棚の奥または下等に落込みたるもの」「焼却場に焼残りたるもの、焼却場の周囲に散乱せるもの」「私物参考書に綴込みたるものの整理漏れのもの」「その他書類庫、物置等の整理漏れ又は床上等に散乱せるもの」など微細にわたっており、さらに、「家宅捜索を考慮し、各自の私宅に所有しある書類ならびに手紙類に至るまで全部調査焼却すること」と指示されている(「極東国際軍事裁判速記録」第一四八号)。

　このような軍の焼却命令は、市町村レベルの兵事文書にまで及び、警察のルートを通じて、陸海軍の動員関係の書類の焼却が各市町村の兵事係に命じられた。しかし、敗戦という混乱のなかでの命令であったため、多くの市町村役場では、動員関係以外の兵事文書まで、すべて焼却してしまったようである(『村と戦争』)。

　また驚くべきことに、各新聞社に対しても、「戦争に関する記録写真をすべて焼却すべしという圧力」が軍部からかけられ、毎日新聞社などを除く多くの新聞社で、フィルムや乾板の処分が実際に行なわれている(『新聞カメラマンの証言』)。




証言に依存する裁判

　この結果、検察側は、裁判の準備と公判廷の両方の過程で、日本人関係者への尋問から得られた情報や関係者からの証言に大きく依存せざるをえなくなるが、そのことのもつ意味は、きわめて重大である。

　なぜなら、こうした事情のために、日本側としては、尋問や検察側証人としての出廷に積極的に協力することによって、被告の選定や判決の行方にかなりの影響を及ぼすことが可能になったからだ。また、公判廷の場において、検察側・弁護団側の双方とも関係者の証言に大きく依存することになった結果、裁判の進行は大幅に遅れ、結審までに多大の時間を費やすことになるが、そのことも日本側に有利に作用した。裁判が長びけば長びくほど、冷戦の進行による米ソ対立を意識的に利用できる余地がひろがったからである。

　たとえば、四七年四月に開始された日中戦争に関する弁護側立証をみてみると、弁護側が日中戦争の反共戦争としての性格を実態以上に強調しようとする意図をもっていることがはっきりと感じとれる。つまり、日本軍の軍事行動を、共産主義の拡大を阻止するためのものであるとして、裁判所側の「理解」を求めようとしているのである。

　また、ＵＰ通信の記者として東京裁判を取材していたアーノルド・ブラックマンも、「弁護側はしばしば故意に議事を妨害した。弁護人のなかには、何年も経ってから、自分たちはいろいろな動議を提出することで、裁判をだらだらと長引かせたのだと私に認めた人もいる。そうすれば、連合国の間に意見の不一致が生ずるだろうし、中国、アメリカ、日本がソ連に対抗して一致団結するであろう、それをもって依頼人である被告の主張を強化しよう、と考えたからであった」と証言している(『東京裁判』)。

　実際、冷戦への転換は、実際の審理に少なからぬ影響を与えた。四七年五月からは対ソ侵略問題に関する弁護側の立証が始まるが、弁護側に有利な内容をもった資料が証拠として受理されるなど、このころから、裁判所の側の姿勢にも微妙な変化があらわれはじめてきたからである。

　さらに、公文書がほとんど存在しないという状況は、天皇の免責をきめていたＧＨＱにとっても大きな意味をもった。公文書が存在しない以上、天皇の「無罪」を「論証」するための「証拠」を、それ自体大きな政治的バイアスをおびた日本人関係者の供述や証言のなかから自由に選択することが可能になったからである。




戦略爆撃調査団の事例

　右に述べてきたような因果関係を間接的に裏づけているのは、アメリカ戦略爆撃調査団の活動である。

　アメリカ戦略爆撃調査団は、日本に対して実施した戦略爆撃の効果を総合的に判定するため、四五年九月から日本での調査活動を開始していたが、その際、大きな障害となったのは、戦災の影響などによって公文書がほとんど残されていないという現実だった。このため、日本での調査活動は、ドイツでの調査団の活動と比べて、はるかに大きく日本人関係者からの尋問に依存することになり、同調査団は、七〇〇名以上の日本人関係者を尋問した。その尋問の際に調査団のメンバーを驚かせたのは、日本人の態度がきわめて協力的だったことである。調査団の一員として来日していたトーマス・ビッソンは、妻にあてた手紙のなかで、「それにしてもわれわれが保守派の官僚たちを何人か尋問して、彼らの口から、われわれ調査団が望むすべての経済関係データを提供するのを聞くのは、皮肉なものだ。〔中略〕明らかにこれは、データをわれわれに提供することによって自分をなくてはならぬ人間だと認めさせようという気持ちがあるからだ」と書いている(『ビッソン日本占領回想記』)。

　しかし、このような尋問への過度の依存は、一方で調査団の調査結果にも微妙な影響を与えた。戦略爆撃調査団のファイナル・レポートのなかには、ポツダム宣言の受諾に至る日本側の政治過程を分析したレポートが収録されている。“Japan's Struggle to End the War”と題されたレポートがそれだが、ほとんど関係者からの供述だけを基礎にしてまとめられているこのレポートは、結果的にみて、ポツダム宣言受諾の方向で動いた天皇を中心とした人々の「平和への努力」を高く評価するだけの、平板な内容になってしまっている。とくに、迫水久常の証言が、全体の論旨に大きな影響を与えているのは明らかである。

　右の点を踏まえた上で、次に日本の保守勢力の尋問や証言への協力を具体的にみてみることにしよう。




２　尋問への協力




ＩＰＳの尋問調書

　機密文書の扱いをうけていた国際検察局(ＩＰＳ)の内部資料が、機密の指定を解除され一般に公開されたのは七〇年代の半ばのことである。そして、この膨大なＩＰＳ文書を駆使して東京裁判の準備過程に本格的な分析のメスを入れ、近衛グループや木戸幸一、田中隆吉などの人々がＩＰＳの尋問に積極的に協力することによって、被告の選定に大きな影響を及ぼしたことを、最初に明らかにしたのは、粟屋憲太郎の業績である(「東京裁判への道」)。

　しかし、ここで注目する必要があるのは、右の人々だけでなく、「五人の会」の活動とあたかも連繫するようなかたちで、この時期、実に多くの日本側要人がＩＰＳの尋問に積極的に協力し、ＩＰＳの捜査活動にある方向性を与えようとしているようにみえることである。ＩＰＳ文書のなかには三〇〇ほどの被尋問者のファイルがあり、また「内閣」「企画院」などといった件名別のファイルのなかにも多数の関係者の尋問調書が綴じこまれているから、実際に尋問をうけた日本人の数はおそらく四〇〇名をこえるだろう。この節ではこの尋問調書によりながら、積極的な協力ぶりが目立つグループの動きを、代表的な人物の言動を追いながら具体的にみてみることにしよう。




重臣グループの供述

　まず第一のグループは、重臣グループである。一般に重臣とは、首相経験者および枢密院議長をさすが、「重臣ブロック」などという用語のように、侍従長や内大臣などの天皇側近の重職者をさす場合もある。また重臣とよばれる人々のなかでも、天皇からの信頼度という点では実際にはかなりの濃淡があるのが現実である。

　ここで分析しようとしている尋問との関連でいえば、天皇からの信頼のあつい二人の重臣、岡田啓介と米内光政の二人がある見通しをもって尋問に対応しているようにみえる。

　その二人のなかでも、より明確な方向性をもって尋問に応じているのは、米内光政である。米内に対する尋問は、四六年の三月と五月に行なわれているが、そのなかで米内は、天皇は太平洋戦争の開戦に個人的には強く反対していたが、開戦が内閣の一致した結論であったため、やむなく開戦決定を承認したとして、天皇の立場を強く擁護している。さらに、陸軍の中堅将校が好戦派を形成したと供述した上で、満州事変や三国同盟に責任のある陸軍の軍人として土肥原賢二と板垣征四郎の名前を、日本のファシズム化を推進した軍人として武藤章の名前を再三にわたってあげ、武藤を陸軍の中堅層の政治的代弁者であったと断言している。また、政治家のなかでは、松岡洋右が陸軍の影響下にあったと供述しているのが印象的である。
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　米内証言で注意をひくのは、「独白録」と同じ論理で天皇の開戦決定を弁護していること、やはり「独白録」と同様に、松岡洋右は名指しにされているものの東条の責任についての直接の言及がないこと、の二点だろう。

　さらに、米内がＩＰＳとの関係が深い重臣の一人だったことも確認しておく必要がある。緒方竹虎の言い方を借りるならば、キーナン首席検察官は、「米内の善き理解者」であったし、米内自身がＩＰＳのスタッフと頻繁に接触していたのも事実のようだ(『一軍人の生涯』)。

　もう一人の重臣、岡田啓介の尋問は、四六年の二月から三月にかけて行なわれている。岡田は、米内ほど露骨には戦争責任者の名前をあげてはいないが、天皇の開戦決定に関連して次のように主張しているのが注目される。
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　一つは、第三次近衛内閣の総辞職をうけて後継内閣について協議した四一年一〇月一七日の重臣会議の席上で、陸軍の若手将校を統制できる人物という理由で、すべての重臣が東条を推薦した、と強調していることである。この点は、「独白録」と同様の論法である。

　もう一つは、天皇や重臣の多くが太平洋戦争の開戦に反対であったことを強調しながら、彼らが陸軍と正面衝突してまで開戦を阻止しようとはしなかった理由についても説明し、もし陸軍との正面衝突になれば、陸軍が天皇に退位を強要して全権を掌握する可能性があったとしている点である。また岡田は、荒木貞夫大将が陸相時代に天皇を退位させ、〝ヤング・プリンス〟を即位させる計画をもっていたとも供述している。総じて岡田の場合、天皇やその側近の力を過小に、陸軍の権力を過大にえがくことによって、天皇を弁護しようとする傾向が強い。

　また、岡田の証言できわだっているのは、海軍が侵略政策に対して一貫して反対の態度をとったことを強調することによって、事実上、すべての責任を陸軍に転嫁しようとしていることである。尋問官の側も、さすがにこの点については気づいていて、三四年一二月のワシントン海軍軍縮条約の廃棄通告問題などをとらえて、海軍の軍拡政策を追及しており、この問題では岡田自身もかなり苦しい弁明をよぎなくされている。

　ともあれ、岡田のこうした積極的な供述ぶりをみて、尋問官の側も岡田の利用価値を認識したようだ。ＩＰＳの執行委員会にあてた尋問報告書のなかで、この尋問担当官は、岡田を検察側証人として採用することを勧告した上で、「私の印象では、岡田は、日本のために喜んで証人になるだろう」と述べている。




海軍の提督グループ

　尋問に積極的に協力している第二のグループとしては、海軍の提督たちをあげることができる。そのなかでもとくにきわだった供述をしているのは、元連合艦隊参謀長の福留繁中将だが、海軍グループを代表する人物として、この福留の尋問をみてみよう。

　福留は連合艦隊参謀長時代の四四年四月に、フィリピンのセブ島で抗日ゲリラの捕虜となり、重要機密書類を奪取された経験をもつ。捕虜となることを事実上禁じられていた当時にあっては、これは前代未聞の不祥事だった。それにもかかわらず、福留はその責任を問われることなく、その後も栄達の道をあゆみ続けたという点で、下には厳しいがみずからには甘い海軍上層部のなれあい体質を象徴する人物である。

　その福留に対する尋問は、四五年一二月に行なわれている。内容を要約するならば、海軍は対米開戦には反対であり、それを誘発する可能性があった満州事変・日中戦争・三国同盟にも反対の姿勢をとった、そうしたなかにあって戦争を推進したのは佐藤賢了や武藤章などの陸軍の中堅将校であり、東条英機は彼らの代弁者であった、というものである。そして、東条への協力者として、岸信介と星野直樹という二人の文官と、陸軍中将で元企画院総裁の鈴木貞一などの名前をあげている。

　尋問に対する福留の姿勢はきわめて協力的なものであり、尋問官も尋問報告書のなかで、「福留提督はたいへん協力的な証人であって、何事もつつみかくさず、全ての質問にフランクに答える」とコメントしている。

　なお、先にみた二人の重臣はともに海軍の提督でもあり、尋問に積極的に協力した重臣グループは、実際にはこの提督グループと重なっていることになる。




外務官僚

　第三のグループは外務官僚である。ここでは東京裁判で有罪の判決をうけたとはいえ、比較的軽い量刑ですんだ重光葵(禁錮七年)と東郷茂徳(禁錮二〇年)のケース、それから重光のあとをうけて四五年九月に外相に就任した吉田茂のケースをみてみよう。

　重光は、敗戦後の東久邇内閣に外相として入閣したが、独自の戦争責任論を主張して他の閣僚と対立した。その戦争責任論とは、彼の手記によれば次のようなものであり、保守派の戦争責任論としては注目すべき内容を持っていた。




日本において責任なきは陛下と国民なり。指導者はいずれも何等かの責任をとりて可なり。これによって国体は維持せられ、国は救わるべし。陛下も責任なきことを自ら語らるるは不可のみならず、却って国体を破るものなり。陛下に責任なきは、臣下我々において敵側に納得せしむべきなり。上層部が責任廻避、もしくは転嫁を行うは内乱の基なり。(『続重光葵手記』)




　これは、ある意味では「独白録」のような弁明に対して保守派の内部から発せられた最も痛烈な批判を意味している。こうした立場から重光は、先に述べたクラックホーン記者の天皇との会見記事(第Ⅳ章２節「クラックホーンの記事」)についても批判的だった。そのことを考えると、記事の発禁を指示したのは、あるいは重光であったかもしれない。

　しかしその重光も、逮捕命令が発せられた四六年四月二九日の直前に、外務省の〝ミスター・カセ〟(加瀬俊一か)を通じてＩＰＳに接触し、みずから情報の提供を申し出ていたのであった。その結果実現したＩＰＳ関係者との会見のなかで、重光は、満州や中国に対する膨張政策を推進した政治的軍人のリーダーとして、荒木貞夫・小磯国昭・板垣征四郎・東条英機の名前を、一連のクーデター計画に関与していた疑いのある将軍として、宇垣一成・南次郎・小磯の名前をあげ、さらに、大島浩と白鳥敏夫は三国同盟の締結に直接の責任を負っているとして、この二人を激しく非難している。

　また重光の場合、戦争を挑発したという理由で「新興財閥」を非難し、近衛の軍国主義者との「闘争」を高く評価しているのが特徴的である。

　もう一人の東郷茂徳の尋問は、四六年の二月から四月にかけて行なわれている。重要な点としては、自分が対米戦回避のためにあくまで努力したことを強調しながら、日米交渉に際して東条が強硬な姿勢をとったことを再三にわたって強調していること、戦争に対して直接の責任がある人物としては、東条のほかに、嶋田繁太郎海軍大将、鈴木貞一企画院総裁、東条内閣の書記官長だった星野直樹の名前をあげていることなどがポイントだろう。

　また、木戸に関しては、木戸が天皇に大きな影響力をもっていたと言明して、暗に木戸の責任を示唆しているのが印象的である。

　なお、東郷が対米戦回避のために日米交渉に大きな力を注いだのはたしかに事実だが、四一年一一月二六日にアメリカ側が中国からの撤兵などを求めたハル・ノートを提案してきてからは、その彼も明白な戦争支持派に転じた。このことは彼の尋問調書からもうかがえる。また、この東郷の戦争支持については、外務省顧問の佐藤尚武も、四一年一二月二日に重光を訪問し、「戦争に導かんとする東郷外相の態度に反抗して、三度ばかり不愉快なる論争を行い、一昨日(卅日)は遂に物分れとなり、顧問の職を辞するに至れり」と東郷の強硬姿勢について説明している(『重光葵手記』)。

　三人目の吉田茂の場合は、「硬骨漢」と評される彼の性格を反映してか、個人の責任にかかわる言明は意識的に避けたようだが、それでもまったく尋問に協力しなかったわけではない。四六年四月に行なわれた尋問のなかで吉田は、近衛と親しい関係にあったことを明言するとともに、東条への組閣の大命は木戸の助言にもとづくものとして、暗に木戸の責任を示唆している。また吉田は、財閥の戦争への関与や支持を正面から否定して、財閥はビジネスの領域にまで軍部が介入してくるのを常に恐れていたと供述している。

　総じて外務官僚の尋問のなかでは、東条グループの戦争責任が明確に指摘されているのが目立つ。




政党人・財界人

　政党人に対する尋問は、十五年戦争期に彼らが権力の中枢にはいなかった関係もあってか、あまり多くはない。ここでは鳩山一郎と金かな光みつ庸つね夫おをとりあげてみたい。鳩山は政友会の幹部で、「翼賛議会」では反主流派を形成し、戦後は日本民主党・自由民主党総裁として内閣を組織した。これに対し、金光は同じく政友会の代議士だが、翼賛政治会常任総務などとして、戦時下の「翼賛議会」の中心的メンバーの一人であった。戦後は自由党の顧問。なお、二人とも戦犯容疑者として逮捕されたことはなかったが、のちに公職追放の処分をうけることになる。

　鳩山に対する尋問は、ＧＨＱの対敵諜報部(ＣＩＣ)の手によって四六年八月に行なわれ、そのレポートがＩＰＳの鳩山ファイルのなかに綴じこまれている。ＣＩＣによるこの尋問のなかで、鳩山は、大政翼賛会創設時の主導権を握った軍国主義者として陸相の東条と陸軍省軍務局長の武藤章の名前をあげ、さらに政党政治を攻撃した人物として大川周明と松岡洋右の名前をあげている。また、政党政治を内部から右傾化させた政治家として、政友会の中島知ち久く平へいを非難している。

　この鳩山の供述のなかで注目に値するのは、彼の中国観である。すなわち鳩山は、日本と中国とはお互いに経済的提携を行なう必要があったにもかかわらず、中国の内部に日本とのいかなる提携も拒否する強硬派が存在していたため戦争となった、また、日本人は中国に、満州国と同じような共産主義の侵入に対する緩衝国家を創出する必要があると感じていた、などと供述している。いうまでもなく、ここでは中国に対する日本の侵略がまるごと肯定されており、そこに鳩山の「自由主義」の大きな限界をみてとることができる。

　一方、金光の尋問は四六年六月に行なわれているが、調書自体はごく簡単である。その内容は、第二次近衛内閣の厚生大臣として入閣して以来、自分は日本経済のナチ化に対して一貫して闘い、とくに全面的な計画経済への移行を目的とした「経済新体制」の問題では、これに断固として反対して、東条陸相や星野直樹企画院総裁と対立した、というものである。また金光は必要ならいつでも公判廷の証言台に立つと言明して、ＩＰＳへの協力を約束している。

　しかし、金光は翼賛政治を推進したという経歴上の「傷」をかなり気にしており、四五年一二月には、マッカーサー元帥に釈明のための手紙を送っているが、その現物がＩＰＳ文書中の金光ファイルのなかに綴じこまれている。これによれば金光は、「閣下におかせられては、目下戦争責任者御ご詮せん議ぎ中の由に候処、我国における政党人の通弊として反対者側より種々の中傷もこれ有るべし」として、「対米対支問題、並に議会政治問題に就て」と題した弁明書を、マッカーサーあての手紙に同封しているのである。

　次に財界人の尋問の問題だが、これに関しては、準備と時間の不足から、ＩＰＳの側としても充分な予備調査や尋問ができなかったようだ。実際、財界人に対する尋問は数自体も少なく、国務大臣の経歴をもつ藤原銀次郎や池田成しげ彬あき、小林一いち三ぞうなどが尋問をうけ、三井・三菱などの既成財閥の戦争責任を否定する内容の供述を行なっているのが目につく程度である。




尋問への対応の特徴

　以上のような尋問の状況をみてみると、次の二点が確認できると思う。

　第一には、相互に見解や思惑のちがいをはらみながらも、ほとんどの供述が、天皇を擁護し、戦争責任を東条や武藤などを中心にした少数の陸軍軍人とその協力者にになわせるという方向性をもっていたことである。もちろん、ここで名ざしにされている人々の多くが、戦争政策の最も強力な推進者であったことは事実である。しかし、彼らだけで巨大な戦争マシーンの全体を動かすことは不可能であり、多くの人々の協力や黙認、傍観があって初めてこのマシーンは機能したのである。そのことの責任についてはまったく口を閉ざしたまま、多くの被尋問者たちは、東条を中心にしたグループの責任だけを指摘したのであった。

　なお、少なくとも主要な戦犯容疑者間では、戦犯裁判の日本側の事務を担当していた終戦連絡横浜事務局の鈴木九ただ萬かつ公使などが中心になって、天皇の訴追を回避するための「意思統一」が行なわれていたことも見逃すことができない。これについては田尻愛義が、「それから戦争犯罪容疑者の逮捕がはじまっていたが、問題の東条さんが自殺をはかるようなぶざまもあって、まず軍事裁判前の容疑者の取調に応じる態度が不安になってきた。そのためにはわざわざ厳重な監視をくぐって、天皇の責任を一言半句口にすべからずという決意を促す連絡をとるために苦心したし、鈴木九萬公使にご苦労をかけもした」と書いている通りである(『田尻愛義回想録』)。

　ちなみに、鈴木のあとをうけて戦犯事務を担当した中村豊一、太田三郎の両公使も、そうした面での被告間の調整にあたっていたようである。

　第二には、ほとんど全部の日本人関係者が太平洋戦争の正当性を否定した上で、自分はその戦争に反対だったと供述していることである。このことは戦争責任者を名指しにすることと、いわば表裏の関係にある。具体的にいえば、太平洋戦争そのものを「自存自衛」のための戦争あるいは「大東亜共栄圏」建設のための戦争として正面から日本の立場を擁護しているのは、管見の限りでは、みずから責任を負う覚悟を決めていた東条英機と嶋田繁太郎の二人だけである。

　同様に東京裁判の公判廷の場でも、ほとんどの被告が自分はあの戦争に反対だったと陳述している。右翼の指導者で被告の一人でもあった大川周明は、被告のこうした陳述を目のあたりにして、四七年一二月二〇日の日記に、「いずれにもせよ、戦争は東条一人で始めたような具合になってしまった。誰も彼も反対したが戦争が始まったというのだから、こんな馬鹿げた話はない。日本を代表するＡ級戦犯の連中、実に永久の恥さらしどもだ」と皮肉をこめて書きつけている(『大川周明日記』)。

　結果からみるならば、以上みてきたような尋問全体の過程は、ある意味では、日本の保守派によるＩＰＳ関係者への「教育」の場にほかならなかった。彼らは日本の社会や政治システムについて漠然とした予備知識しかもたないＩＰＳ関係者を、彼らの価値観にもとづいて「教育」することによって、十五年戦争に関する特定のイメージをうえつけようとしたのである。




３　公判廷における証言




重臣グループの証言

　裁判の準備段階における尋問への協力だけでなく、公判廷の場での検察側証人としての協力も重要な意味をもった。とくに、「親英米派」「現状維持派」などと目されてきた幣原喜重郎や宇垣一成などの大物政治家や、若槻礼次郎・岡田啓介などの重臣グループが、証言台に立って軍部の戦争政策を告発したことは内外の注目をあつめた。

　このように、かつての重臣グループなどの勢力に活躍の場が与えられたのは、連合国側、とくにアメリカが、この重臣グループの政治的位置とほぼ同じ地平に身を置いて、そこから軍部の侵略政策を告発するというスタンスをとったからである。そのことを歴史認識の問題としてとらえ直してみるならば、すでに荒井信一が指摘しているように、東京裁判ではだいたいアメリカ側の歴史認識が正統性を獲得したことを意味している。荒井はその歴史認識の内容を次のように説明している。




その歴史認識によれば、日本の支配層は極端な軍国主義者と、穏健な政治指導者のグループに分けられ、この両者の拮きつ抗こうと、後者の最終的な敗北によって真珠湾へのドラマが形づくられることになる。前者にはより多くの軍人、右翼的な政治家が分類され、後者にはより多くの外交官、経済官僚、重臣、財界人がふくまれる。(『第二次世界大戦』)




　日本側も、法廷内のこうした事情については、それなりに理解していた。だからこそ、第二復員省(旧海軍省)で戦犯裁判関係の業務を担当していた豊田隈雄が書いているように、鈴木貫太郎・岡田啓介・米内光政の「三重臣に証言してもらうと、法廷の心証がよくなるというわけで、被告、弁護人は三重臣の証言と応援をしきりに求めた」というような状況が生まれたのである(『戦争裁判余録』)。

　また、アメリカ側では、キーナン首席検察官が、荒井のいうような歴史認識を前面に押し出しながら、「穏健な政治指導者のグループ」を積極的に擁護しようとした。四七年一〇月一七日、キーナンは、若槻礼次郎・岡田啓介・米内光政・宇垣一成の四人を自宅でひらいたカクテル・パーティーに招待しているが、その席上でキーナンは、「四氏が信念を持って日本の平和のために戦って来たことに敬意を表するとともに、その努力を米国民に知らしめたい」と最大級の讃辞を送っている(『朝日新聞』四七年一〇月一九日付)。

　このキーナンのスピーチについて、米内はその日の日記に、「午後六時、キーナン検事のカックテールパーテーに招かれ、〔中略〕平和愛好者の代表としての諸君に敬意を表すとの詞ことばあり。恐縮なり。こそばゆき感じしたり」と書いている。「こそばゆき感じしたり」というのは、米内の率直な実感だろう。




「平和愛好者」の内実

　しかし、この四人を何の限定も留保もつけずに「平和愛好者」とするのは、キーナンの政治的発言である。実際、少し視点を変えてみれば、四人の思想や行動のなかから「平和主義」とは相矛盾するさまざまな要素を検出することは、それほど難しいことではない。

　たとえば宇垣の場合、きたるべき講和会議に臨む基本姿勢について、四六年七月二九日の日記に次のように記している。




（イ） 正当防衛に基く日清、日露の両戦果を没収するは不合理也。

（ロ） 自存自衛の切要に基き起りし満州事変を侵略行為なりと曲解して、日本の平和文化の諸施設までを強奪するは不法也。

（ハ） 台、鮮、満の原住民族の開発や幸福の増進に尽し来りし効果を毫ごう末まつも顧慮せず無視するは不都合、不公平也。(『宇垣一成日記３』)




　明らかに宇垣は、日清・日露の両戦争と日本の植民地支配を肯定しているばかりでなく、満州事変まで「自存自衛」の戦争として容認している。

　米内光政の場合も、とくに日中戦争に対する彼の立場は、きわめて微妙である。たしかに米内は盧ろ溝こう橋きよう事件の勃発当初は政府の不拡大方針を支持してはいたが、戦火が上海に飛火すると同時に、その立場を転換させた。臼井勝美の研究によれば、八月一四日の臨時閣議の席上で米内海相は、「日支問題は今や中支に移れり。陸軍兵力の使用法も考え直す必要がないか」と述べて、南京の攻略を提言し、さらに戦争の拡大に財政上の見地から憂慮を表明した賀か屋や興おき宣のり蔵相に対しても、「今となってはこのような態度はとるべき時機ではない。海軍としては必要なだけやる考えである」と述べるなど、主戦派的な発言に終始している(『昭和史の軍部と政治２』)。

　対アジア責任の問題に関するかぎり、彼ら重臣グループと東京裁判で実際にＡ級戦犯として起訴された二八人の被告との間の距離は、さほど大きなものではなかったのである。
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判決の波紋

　四八年四月一六日に結審した東京裁判は、六カ月余の長い休廷期間をへて一一月四日に再開され、一一月一二日には刑の宣告が行なわれた。起訴された二八人のＡ級戦犯容疑者のうちで公判中に病死した松岡洋右と海軍の軍人の永野修身、および精神病のため免訴となった大川周明を除く二五人の被告に対する判決は全員有罪だった。

　その内訳をみてみると、土肥原賢二・広田弘毅・板垣征四郎・木村兵太郎・松井石いわ根ね・武藤章・東条英機の七人が絞首刑、荒木貞夫・橋本欣五郎・畑俊六・平沼騏一郎・星野直樹・賀屋興宣・木戸幸一・小磯国昭・南次郎・岡敬たか純ずみ・大島浩・佐藤賢了・嶋田繁太郎・白鳥敏夫・鈴木貞一・梅津美治郎の一六人が終身禁錮刑、東郷茂徳が二〇年、重光葵が七年の禁錮刑である。右のうち、陸軍の軍人は、土肥原・板垣・木村・松井・武藤・東条・荒木・橋本・畑・小磯・南・大島・佐藤・鈴木・梅津の一五人、海軍の軍人は、岡・嶋田の二人、のこる八人は文官だったが、死刑となったのは広田を除き、すべて陸軍軍人であった。

　この判決に対して、ほとんどすべての責任をになわせられるかたちになった陸軍の軍人被告たちは、怒りを押えきれなかったようである。絞首刑の判決をうけた武藤章は、すでに結審の段階で自分たちだけに責任が押しつけられることを予感して、四八年九月二五日の日記に、「日本歴史は公卿の罪悪を掩えん蔽ぺいして、武家の罪のみを挙示する傾きがある。大東亜戦争の責任も軍人のみが負うことになった。武人、文に疎うとくして歴史を書かず、日本の歴史は大抵公卿もしくはこれに類する徒が書いたのだから、はなはだしく歪曲したものと見ねばならぬ」と書き、さらに一〇月二一日の日記にも、「岡田〔啓介〕首相は市ヶ谷〔東京裁判の法廷の所在地〕で検事側証人として再度出廷して独善的証言をしていたが、長生きして苦労多いことである」と書いて、重臣グループに対する敵意をむき出しにしている(『比島から巣鴨へ』)。

　自己の責任に対する自覚が欠落しているとはいえ、切り捨てられた側の憤りが伝わってくるような文章である。

　また、ややあとの時期のものではあるが、畑俊六も一九五〇年の獄中手記のなかで、「〔海軍は〕戦后、戦犯となると総すべてを陸軍におしつけて、涼しい顔をしているとは誠にもって怪けしからぬ次第である。東京裁判で陸軍のものが六名も極刑となったのに、海軍は一人もないとは誠に妙なことといわねばならない」と、海軍に対する反感を書きつけている(『続・現代史資料４』)。




木戸幸一の心境

　さらに、終身禁錮の判決をうけた木戸幸一の心境にも複雑なものがあったようだ。木戸は巣鴨拘置所に収容される直前に、都つ留る重しげ人とから、「米国の考え方は、内大臣が罪を被こうむれば陛下が無罪とならるると云うにはあらず。内大臣が無罪なれば陛下も無罪、内大臣が有罪なれば陛下も有罪と云う考え方なる故、充分弁護等につき考うる」必要があるとの話を聞き(『木戸幸一日記(下)』)、天皇の訴追を回避するためにも、自己の無罪を積極的に主張することを決意していた。このため木戸は、自分の日記を検察側の証拠書類として提供するとともに、法廷でも自分が一貫して軍国主義者と闘ってきたことを強調した。この「木戸日記」と木戸の証言は、戦争の主たる推進力であった陸軍の被告にとっては大きな打撃となり、両者の感情的対立は極点にまで達したが、木戸は最後まで自分の無罪を主張してひるむ所がなかったのである。
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　しかし、天皇の戦争責任問題では、木戸の態度には微妙なものがあった。たしかに、敗戦直後の四五年八月二九日、「御退位を仰せ出さるると云うが如きことは、或は皇室の基礎に動揺を来したるが如くに考え、その結果、民主的国家組織(共和制)等の論を呼起すの虞おそれもあり」と天皇に対して述べているように、木戸は天皇の退位が天皇制廃止論をよびおこす可能性があるとして、退位には反対の態度をとっていた(同右)。

　ただ、その場合でも木戸は、長期的にみた場合には天皇の退位が絶対に必要であると判断していた。そのため木戸は、巣鴨拘置所に収容される直前の拝謁の際に、「戦争責任は国内と国外の二つがあるが、国内については〔天皇にも責任が〕おありになると申し上げ」、平和条約締結の際に退位することを進言した(『天皇の終戦』)。また木戸は、五一年九月にサンフランシスコ講和条約が調印された直後にも、松平康昌を介して天皇に退位を勧めているが、その理由は彼の日記によれば、次のようなものだった。




今度の敗戦については何としても陛下に御責任あることなれば、ポツダム宣言を完全に御履行になりたる時、換言すれば媾和条約の成立したる時、皇こう祖そ皇こう宗そうに対し、また国民に対し、責任をおとり遊ばされ、御退位遊ばさるるが至当なりと思う。〔中略〕これにより戦没、戦傷者の遺家族、未帰還者、戦犯者の家族は何か報むくいられたるが如き慰なぐさめを感じ、皇室を中心としての国家的団結に資することは頗すこぶる大なるべしと思わる。もしかくのごとくせざれば、皇室だけが遂に責任をおとりにならぬことになり、何か割り切れぬ空気を残し、永久の禍恨となるにあらざるやを虞おそれる。(『木戸幸一尋問調書』解説所引)




　やはり、これも「国体護持」の立場からの退位論である。また木戸は、四七年九月八日、同じＡ級戦犯容疑者の安倍源基に、「陛下は少し行幸が多過ぎる。少し謹慎されなければならぬ」と語っている(『巣鴨日記』)。「人間天皇」としてはなばなしい地方巡幸をくり返す天皇の姿が、木戸の目には戦争責任の自覚に欠けるものと映ったのだろう。こうした経緯があっただけに、木戸は自分だけが過重な責任を負わされたとの思いを払拭できなかったようである。

　六四年七月に行なわれた法務省によるインタビューのなかでも、木戸は、「裁判中陛下は、戦争裁判のことについては終始御心配になっておられた様子であったが、私のスガモ入り後は私への直接の御連絡は何もなかった」と答えているが、この発言には明らかに、ある種の「とげ」が感じられる。




「穏健派」の責任転嫁

　ここで、東京裁判に積極的に協力した人々の政治的な系譜を再度確認しておこう。

　その多くは、保守派のなかでも軍部の強硬派とは一定の対立関係にあり、太平洋戦争の開戦には反対ないしは消極的な姿勢をとったグループ、あるいは太平洋戦争のある段階で戦争に見切りをつけ軍部の徹底抗戦派と対立関係に入ったグループに属していた。つまり、戦後の呼称でいえば、彼らは「穏健派」に属していたのである。そして、このグループは、満州事変や日中戦争に対するみずからの責任の問題を曖昧にさせつつ、むしろ東京裁判に積極的に協力することによって、十五年戦争のすべての責任を陸軍を中心とした軍部に押しつけることに成功したのだった。

　すでに述べたように、ＧＨＱの内部には対米開戦責任だけを問題にしようとする傾向があり、対アジア責任の問題が視野に入っていないという点では、日本側の被告の場合も同様だった。四五年八月一二日、陸相の命令で、のちに東京裁判で終身禁錮の判決をうける南次郎大将を訪問した陸軍省高級副官の美み山やま要蔵大佐は、南から、「乃だい公こう〔私〕は開戦の責任はないから、戦犯になることはない」といわれている(『廃墟の昭和から』)。南がここで意識しているのは明らかに対米開戦責任の問題だけであって、自分が満州事変勃発時の陸相であったことなど、すっかり忘れてしまったかのような発言である。

　しかし、東京裁判がアジアに対する戦争責任の問題をまったくとりあげなかったわけではない。内外からの圧力もあって、東京裁判自体としては、こうした狭い解釈を退け、起訴の対象となった期間は、一九二八年一月一日から四五年九月二日までの約一七年八カ月に及んだのである。実際、判決でも対中国侵略戦争遂行の訴因について二二人の被告が有罪と認定されている。

　このことは被告にとっては大きな打撃となった。木戸幸一の場合、当初、弁護人グループは太平洋戦争の開戦責任だけを想定した弁護方針を決めていたが、起訴段階で大幅の修正をよぎなくされ、弁護方針は混乱した。これについては、木戸自身が、「弁護としては、太平洋戦争段階は比較的うまく防禦が出来たが、支那段階、満州段階の弁護はなかなか困難であり、特に問題だったのは支那段階で、支那事変関係の防禦は一番弱点であった」と回想している通りである(『木戸幸一日記　東京裁判期』)。

　つまり、起訴された被告に関するかぎりでは、その対アジア戦争責任の問題が不問に付されることはなかった。しかし、そのことは、「穏健派」の対アジア責任が不問に付され、すべての責任が二五人の被告の上に転嫁されたことを意味してもいたのである。





Ⅶ　行動原理としての「国体護持」
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１　陸軍との対立




天皇の評価をめぐって

　それでは、前章でみてきた「穏健派」とは、どのような政治勢力なのだろうか。ここではその問題について、もう少したち入った検討をくわえてみることにしよう。たしかに、この「穏健派」を軍部に抵抗した平和主義者のグループとして把握する歴史理解が一方に存在し、むしろ、そちらの方が一般的な理解だとさえいえる。また、昭和天皇自身も、そのような意味での「穏健派」を代表し象徴する人物として常に描かれ続けてきた。このような評価がはたして妥当なのか否かを検証するために、この章では、「穏健派」の中核的存在であると考えられる天皇や宮中グループに焦点をしぼって、その政治的特質を分析してみることにしたい。

　分析にあたってとくに留意する必要があるのは、基本的には同一の資料を自己の論拠としているにもかかわらず(たとえば『木戸幸一日記』)、天皇を一貫した平和主義者とみなす見解があるかと思えば、他方の極には天皇を「Ａ級戦犯」とみなす見解が存在するというように、なぜ昭和天皇の評価が論者によってこうも分れるのかという問題である。この問いに簡単に答えることはできないが、おそらく昭和天皇自身のなかに、二つの側面が共存していたと考えるのが最も自然な見方であり、そこにこそ「穏健派」の特質が体現されていたと考えるべきだろう。問題は、その二つの側面を歴史の具体的な展開のなかでいかに統一的に把握するかである。




陸軍との対立

　十五年戦争の経過のなかで、しだいに解消される方向に向かうとはいえ、天皇・宮中グループと軍部、とくに陸軍の強硬派との間に激しい政治的対立関係が存在していたことは、やはり否定することができない。

　天皇は陸軍の中堅幕僚層の政治的行動に対しては終始警戒的であり、田中義一・宇垣一成・小磯国昭などの陸軍出身の「大物政治家」には、はっきりとした不信感を抱いていた。このうち、田中に対する極度の不信感は『牧野伸顕日記』から明瞭に読みとれるし、宇垣に対する手厳しい評価もすでにみた通りである。また、小磯に関していえば、天皇の意向に反してまで繆みよう斌ひん工作を継続しようとしたことに対する天皇の強烈な不信感が、小磯内閣総辞職の大きな原因の一つだった。

　繆斌工作とは、汪おう兆ちよう銘めい政権の要人で重慶の国民政府とも連絡があるとみられた繆斌を仲介とした対中国和平交渉だが、繆斌を東京に招致してあくまで交渉を続けようとした小磯の強引なやり方が天皇の不興を買ったのである。外相の重光葵はこの時の状況について、次のように書いている。なお、文中に、「言葉を返した」とあるのは、言い返したというほどの意味である。




しかし総理〔小磯〕は、緒方〔竹虎〕と共に繆斌との交渉を進めておった模様で、〔四四年〕四月二日の拝謁に際しても、総理は陛下の御言葉にかかわらず、繆斌をこのまま返えすのは惜いと思わるる旨の見解を申上げ、御お上かみは総理は自分の言葉を返したと内府〔内大臣〕にも、重光にも申され、極めて御不興であった。木戸内府は、陛下が自分の言葉を返したと仰せられたのは、最初のことであると云うておった。木戸は、田中義一総理に次で、宇垣外相、それから小磯首相と同一の型で御不信任であるが、今度は一番ひどいと述べていた。 (『重光葵手記』)




海軍への信頼

　その反面、海軍の軍人に対する、天皇や宮中グループの評価は概して高い。重臣グループのなかでも中心的役割を果たしていたのは、鈴木貫太郎・岡田啓介・米内光政などの海軍将官グループだが、天皇が深い信頼をよせていた牧野伸顕も、「概して海軍の人々は陸軍に比し見聞広く、窮屈ならず」として、とくに鈴木貫太郎に高い評価を与えている(『牧野伸顕日記』)。また、三四年に侍従となった入江相政の場合も、陸軍の軍人に対するむき出しの敵意と、「海軍の方は流石さすがにコスモポリタンで吾々と同じ自由な気持である」という海軍の軍人に対する共感とが、鮮やかなコントラストをなしているのである(『入江相政日記１』)。

　いうまでもなく、海軍に対するこうした評価は、天皇・宮中グループの政治的位置や思想的立場が、海軍のそれとより親和的であることを直接に表現している。しかし、そのような政治的背景のほかにも、海軍の軍人の方がイギリス海軍をモデルにしたということもあって、英米的な教養に富み、より貴族的な雰囲気を身につけた軍人が多いという、「社会文化的」な背景を指摘することができる。

　また、「大元帥」という自意識の強い天皇にとっては、中央部の統制が比較的ゆきとどき、陸軍に比較すれば、幕僚将校の「下剋上」や出先の軍の独走が相対的には少ない海軍の方が、どうしても信頼が厚くなるといった事情もみのがせないだろう。




２　英米との協調の重視




協調と侵略

　天皇や宮中グループが、英米との協調を重視する立場に立っていたことは、三〇年のロンドン海軍軍縮条約締結問題や満州事変・日中戦争に対する彼らの対応の仕方をみても、疑問の余地のない事実である。とくに天皇の場合、軍部以上に日本経済の英米への依存性を正確に認識しており、満州事変の際にも、国際連盟や列強による経済制裁を極度に恐れていた。このことは、最近、一部が公表された「奈良武次侍従武官長日記」をみれば明らかである。

　しかし、その一方で天皇は、中国大陸における日本の権益の維持・拡大を日本の当然の国是とみなしていた。したがって、ここからは、「独白録」のなかの、「満州は田舎であるから事件が起っても大した事はないが」という印象的な発言が示しているように、対英米関係を悪化させない範囲での中国に対する軍事力の発動は容認するという姿勢が生まれる。

　実はこの点は、「自由主義者」とされた牧野伸顕の場合もまったく同様である。『牧野伸顕日記』をみてみると、牧野が戦争の拡大や長期化にはきわめて慎重な姿勢を示す反面、対中国戦争を、過剰な人口と食料不足に悩む日本の生存のための戦争として、あるいは中国側の組織的な反日運動に対する反撃として、正当化する傾向をもっていたことが、はっきりと読みとれる。

　また、牧野は、四六年三月に行なわれたＩＰＳによる尋問のなかでも、日本の対外膨張政策を、やはり過剰な人口と食料不足、輸出品の販路の確保という面から合理化する口吻をもらしている。




協調政策の転換

　ここで重要なのは、天皇や宮中グループが、対英米協調を重視する当初の路線をしだいに変化させ、武力によるベルサイユ=ワシントン体制の打破を主張する軍部の路線に同調して、最終的には対英米開戦を支持したことである。ベルサイユ=ワシントン体制とは、大国間の協調を重視した第一次世界大戦後の国際秩序をさすが、宮中グループのなかにあって、この軌道修正をリードしたのは、すでに述べたように、日中戦争段階までは近衛文麿、武力南進政策が開始される前後の時期から以降は、木戸幸一であった。天皇自身も、とくに木戸と一体となって、こうした変化を最終的にはうけ入れていったのである。

　天皇自身が太平洋戦争の開戦を支持したことについては、すでに述べてあるので、ここでは当時の宮中の雰囲気をよく伝えるものとして、侍従の入江相政の変化について簡単にみてみよう。『入江相政日記１』によれば、入江は当初、対米開戦に大きな危惧と不安を抱いていた。ところが海軍の侍従武官から勝算が充分にあるという見通しを聞かされてからは開戦支持に転じ、開戦後の四一年一二月三一日の日記には、「大東亜戦争の戦果による将来の帝国の振しん々しん乎こたる発展を思い、全く感慨無量である。みたみ〔御民〕われ、生けるしるしありと思い、かくも栄ゆる御代に会えるとは思わなかった。もうどんな辛抱でもする。帝国民族一万年の計を樹立して、東亜の天地、世界の天地に盟主として君臨しなければならない」と書くまでにいたっている。

　天皇や宮中グループを、軍部と完全に一体化した政治勢力とみるのもあまりに一面的だが、天皇と宮中グループのこうした「変質」を見落すわけにもいかないのである。




天皇の政治関与

　そして、天皇・宮中グループのこうした転換と平行するかたちで、十五年戦争期に天皇の政治関与が増大していった。このことも見逃せない事実である。

　そのことを間接的に裏づけているのは、最も身近なところにあって天皇を政治的に補佐する役割を事実上与えられていた内大臣の機能の変化である。入江相政によれば、二五年三月から三五年一二月まで内大臣をつとめた牧野伸顕の時代には、内大臣は一、二カ月に一度しか天皇に拝謁しなかった。それが、牧野のあと三六年二月まで内大臣をつとめた斎藤実の時代には、週に一度の拝謁となり、さらに三六年三月に湯浅倉平が内大臣に就任してからは、内大臣は毎日出勤し、常時天皇を補佐するようになったという(『天皇さまの還暦』)。天皇の摂政時代や昭和の初期には内大臣や侍従長が政治過程に深く入りこんでいる事実があるので、あまり単純な概括化はできないが、少なくとも十五年戦争期に関するかぎり、天皇の政治関与が日常化するにしたがって、天皇を補佐する内大臣も常時、その機能を果たすことが求められるようになっていったと考えられる。

　また、このような変化にともなって、内大臣自体の政治的比重もしだいに増大していった。同じく入江によれば、天皇に拝謁する首相はその前に内大臣と面談することになっていたが、三六年の二・二六事件以降、その時間はしだいに長くなった。つまり、その場で重要事項が協議されるようになったわけである。

　さらに四〇年六月に内大臣に就任した木戸幸一の時代には、前任者の湯浅時代とちがって、内大臣は拝謁を終えた国務大臣にその内容を報告するよう事実上求めるまでになった。当時の侍従岡部長章は、この点について、「時局の違いでもあり、また人柄の違いでもあると、いまも思いだすたびに驚いています」と書いている(『ある侍従の回想記』)。




３　国体至上主義




「国体護持」の使命感

　天皇自身は、国家神道的国体観念をふりかざす「精神右翼」や「観念右翼」を一貫して忌避し、そうした勢力の政治的代弁者とみなされていた平沼騏一郎や「皇道派」系の将軍に対しては、終始批判的な姿勢をくずさなかった。

　しかしそのことは、天皇が国体至上主義から少しでも自由であったことを意味しない。むしろ天皇は、「皇祖皇宗」に対する強烈な使命感に支えられながら、「国体護持」を至上の課題として一貫して行動した。

　たとえば、「独白録」のなかで天皇自身が語っているところによれば、天皇は、皇族内閣の組閣によって対米戦を回避しようとする動きを、「もし皇族総理の際、万一戦争が起ると皇室が開戦の責任を採とる事となるので良くない」という理由で拒否している。つまり、ここでは開戦の是非という問題よりも、「皇室の安泰」が優先されているのである。また、同じ「独白録」のなかで天皇は、ポツダム宣言の受諾についての諒解を求めた四五年八月一二日の皇族会議の席上で、「講和は賛成だが、国体護持が出来なければ、戦争を継続するか」との朝あさ香かの宮みや鳩やす彦ひこの質問に、「勿論だと答えた」と回想しているが、ここにも同様の発想がみられる。

　なお、牧野伸顕の場合には、天皇とは違って、対英米開戦には慎重な姿勢をとったようである。しかし、海軍大将の小林躋せい造ぞうによれば、その反対理由は、「迂う濶かつに開戦すれば恐らく長期戦になる、ソウすると累を皇室に及ぼす虞がある」というものだった(『海軍大将小林躋造覚書』)。ここでも、行動の基本原理はあくまで「国体護持」である。




神権主義的統治者意識

　同時に注目に値するのは、天皇自身がきわめて神権主義的な統治者意識をもっていたことである。神権主義とは、神意を体現する宗教的人格による政治支配を意味しているが、いくつかの例をあげながら、この点をみてみることにしよう。

　木下道雄の『側近日誌』によれば、四六年一月一日の「人間宣言」の案文作成の段階で、天皇は、天皇自身が「現あき御つみ神かみ」であるとする観念を否定するという原案には賛成したが、天皇が「神の裔すえ」であることまで否定することには反対の態度をとっている。つまり、天皇はみずからの統治の正統性を天孫降臨神話に求めるという、独特の国体観念を正面からは否定できていない。

　また、「独白録」をみても、天皇が皇位の正統性の象徴としての「三種の神器」の保持に強く固執し、「敵が伊勢湾附近に上陸すれば、伊勢熱田両神宮は直ちに敵の制圧下に入り、神器の移動の余裕はなく、その確保の見込が立たない、これでは国体護持は難しい」という判断から、ポツダム宣言の受諾にふみきったことがわかる。「三種の神器」とは、歴代の天皇が継承してきた三つの神宝、八や咫たの鏡、草くさ薙なぎの剣、八や坂さか瓊にの勾まが玉たまの総称であり、そのうち伊勢・熱田両神宮には鏡と剣が祀まつられている。この「三種の神器」の喪失が「国体」を危うくするという論理は、あまりに神権主義的な色彩が強いために、現代のわれわれには理解しにくいが、現実の天皇の意識のなかでは、こうした判断が大きな比重を占めていたのだろう。

　もっとも、この「三種の神器」へのこだわりは、もっと現実的な理由に根ざしていた可能性もある。いわゆる南北朝時代には、二つの朝廷が併存していたことが知られているが、現在の天皇家は北朝の系統に属している。ところが、幕末の水戸学や国学のなかでは南朝が正統とされ、明治政府も皇国史観の上に立って、公的にはこの立場をとった。この問題は、三五年の天皇機関説問題の時に天皇の周辺でも話題となり、本庄繁侍従武官長は天皇の前で公然と南朝正統説を唱えたようである。この時は、天皇が本庄に、「南北正統論の決定は一考を要することにあらざりしかとも想わる。現に、自分の如きも北朝の血を引けるものにて、大筋には勿論変りなきも、変なものなり」と述べるとともに、湯浅倉平宮内大臣が本庄の質問に答えて、次のような見解を示している。




御血統は南北いずれにしても同一にして、ただ皇統は三種の神器を受け嗣つがれたる処を正しとす。即ち北朝の天子が南朝の天子より神器を引嗣がれたる後は、その方を正統とせざるべからず。(『本庄日記』)




　つまり、統治の根拠を「血の正統性」に求めることができない以上、皇位の継承を象徴する「三種の神器」の保持に固執せざるをえないという関係が成立しているのだとも考えられるのである。




「皇祖皇宗」への責任意識

　これらの点と関連して、天皇が、「皇こう祖そ皇こう宗そう」に対して、われわれの目からみればいささか異常ともみえる、強烈な責任意識を身につけていたことも見逃すことができない。「皇祖」とは神話上の天皇の先祖のことで、一般には天あま照てらす大おお神みかみをさし、「皇宗」とは歴代の天皇のことをさすとされる。この「皇祖皇宗」という概念によって、現実の天皇は切れ目のないまま神話と結びつけられることになったが、東条首相は太平洋戦争開戦時の天皇の心境と関連させながら、天皇の「皇祖皇宗」観について、側近者に次のように語っている。ここでは、開戦の決定という非常事態の際に、天皇の顔が必ずしも国民の方ではなく、むしろ「皇祖皇宗」の方を向いていることに注目したい。




憲法(天皇は神聖にして侵すべからず)を解して、学者は天皇にはなんら責任はないと論じている。しかし自分は、大東亜戦争開戦前の御決断に至る間の御上の御心持ちを拝察して、天皇は皇祖皇宗に対し奉り、大きな御責任を痛感せられておる御模様を拝承した。しかるに臣下たる我々は、大東亜戦争に勝てるかどうかと云う事のみを考えたのであるが、御上はそれとは較くらべものにならぬ御責任のもとで御決断になったものと思う。(『東条内閣総理大臣機密記録』)




　現実の国民より、むしろ「皇祖皇宗」に対してより強い責任を感じるという、この独特の意識のありようは、天皇自身の神権主義的な統治者意識を直接に反映したものといえるだろう。もちろん、その一方で天皇のなかには、「立憲主義的」な統治者としての自覚もたしかに存在してはいたが、その場合の「立憲主義」の内実がきわめて限定されたものにしかすぎなかったことについては、すでに述べた通りである。むしろ、そうした意味での「立憲主義」であったからこそ、二つの統治者意識が一人の人物のなかで矛盾なく共存できたのである。




４　宮中グループの人脈




「血縁同盟」の存在

　宮中グループを中心にして、ファシズム期における日本のパワー・エリートの内部構成を分析した岡部牧夫は、「武家、公卿、皇族のような伝統的特権支配層と、明治以後の新階層である藩閥政治家ないし官僚、軍人、ブルジョアジー」とが、婚姻を通じて、「多角的に接合」している事実に注目し、そこにパワー・エリート内部の「意図的な血縁同盟」の存在を見出している(「日本ファシズムの社会構造」)。

　本書にたびたび登場する松平康昌を例にとるならば、本人は福井藩主松平春しゆん嶽がくの孫にあたり、夫人の綾子は公爵徳川家いえ達さとの長女、妹の銀子は三井財閥のトップ、三井高公の夫人、また、重臣の岡田啓介は福井藩の旧藩士であり、その関係で岡田内閣の組閣の際に岡田は組閣費用を松平から借りている(『岡田啓介』)。

　宮中グループは、このような姻戚関係を通じて、さまざまな勢力との間に独自の人脈と情報のネットワークをつくりあげることに成功していた。東条首相の秘書官でその側近の一人であった元陸軍大佐の赤松貞雄は、右の松平康昌について、「親しく交際していくにつれ、宮中、政府内、財界、政界および言論界の各方面にわたってなかなか強い潜在勢力を持っており、広い情報網を握っていることを、痛い程理解させられた」としながら、「当時の華族関係、貴族院関係など、いわゆる雲の上の状況を知ることは、東条首相も私も不得手であったので、〔中略〕松平氏の世話にならざるを得ない実情であった」と回想している(『東条秘書官機密日誌』)。憲兵を駆使した陸軍の情報網に対抗できるだけの独自の情報網を有していたことが、宮中グループの大きな政治的武器となっていたのである。




「知日派」とのパイプ

　宮中グループの人脈を考える上でのもう一つのポイントは、中村政則がすでに明らかにしているように、宮中グループと「知日派」のジョセフ・グルー駐日アメリカ大使との間に密接な連絡があった事実である(『象徴天皇制への道』)。両者を仲介する役割を果たしていたのは、日米協会の会長などをつとめた樺かば山やま愛あい輔すけと牧野伸顕の娘むこである吉田茂だが、グルーは彼らを通じて天皇や宮中グループの動向に関する情報を収集し、宮中グループの側も、このパイプを使ってアメリカの対日政策に影響を与えようとした。また、グルーは宮中グループのなかでは牧野にもっとも深い信頼を寄せていたが、『牧野伸顕日記』をみると、牧野のもとには彼が三五年に内大臣をやめて以降も、各国の大使クラスが頻繁に出入りしており、牧野が宮中グループの非公式の外交チャンネルの役割を果たしていたことがわかる。

　ここで、いささか衝撃的な事実は、ある日本人情報提供者を通じて、グルー大使が四一年九月六日の御前会議の決定を知りえていたことである。御前会議の内容は最高度の国家機密であって、当時の国防保安法によれば、その外国への「漏ろう泄せつ」は最高刑＝死刑の犯罪行為だった。この事実を初めて紹介した五い百お旗き頭べ真まことは、この大胆な行為をあえてした日本人の名を吉田茂ではないかと推定しているが(『日米戦争と戦後日本』)、グルーのパーソナル・ノートでみるかぎり、樺山愛輔の可能性が高い。もっとも、九月六日の御前会議は第一項で事実上の開戦決意を、第二項で日米交渉の継続を決めていたが、この日本人情報提供者は第一項にはふれずに第二項だけを強調している。アメリカの対日宥和政策をひきだすための政治工作というのが、この情報提供者の意図していたところだろう。

　いずれにせよ、このエピソードは、宮中グループがアメリカの「知日派」との間にいかに緊密な情報のネットワークをつくりあげていたかを物語っている。なお、宮中グループは宮内大臣の松平恒雄などを介して、同じ「知日派」のロバート・クレーギー駐日イギリス大使とも接触を保っていたようである。




「穏健派」とは

　以上、天皇や宮中グループを中心にして、「穏健派」の政治的特質について検討してきたが、最後に「穏健派」全体にほぼ共通する性格について、まとめておくことにしよう。

　すなわち、十五年戦争の時期に「親英米派」「現状維持派」などと呼ばれたこのグループは、本来、軍部、とくに陸軍の推進する対内・対外政策に対して批判的な集団であり、対外的には英米との協調を重視し、対内的には「高度国防国家」の構築という軍部の要求に慎重な姿勢をとった。彼らは、対英米関係を悪化させる可能性のある軍事冒険政策に対しては、たしかに抑止的な態度をとったが、日本をアジアにおける「盟主」の位置に置き、「大日本帝国」のアジアにおける権益の維持・拡大のためには軍事力の行使も辞さないと考える点では、軍部の強硬派とも共通する面をもつ、「帝国意識」の持ち主である。同時に、彼らは、思想的には強烈な反共主義に裏打ちされた国体至上主義者のグループであり、その社会的出自も概して高い。

　この「穏健派」の評価いかんによって、日本の近代史はまったく異なった像をむすぶが、私見によれば、当初、対米英協調路線と政党内閣制を支持していたこのグループは、十五年戦争の経過のなかで次第にそのスタンスを変化させ、軍部の路線との間の距離を縮めていった。そして、そのなかのかなりの部分は、天皇=木戸を中心にした宮中グループも含めて、最終的には軍部との間にゆるやかな政治ブロックを形成したと考えられる。

　一般には、十五年戦争の時期は、「軍部独裁」が成立してゆく時期と考えられているが、軍部とてオールマイティの権力を握っていたわけではなく、この「穏健派」の黙認や追認、あるいは支持や協力がなければ、軍部の推進する路線は国策とはなりえなかったのである。

　さらに、敗戦という危機的状況のなかで「穏健派」は、東京裁判への積極的協力にみられるように、すべての戦争責任を軍部を中心にした勢力に押しつけ、彼らを切り捨てることによって生き残りをはかろうとした。その意味では東京裁判は、日本の保守勢力の再編成の一環として位置づけることができる。そして、この「穏健派」のなかから、アメリカの対日政策の転換に呼応するかたちで、占領政策の「受け皿」となる勢力が成長してくるのである。四八年一〇月の第二次吉田茂内閣の成立は、そうした「受け皿」の形成を意味していた。





結　再び戦争責任を考える
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天皇と退位問題

　一九四六年初頭の政治情勢は、天皇・宮中グループにとってきわめて危機的な様相をはらんでいた。戦時中から最もよく戦後を見通していたはずの近衛の「国体護持」路線は四五年一二月一六日の近衛の自殺によって破綻し、さらに四六年に入ると「身内」の皇族のなかから天皇退位論が浮上してきたからである。天皇・宮中グループは、この危機的な政治情勢を、「独白録」に象徴されるようなＧＨＱへの政治工作を通じてかろうじて乗りきり、天皇の訴追あるいは退位という事態を阻止することに成功した。天皇自身もまた、内外の退位要求に心を動かされながらも、周囲の反対を押しきってまで退位に踏み切るつもりはなかった。木下侍従次長は、退位問題に関する天皇の意向を、四六年三月六日の日記に次のように記している。




また御退位につきては、それは退位した方が自分は楽になるであろう。今日のような苦境を味わわぬですむであろうが、秩父宮は病気であり、高松宮は開戦論者でかつ当時軍の中枢部にいた関係上、摂政には不向き。三笠宮は若くて経験に乏しいとの仰せ。(『側近日誌』)




　天皇が退位し、皇太子が即位した場合、幼い新天皇を補佐する摂政の設置が必要となる。天皇は、ここでその摂政候補について言及しているわけだが、実際に病気療養中だった秩父宮の場合を除き、摂政には不向きとするその理由にはあまり説得力がない。高松宮の場合、開戦論を主張した時期があったのは事実だが、国策決定の中枢部にいたわけではないし、むしろ和平工作の一翼をになうことでポイントをかせいでいる。三笠宮が若すぎるというのも理由にならない。なぜなら、三笠宮はこの時、三〇歳だったが、天皇自身が摂政になったのは、二〇歳の時だったからである。木下に対する天皇のこの発言は、その意味では、事実上の退位拒否宣言とみていいだろう。




地方巡幸と「欧化」

　こうして、天皇の訴追と退位を阻止する一方で、天皇・宮中グループは、天皇制の基盤を安定させるための積極的な措置をつぎつぎに講じていった。その一つは、国民に「人間天皇」を強くアピールするための天皇の地方巡幸である。この巡幸は四六年二月一九日の神奈川県への視察に始まるが、以後、天皇は四六年から四七年にかけて精力的に各地をまわり、四八年の中断期をへて五一年秋までに北海道・沖縄をのぞく全国をまわった。
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　もう一つは、宮中改革であり、その一つの焦点は宮中の「欧化」だった。敗戦直後の時期から、宮中グループの周辺では、ＧＨＱとの折衝などの面で、前田多門・関屋貞三郎などのキリスト教人脈の活躍が目立つようになっていたが、四六年三月に来日したアメリカ教育使節団のジョージ・ストッダード団長に、天皇は、皇太子に英語を学ばせ国際性を身につけさせるために家庭教師を推薦してほしいと依頼した。この結果、実現したのがアメリカ人女性エリザベス・ヴァイニングの家庭教師就任である。

　また、天皇は同年八月一四日の旧閣僚などとの茶話会の席上でも、「朝鮮半島における敗戦の後、国内体勢整備のため天智天皇は大化の改新を断行され、その際思い切った唐制の採用があった。これを範として、今後大いに努力してもらいたし」と述べて、「欧化」に熱意を示している(『入江相政日記２』)。

　しかし、その後の事態の推移は必ずしも平坦なものではなかった。宮中グループの主導で始められた地方巡幸にしても、当事者の大金益次郎侍従長自身が、「当時の政府のおえら方は、ほとんど反対しておった」と証言しているように(『内務省史３』)、国際世論への反響を考慮せざるをえない政府当局者は、これに慎重な態度をとった。また、四七年一〇月二九日に田中隆吉が、キーナン首席検察官の「意い嚮こうとしては陛下はじめ皇后、皇太子が余りに人目につく行動を執らるることは、自分等の苦心を無にする危険ありとて、これに反感を抱きおる由」という情報を芦田均外相に伝えているように(『芦田均日記２』)、ＧＨＱの内部にも天皇の派手なパフォーマンスに対する危惧が一部に存在した。

　宮中改革についても、事態はまったく同様であった。ヴァイニング夫人は、マッカーサー元帥との最初の会見の折に元帥から、あなたの家庭教師就任は、「民主主義を熱心に学ぼうとしている印象を総司令部に与えるための日本側の「姑息な政治工作」」だとは思わないかと尋ねられている(『天皇とわたし』)。また、ＧＨＱ側は、さらに思いきった内容の宮中の改革を求め、この結果、四八年六月にはＧＨＱの示唆にもとづいて、「守旧派」の松平慶民宮内府長官と大金益次郎侍従長の更迭が行なわれた。この更迭は、やはり宮中改革の必要性を認識していた芦田均首相が天皇やその側近の頑強な抵抗を押し切って実現したものであり、新しい宮内府長官には田島道治が、侍従長には三谷隆信が就任した。ともに、新渡戸稲造や内村鑑三などのキリスト教人脈のなかにある人物である。

　こうしたなかで、東京裁判の判決を目前にひかえた四八年の半ば頃から、三み淵ぶち忠彦最高裁長官の週刊誌上における発言にみられるように、国内で再び天皇の退位論が浮上してくる。天皇制は必ずしも磐石の基盤の上に置かれていたわけではなかったのである。




封印された天皇の戦争責任

　このような不安定要因をはらみながらも、天皇・宮中グループが、四六年初頭の危機的状況を乗り切ることができたのは、くり返し指摘してきたように、冷戦という国際環境によるところが大きい。彼らは、冷戦的状況を促進し、東西対立を固定化しようとする勢力と結びつき、これと一体化することによって、かろうじて危機を乗り切ることができたのである。しかし、このようなかたちでの「戦後処理」のあり方は、戦後日本の戦争責任論に深刻な影響を与えることになる。

　一つには、天皇の戦争責任が完全に免責され、天皇の側からの自己の責任に対する積極的な言及がまったくなかったことは、木戸幸一が危惧したように、国民の間に「何か割り切れぬ空気を残」す結果となった。天皇の初の訪米が行なわれた七五年頃から、新聞社や通信社は、天皇の戦争責任に関する世論調査を始めるが、その調査結果は予想以上に天皇に対して厳しい。天皇の死去直後の八九年一月に行なわれた朝日新聞社の世論調査では、天皇に第二次世界大戦の責任が「ある」とするもの＝二五％、「ない」とするもの＝三一％、「どちらともいえない」＝三八％、「その他・答えない」＝六％で、まったく責任がないとするものは三一％にすぎない。

　また、同じ二月に行なわれた時事通信社の世論調査では、「昭和天皇に戦争責任があると思いますか」との問いに対して、「全面的にある」＝七・五％、「幾分ある」＝四四・九％、「ない」＝二八・九％、「関心がない」＝四・八％、「わからない」＝一四・〇％という結果が出ている。ここでは、「全面的にある」と「幾分ある」の合計は五二・四％にも達する。

　敗戦直後の一時期を除いて、マスコミや論壇のレベルでは、天皇には戦争責任がないとする議論が主流であったことを考えると、この数字のもつ意味はきわめて重い。

　さらに、天皇の戦争責任の問題が封印され、マスコミや学校教育のレベルで事実上タブー視されたことは、この国の戦争責任論の展開をきわめて窮屈なものにした。本来、戦争責任論とは、政策決定の当事者であった権力者の責任を追及するという次元だけにとどまらない、裾野の広がりをもった議論である。それは、戦争の最大の犠牲者であった民衆にも、戦争協力や加害行為への加担の責任を問い直すものだし、侵略戦争と天皇制に一貫して反対したという点からいえば戦争責任とは最も遠い位置にあるコミュニストとその党＝日本共産党に対しても、なぜ、より有効な反戦闘争を組織することができなかったのかという点で、戦時下における自己の思想と運動に関する真摯な自己点検を強いるものである。また、右翼に関しても、それが戦後、思想運動として生き残ろうとするかぎり、敗戦の原因や天皇制のあり方についての本質的な議論が必要だったはずだ。

　しかし、国家元首であった天皇の責任がタブー視され、戦争責任論のなかに最初から大きな例外規定が設けられることによって、戦後の戦争責任論は国民的ひろがりを欠く結果となったのである。

　もう一つの問題は、すべての戦争責任を軍部に押しつけることによって政治的なサバイバルに成功した「穏健派」のなかから、戦後の保守政治をになう主体が成長してきたことである。この結果、パワー・エリートの人的構成という面では、戦前―戦後の「断絶」より、「連続」が主たる側面となった。

　同時にこのことは、「穏健派」の政治的スタンスをある意味ではもっともよく代表していると考えられる天皇の戦争責任が封印されタブー視されたことともあいまって、「穏健派」全体の戦争責任、とくにアジアに対する戦争責任が曖昧にされたことを意味していた。

　以上のことを歴史認識の問題としてとらえ直してみると、わたしたち日本人は、あまりにも安易に次のような歴史認識に寄りかかりながら、戦後史を生きてきたといえるだろう。すなわち、一方の極に常に軍刀をガチャつかせながら威圧をくわえる粗野で粗暴な軍人を置き、他方の極には国家の前途を憂慮して苦悩するリベラルで合理主義的なシビリアンを置くような歴史認識、そして、良心的ではあるが政治的には非力である後者の人々が、軍人グループに力でもってねじ伏せられていくなかで、戦争への道が準備されていったとするような歴史認識である。そして、その際、多くの人々は、後者のグループに自己の心情を仮託することによって、戦争責任や加害責任という苦い現実を飲みくだす、いわば「糖衣」としてきた。

　しかしそのような、「穏健派」の立場に身を置いた歴史認識自体が、国際的にも大きく問い直される時代をわたしたちはむかえている。すなわち、社会主義諸国の崩壊に起因した冷戦体制の解体によって、そもそも冷戦期の産物である「穏健派」史観そのものの見直しが不可避となった。また、アジア諸国との関係も、東京裁判の段階とは大きく変った。東京裁判の段階では、日本の侵略の主たる対象となったアジア諸国は、いまだ独立か建国の途上にあって、その国際的発言力もきわめて小さなものでしかなかった。東京裁判は、これらの諸国の意向をほとんど無視することによって初めて成立することができたのである。しかし、そのアジア諸国もその後しだいに国際的な発言権を強め、アジア諸国との関係の安定化を求める日本政府としても、これらの国々の対日要求にある程度の考慮を払わざるをえない状況になってきている。そうしたなかで、これらの国々の間から、日本の「戦後処理」に対する批判の声が急速に高まりつつあるのが現状である。

　こうした声に誠実に対応しようとするかぎり、わたしたちは、日本の戦後処理を支えた歴史認識そのものを、みずからの手で問い直さなければならないのだと思う。





あとがき




　人々が昭和天皇に対していだくイメージは実にさまざまである。当然のことながら、戦前・戦中世代と戦後世代との間にはイメージの大きな断層があるし、戦後世代の場合でも、天皇や天皇制がその時その時の社会や政治のなかで占めていた比重のちがいによって、かなり大きな振幅が生じる。

　敗戦の年から一〇年近く後に生まれたわたしは、天皇の存在そのものをほとんど意識することなしに幼年期・青年期をすごしてきた。同じ戦後生まれであっても、より若い世代の人々の場合には、学校教育の現場における「君が代」や「日の丸」の位置づけの変化が象徴しているように、天皇の存在はもう少し別の意味をもってきたはずだ。個人的実感に即していうと、わたしたちの世代は、天皇の存在と最も遠いところで自己形成をとげた世代だという思いが強い。

　実際、大学に入るまでの時代をふり返ってみても、天皇にかかわる思い出や記憶は驚くほど少ない。ただそれでも、一九七一年の天皇の訪欧の際の出来事だけは、奇妙に生々しい記憶となって今でも鮮明に覚えている。

　一九七一年九月二七日、アラスカ経由でヨーロッパ訪問の旅に出発した天皇は、アンカレッジのエルメンドルフ空軍基地でニクソン大統領の出迎えをうけ、その場で歓迎式典が行なわれた。式典は順調にすすみ、日米の友好を強調したニクソン大統領の歓迎のあいさつの後で、天皇が答礼の言葉を述べる段となったが、その時、小さな「事件」が起った。満堂の聴衆が注視するなか、天皇が答礼の言葉を述べようとしてさかんに口を動かしているのに、いっこうに天皇の声がきこえてこないのである。ほんの数秒の間の出来事であったと思うが、気まずい沈黙があたりを支配したように感じられた。

　たまたまその時、家でニュース番組をみていたわたしは、何かいたたまれないような、気恥しいような気持ちに押されて、テレビのスイッチをすぐに切ったことを、今でもよく覚えている。ちなみに、最近、公刊された入江相政侍従長の日記をみると、一九七〇年の六月頃から、心労などが原因で、「お口をパク〳〵遊ばす」天皇の癖が始まったことがわかるし、右の歓迎式典当日の入江の日記にも、「夜、お上パク〳〵はじまりとのこと」と記されている。

　正直にいえば、この時の天皇のイメージがわたしにとっての天皇の原イメージである。おそらく、同世代の人々は大なり小なり同じような性格の「経験」をもっているのではないだろうか。その意味では、そうした「純粋戦後派」世代が書いた昭和天皇論が本書ということになろうか。




　本書のもう一つの特徴をあげるならば、最近の「史料ブーム」に助けられて、多くの新しい史料に依拠しながら叙述をすすめることができたことであろう。事実、天皇の死去の前後から、側近の日記や手記を中心にした実にさまざまな史料が次々に公刊されている。これらの史料を一読してすぐに気がつくのは、従来ならばおそらく公開がはばかられたであろう、きわめて生々しい内容の史料が公開されていることである。こうした史料の発掘に精力的に取り組んでいる『中央公論』の編集長・青柳正美氏は、最近の「史料ブーム」の背景として、「昭和天皇が亡くなったことに加え、史料の継承者が当人の子どもから孫の世代に替わり、遠慮感が薄れてきた」ことなどをあげ、「史料に価値判断を加えず発表するイデオロギー・フリーな雰囲気になってきている」と指摘しているが(『朝日新聞』一九九〇年一一月一八日付)、このような時代状況の急速な変化が史料の公開に拍車をかけているのは確かだろう。

　歴史研究者として興味深く思えるのは、そのような史料のなかから浮かびあがってくる天皇像と、多くの国民がいだき続けてきた天皇像との間に、ある種の亀裂が生じはじめてきたのではないかという問題である。「独白録」の公表が微妙な波紋をなげかけたことについては、すでに本文でふれたが、少なからぬ人々が二つの天皇像のはざまで、たじろいだり、とまどいを感じたりしているというのが、ここ数年の状況ではないだろうか。

　そのことは、何よりも、「昭和」という時代が天皇に関するごく限定された情報しか国民に提供してこなかったことを意味している。と同時に、少し突き離した言いかたが許されるなら、国民の多数が二つの天皇像の間の落差を落差として認識できるようになった時、はじめて、「昭和」は「歴史」となるのだともいえると思う。そして、そうした時代の到来は意外に早いのではないか、というのが最近の率直な実感である。




　なお、本書の執筆にあたっては、文献目録の作成などで、一橋大学社会学部の森茂樹君と吉田浩一君の協力を得た。また、岩波書店編集部の井上一夫氏からは、さまざまな点で貴重なアドバイスをいただいた。ともに記して感謝の意を表したい。
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IETERROGATICE OF

CZADA, Eeisuke, Admiral

Date and Time! 27 Hay 1945, L000-1845 hours.
Place H Roem 301, VWar Ministry Building,
fokyo, Japen.
Present t OEADA, Keiwguke, Admiral
Jomrender 4. D, Shea interrogatoy
S. Hizota Intsrpreter
John MaeNichol Stenographer

Qath of Interpreter, aidminigtered by
Et. Conmander Shen?

Commdr, Shea! Do you solemly swear, by Almighty God, thab
Fou will truly and accurately interpret and
translate from English into. Japanese and from
Japenese into English, as msy be required of
you, in this proceeding?

¥r, 8, Hizota ¢ 1 do.

Questions by H Conmdz, Shea.
Q.. It is ny understanding that you were Prime Minister in the years
1924 to 1936, is thst correeci?
A. Tes, that is corzect] from July of 1934 %o March of 1936. 8th of
July 1934 Yo Sth of Mareh 1936.
Q: And yéu were the Prime Minigter st the time of ths delegation of
Japanese persons who attended the London Conference on Haval Iimitations?
A, Yes, the delegation to the 1935 London Conference, I was Prime ¥inister.
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IETERROGATICE OF

CZADA, Eeisuke, Admiral

Date and Time! 27 Hay 1945, L000-1845 hours.
Place H Roem 301, VWar Ministry Building,
fokyo, Japen.
Present t OEADA, Keiwguke, Admiral
Jomrender 4. D, Shea interrogatoy
S. Hizota Intsrpreter
John MaeNichol Stenographer

Qath of Interpreter, aidminigtered by
Et. Conmander Shen?

Commdr, Shea! Do you solemly swear, by Almighty God, thab
Fou will truly and accurately interpret and
translate from English into. Japanese and from
Japenese into English, as msy be required of
you, in this proceeding?

¥r, 8, Hizota ¢ 1 do.

Questions by H Conmdz, Shea.
Q.. It is ny understanding that you were Prime Minister in the years
1924 to 1936, is thst correeci?
A. Tes, that is corzect] from July of 1934 %o March of 1936. 8th of
July 1934 Yo Sth of Mareh 1936.
Q: And yéu were the Prime Minigter st the time of ths delegation of
Japanese persons who attended the London Conference on Haval Iimitations?
A, Yes, the delegation to the 1935 London Conference, I was Prime ¥inister.
Q. In sny svent you were the Prime Minister a$ the time the Japanese

Government served notice that they had abandoned the 19223 Eaval Treaty
of Washington, is that correct?
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